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序 
 

近年、技術の発展と社会との共存に対する課題がクローズアップされ、機械

工業においても環境問題、安全問題が注目を浴びるようになってきておりま

す。環境問題では、京都議定書の第一約束期間が開始し、排出権取引やＣＤＭ

などの柔軟性措置に関連した新ビジネスの動きも本格化し、政府や産業界は温

室効果ガスの削減目標の達成に向けた取り組みを強化しているところです。ま

た、欧州化学物質規制をはじめとする環境規制も一部が発効し、その対応策が

新たな課題であるとともに、新たなビジネスチャンスとも考えられます。 
一方、安全問題も、機械類の安全性に関する国際規格の制定も踏まえて、平

成１９年には厚生労働省の「機械の包括的な安全基準に関する指針」の改正に

伴い、リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施が事業者の努力義

務として規定されるなど、機械工業にとってきわめて重要な課題となっており

ます。 
海外では欧米諸国を中心に環境・安全に配慮した機会を求める気運の高まり

から、それに伴う基準、法整備も進みつつあり、グローバルな事業展開を進め

ている我が国機械工業にとって、この動きに遅れることは死活問題であり早急

な対応が求められております。 
こうした内外の情勢に対応するため、当会では環境問題や機械安全に係わる

事業を発展させて、環境・社会との共存を重視する機械工業のあり方を追求す

るため、早期からこの課題に取組み調査研究を行って参りました。平成１９年

度には、海外環境動向に関する情報の収集と分析、それぞれの機械の環境・安

全対策の策定など具体的課題を掲げて活動を進めてきました。 
こうした背景に鑑み、当会では機械工業の環境・安全対策のテーマの一つと

して社団法人産業と環境の会に「土壌汚染対策に関する動向調査」を調査委託

いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与

すれば幸甚です。 
 
平成２０年３月 

 
社団法人  日本機械工業連合会 

  会  長   金   井    務 
 
 
 



 



序 
 
 
平成１５年２月に土壌汚染対策法が施行されて以降、土壌汚染対策が急増しておりま

す。現在の対策技術の中では掘削技術が最も多く利用されておりますが、対策に高額な

費用を要することや掘削後の搬出土壌により汚染が拡散するなどの課題があります。社

会的コストを考慮すれば、汚染の程度や土地利用状況に応じた合理的で適切な対策の推

進が望ましく、そのために土壌汚染対策技術の抱える課題や産業界のニーズを把握する

ことが重要と考えられます。 
一方、鉱油類については、土壌汚染対策法の対象物質にはなっておりませんが、平成

１８年３月には環境省におきまして、鉱油類由来の土壌汚染調査対策についてまとめた

「油汚染対策ガイドライン」が策定されました。当該ガイドラインの産業界における活

用状況などについて把握することは、今後の鉱油類由来土壌汚染の対策を進めていく上

で重要であるといえます。 
以上のような状況を踏まえまして、当会では、土壌汚染対策に関する動向を調査する

ため、産業界主要企業に対するアンケート調査を含めた調査を実施致しました。土壌汚

染対策技術については、最新動向を明らかにし、代表的な対策技術についての具体的な

課題やニーズを把握し、今後の方向性を考察致しました。また、鉱油類由来の土壌汚染

対策の現状や課題、油汚染対策ガイドライン活用状況等について考察致しました。また、

学識者および産業界の有識者で構成する「油汚染土壌等対策検討委員会」を設置し、全

体について検討をおこないました。 
本報告書が土壌汚染対策に携わる関係各位に対しまして、今後の効果的な環境対策の

あり方を検討していく上での一助となれば幸甚です。 
最後に、本事業の運営にあたり多大なご協力を頂きました方々に、心より御礼申し上

げる次第であります。 
 
平成２０年３月 
 

社団法人  産業と環境の会 
会    長  関 澤  秀 哲 
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第 1章 土壌汚染対策技術の現状 
 
 

1.1 土壌汚染対策技術の動向調査にあたって 

 
平成 15年２月に人の健康保護を目的に土壌汚染対策法が施行されたが、同法の施行規則
においては、土地の利用状況等に応じて、指定区域への立入禁止、汚染土壌の覆土・舗装

といった方法を適切に講じることなど土壌汚染対策技術についての注意事項が示されてい

る。覆土措置では、汚染土壌の存在する範囲の上面を砂利等の仕切りにより覆った上で、

厚さが 50 cm以上の汚染されていない土壌の層により覆うことなどの条件がある。 
土壌汚染対策技術について、現行の土壌汚染対策技術のうち最も多く使用されているの

は掘削除去であるが、これにはいくつか理由がある。汚染を完全に除去できる、対策期間

が短期であるという掘削除去のメリットの部分が求められるということである。それに対

して例えば、封じ込め技術の場合、土地購入者に対し汚染を管理する責任が引き継がれる

ことになる。さらに、土地評価額が減少する可能性や、土壌汚染が表出してしまうことへ

の不安が拭えないことになる。原位置で浄化する技術については、汚染対象物質に制限が

あることや対策期間が長いために土地取引の機会を逃してしまうこと、土壌汚染が完全に

除去されたという確信が得られないことなどが、掘削除去ほど対策がおこなわれていない

要因となっている。一方で、掘削除去には、掘削後の土壌浄化に多大なコストがかかるこ

とや、掘削後の搬出土壌の受け入れ先に限界があるというデメリットの部分が、土壌汚染

対策の拡大にともなう懸念される課題の一つとなっている。 
土壌汚染対策技術を選定する上で考慮される要因としては、汚染物質や土壌に起因する

要因、対策に要するコストや対策期間など技術的な要因、土地取引などに第三者が関わる

ことにより生じる外的な要因等が考えられる。これらの観点について整理することは土壌

汚染対策技術を効率よく選定するために必要であると考えられる。 
本章では以上を背景に、日本における現状の土壌汚染調査対策技術の動向および対策技

術を選定する上で考慮される点を抽出し、日本の産業界で求められているニーズを推測す

ることを目的とする調査をおこなった。文献およびインターネット、関係者からのヒアリ

ング等をもとに、最近の土壌汚染対策状況、対策技術を選定する上で考慮されうる観点を、

汚染的要因、技術的要因、外的要因、その他の要因から把握した。その上で産業界の土壌

汚染対策技術に関する課題およびニーズを推測し、それらに対応しうる最近の技術開発状

況を紹介した。 
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1.2 土壌汚染対策技術の動向調査 

 
1.2.1 土壌中の汚染物質の挙動
 
土壌汚染を効果的かつ経済的に対策する際には、まず各汚染物質の物性と地中挙動を認

識し、汚染の拡散状況を予測しておく必要がある。 
土壌は、図 1-1のように一般的に地表から、不飽和層→飽和層→地下水→粘土層(不透水
層)という構造になっている。（ただし地下水は不飽和層、飽和層の内部を通ることもある）。 

 
図 1-1 土壌の断面図 
出典：「地下水汚染論―その基礎と応用―」(1994) 

 
土壌汚染対策法において特定有害物質に挙げられている物質は、VOC（第一種特定有害

物質）、重金属類（第二種特定有害物質）、農薬類（第三種特定有害物質）の３種類がある。 
重金属は、比重４以上と重く土壌に吸着されやすいので、一般的に表層付近に滞留する。 
VOC は土中においては液体あるいは気体で存在しており、地中での挙動は複雑である。

VOCは水に溶けやすく、粘性が低いので土壌中を浸透しやすく、地下水汚染も引き起こし
やすい。また、揮発性があるので土壌中の空気を汚染する。VOCを地表に流出させた場合、
地表から不飽和層、飽和層を鉛直方向に浸透し、地下水面付近で地下水と水平方向に流れ

る。水に溶けない物質の場合、非水溶性流体（NAPL: Non-Aqueous Phase Liquid）とい
う汚染物質自体が独立した液層を形成する。NAPLは比重の違いにより異なる挙動を示す。
水より小さい比重を持つ物質（石油系）の場合、地下水面上に留まりゆっくり水平方向に

動く。水より大きい比重をもつ物質（トリクロロエチレンなど）の場合、地下水中を通過

し、不透水層や粘土層に達するまで流れの影響を受けつつ沈んでいき、到達後は水平方向

に移動する。岩盤や粘土層の内部にまで浸透・吸着することもある。不飽和層における VOC
の挙動は、主に液体として鉛直方向に浸透していくが、降雨により涵養されることがあり、

移動中に揮発して土壌中を上昇することもある。ここでは、液体の移動に加えて、気体の

移動も考慮する必要がある。飽和層においては、地下水からの間接的な流れの影響を受け、

鉛直方向以外の動きも持つ。以上をまとめると汚染物質の挙動は図 1-2のようになる。 
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図 1-2  土壌中の化学物質の汚染形態 

出典：「土壌環境汚染の基礎と解析の考え方」(Webセミナー) 
土壌不飽和層中の汚染物質は主に次の４つの形態で存在している。飽和層では、分子は

気体で存在できないため、1～3までの存在形態となる。 
 

1, NAPLを形成している。 
2, 土壌中の水に溶解している。 
3, 土壌粒子に吸着している。 
4, 土壌中に気体として存在している。 

 
土壌中の汚染物質の移動については、次のような特徴がある。 
 

1, 大気中や水中とは異なり、汚染物質の希釈効果が小さい。 
2, 土壌中の移動が遅く、汚染されると回復までに時間がかかる。 
3, 非常に不均一かつ複雑な系である。 

 
土壌中の汚染物質の移動については、汚染のモデルをもとにシミュレーション解析する

ことが可能である。具体的なシミュレーション手法には、以下のようなものがある。 
 

表 1-1 代表的な移流分散および多層流解析コード 
プログラム名 開発元／配布元 次元 備考
Dtransu 2(3)D-EL 岡山大学、ダイヤコンサルタント、三菱マテリアル 3 F
TOUGH LBL 3 I
SUTRA USGS 2 F

UTCHEM
Center for Petroleum and Geosystem Engineering,

UT at Ausitin 3 D

MODPATH USGS 2 D
SWICHA Geo Trans／IGWMC 3 F
SWIFTⅡ SNL 2 D
RAND 3D Engineering Technologies Associates 3 R  

出典：「土壌・地下水汚染の調査・予測・対策」(2003) 
(注) D:差分法、F:有限要素法、I:積分差分法、R:ランダムウォーク法 
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1.2.2 土壌汚染分析・調査技術の動向 
 
土壌汚染対策は工場や事業所の敷地内にどのような汚染があるかを調査することから始

まる。土壌汚染調査をおこなうことで、汚染発生源を究明し、適切な対策を講じるために

必要な情報を得ることが可能である。土壌汚染調査の流れを以下に示す。 

資料等調査

概況調査

詳細調査

汚染機構の解明

 
図 1-3 土壌汚染調査の全体フロー 

出典：「土壌汚染対策法に基づく調査および措置の技術的手法の解説」(2003) 
 
・資料等調査 
事業所の履歴、土地利用や有害物質の使用状況、排水路、漏洩事故歴などを調べ、有害

物質の汚染の可能性がある箇所を把握する。また、地形や地質など、汚染土周辺の土地履

歴を調べる。 
 
・概況調査 
概況調査は、対象地での汚染の概況を把握するためにおこなう。土壌汚染の可能性があ

る土地については、試料採取による調査をおこなう。土壌汚染調査技術は、用途によって

土壌表層調査、土壌ガス調査、及び地下水調査を用いる。 
第一種特定有害物質（VOC を含む）については、対象区画において地表から１m 下の

土壌中の気体または地下水をボーリングバーなどで採取し、土壌試料に含まれる調査対象

物質の濃度の測定をおこなう。第二種特定有害物質（重金属など）については、表層の土

壌及び深さ５～50cm までの土壌を手掘りまたはダブルスコップなどでそれぞれ深さ方向

に均等に採取し、調査対象物質の含有量と溶出濃度の測定をおこなう。第三種特定有害物

質（農薬など）については、第二種特定有害物質と同様に土壌溶出量調査をおこなう。 
 
・詳細調査 
詳細調査は、対象地での汚染範囲を調べ、浄化などの有効な対策を立案するためにおこ

なう。一般にボーリング調査は、ボーリング機械を使用して汚染状況と地質構成を調べる

ために連続的に採取するオールコアボーリングをおこなう。 
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(1) 土壌・地下水の採取技術 
①表層土壌調査 
地表の場合、表層の土壌（地表から深さ 5 cmまでの土壌）と深さ 5～50 cmまでの土壌

を採取し、汚染物質の有無を確認する。この場合は移植ごて、スコップ、ダブルスコップ

などを使用すればよいが地表面がコンクリートやアスファルト等で被覆されている場合は、

カッター、エアーピック、電気ドリルなどで被覆分を掘削してから収集する。 
地中深くの土壌を採取する技術については、ボーリングマシンによるボーリング（ロー

タリー式、打ち込み式、振動式及びこれらを組み合わせた技術など）が主流である。 
 
②土壌ガス調査 
土壌ガスについては、直径 15～30 mm程度、深さ 0.8～1mを目安にボーリングバーに

より掘削した後、採取チューブと吸引ポンプを用いて採取する。土壌ガスの試料採取深度

は地表から概ね 1 m下とする。ただし、地下施設で調査対象物質を使用などしている場合
は、これらの施設床面から概ね 1 m下を試料採取深度とする。 
 
③地下水調査 
地下水に汚染の可能性がある場合は、帯水層に観測井を設置する。地下水の採取技術に

ついては、弁を装備したサンプラーを、ロープなどで孔内に降ろし採取するタイプが主流

である。その他に、ベーラーと呼ばれる筒状のサンプラーを井戸に投入して採水する方法

も多く使用されている。また、吸引ポンプ式採水器、チェックバルブ式採水器を用いる場

合がある。ポンプを使用する場合は、裸孔内にサンプリングチューブやホースを挿入し、

地上または水中のポンプで地下水を汲み上げる。 
 

(2) 土壌・地下水の分析技術 
土壌・地下水の分析技術は、公定法と簡易分析法に区分される（表 1-2）。公定法は高額

な機器を使用するが、精度が高く分解性能もよい手法である。分光光度計や蛍光 X線分析
法などが該当する。簡易分析法は、単純な手作業でおこなう分析手法であり、安価である

が感覚的に判断するため、精度に乏しく対象物質は限られる。試験紙法やパックテスト、

検知管法などが該当する。 
 
土壌・地下水の汚染採取手法、分析手法についての詳細は表 1-3および表 1-4に示す。 
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表 1-2 公定法と簡易分析法の比較 
 公定法 簡易分析法 

分析精度 高い 低い、再現性に欠ける 
定量下限値 低濃度まで可能 定量下限値は大きい 
対象物質 すべて 対象外の成分がある 

妨害物質への対応 対応可能 対応できない場合が多い 
時間 数日～数週間 即時～数日 

分析費用 高額 安価 
試料の必要量 多い：500g以上 少ない(分析廃水も少ない) 

出典：「土壌汚染対策技術」(2003) 
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表
的
な
土
壌
及
び
地
下
水
の
採
取
方
法

 
 

土
壌
採
取
方
法

 
技
術
名

 
ハ
ン
ド
オ
ー
ガ
ー
ボ
ー
リ
ン
グ

 
機
械
簡
易
ボ
ー
リ
ン
グ

(S
CS

C
式

) 
ロ
ー
タ
リ
ー
式
機
械
ボ
ー
リ
ン
グ

 

概
要

 
深
度
が
約

3m
以
内
の
不
飽
和
帯
の
地
層
状
況
を
調

査
す
る
の
に
適
す
る
。

 
深
度
約

15
m
以
内
の
砂
礫
を
含
ま
な
い
緩
い
層
や
不

圧
帯
水
層
の
調
査
に
適
す
る
。

 
地
層
の
把
握
、
連
続
し
た
土
壌
試
料
の
採
取
が
必
要

な
場
合
に
適
す
る
。

 

特
徴

 

・騒
音
・振
動
が
少
な
い
。

 
・狭
量
地
の
施
工
が
可
能
。

 
・約

40
0g
の
試
料
採
取
。

 
・連
続
的
な
採
取
が
可
能
。

 

・騒
音
・振
動
が
少
な
い
。

 
・建
築
物
内
部
の
施
工
が
可
能
。

 
・狭
量
地
の
施
工
が
可
能
。

 
・連
続
的
な
採
取
が
可
能
。

 

・適
用
可
能
な
地
層
の
範
囲
が
広
い
。

 
・掘
削
能
力
に
優
れ
て
い
る
。

 

注
意
点

 
・地
下
水
よ
り
深
く緩
い
層
で
は
、
掘
削
・試
料
採
取
が

困
難
で
あ
る
。

 
・地
下
水
よ
り
深
く緩
い
層
で
は
、
掘
削
・試
料
採
取
が
困

難
で
あ
る
。

 
・無
水
掘
の
場
合
は
、
コ
ア
試
料
に
熱
が
加
わ
ら
な
い

よ
う
に
す
る
。

 
・汚
染
物
質
濃
度
を
適
宜
監
視
す
る
。

 
 

土
壌
採
取
方
法

 
地
下
水
採
取
方
法

 
技
術
名

 
パ
ー
カ
ッ
シ
ョ
ン
式
ボ
ー
リ
ン
グ

 
吸
引
ポ
ン
プ
式
採
水
器

 
チ
ェ
ッ
ク
バ
ル
ブ
式
採
水
器

 

概
要

 
地
層
の
状
況
を
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
観

測
井
や
処
理
対
策
用
の
井
戸
を
設
置
す
る
場
合
に
適

す
る
。

 

採
水
チ
ュ
ー
ブ
の
先
端
か
ら
採
水
し
、
地
上
の
自
吸
式

チ
ュ
ー
ブ
か
ら
吸
引
す
る
タ
イ
プ
。

 
採
水
チ
ュ
ー
ブ
の
下
端
に
チ
ェ
ッ
ク
バ
ル
ブ
が
あ
り
、

地
上
で
チ
ュ
ー
ブ
を
振
動
さ
せ
る
こ
と
で
地
下
水
を
地

上
に
送
る
。

 

特
徴

 
・掘
進
効
率
が
よ
く、
孔
曲
が
り
が
少
な
い
。

 
・低
騒
音
で
あ
る
。

 
・小
規
模
の
地
下
水
処
理
に
適
し
て
い
る
。

 
 

注
意
点

 
・掘
進
速
度
が
大
き
く、
不
圧
帯
水
層
の
観
測
井
掘
削

時
は
、
汚
染
が
拡
散
し
や
す
い
。

 
 

・手
動
で
あ
る
の
で
手
間
が
か
か
る
。

 

出
典
：「
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く調
査
お
よ
び
措
置
の
技
術
的
手
法
の
解
説
」(

20
03

) 
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表
1-

4 
主
な
土
壌
及
び
地
下
水
の
簡
易
分
析
法
 
 
出
典
：「
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く調
査
お
よ
び
措
置
の
技
術
的
手
法
の
解
説
」(

20
03

) 
分
析
手
法

 
試
験
紙
法

 
パ
ッ
ク
テ
ス
ト法

 
検
知
管
法

 
分
光
光
度
計

 

概
要

 
試
験
紙

(p
H

,重
金
属

)に
検
液
を
つ
け
、
イ
オ
ン

と
の
反
応
に
よ
る
色
の
変
化
を
標
準
色
と
比
較
し

て
濃
度
を
求
め
る
方
法
。

 

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
チ
ュ
ー
ブ
の
中
に
試
薬
が
密
閉
さ

れ
て
お
り
、
試
料
水
を
対
象
試
薬
に
混
合
さ
せ
比

色
さ
せ
る
方
法
。

 

処
理
剤
や
発
色
剤
を
つ
け
た
粒
子
を
細
長
い
ガ
ラ

ス
管
に
封
入
し
て
、
対
象
物
質
と
の
反
応
に
よ
っ
て

着
色
し
た
層
の
長
さ
か
ら
濃
度
を
求
め
る
。

 

準
備
さ
れ
た
試
薬
を
加
え
て
発
色
さ
せ
、
検
量

線
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
し
た
分
光
光
度
計
で
測
定
し
、

濃
度
を
求
め
る
方
法
。

 
対
象
物
質

 
重
金
属
、

VO
C 

特
に
制
限
無
し

 
シ
ア
ン
、
水
銀
、
ヒ
素
、

VO
C 

特
に
制
限
無
し

 

特
徴

 

・安
価
で
簡
便
で
あ
る

 
・分
析
対
象
が
多
い

 
・p

H
=5
～

9で
測
定
が
可
能

 
・分
析
器
具
を
用
い
な
い

 
・測
定
時
間
が
迅
速

(～
5分

) 
・小
さ
くて
壊
れ
に
くく
携
帯
性
が
よ
い

 

・取
り
扱
い
が
簡
便

 
・安
価

 
・多
点
測
定
可
能

 
・測
定
時
間
が
迅
速

 
・現
状
対
応
に
優
れ
て
い
る

 

・測
定
で
き
る
項
目
が
多
い

 
・精
度
が
高
い

 

注
意
点

 

・低
濃
度
の
測
定
は
困
難

 
・目
視
に
よ
る
誤
差
が
大
き
い

 
  

・共
存
物
質
に
よ
り
誤
発
色
す
る
こ
と
が
あ
る

 
・微
量
物
質
を
検
出
で
き
な
い

 
・分
析
で
き
る
種
類
が
限
定

 
・複
数
物
質
の
分
離
が
不
可
能

 
・検
出
限
界
が
低
い

(1
pp

m
v)

 
・低
濃
度
の
測
定
に
向
か
な
い

 

・定
量
的
な
分
析

 
・操
作
が
煩
雑
に
な
る

 
・分
析
時
間
を
要
す
る

 

分
析
手
法

 
イ
ム
ノ
ア
ッ
セ
イ
法

 
蛍
光

X
線
分
析
法

 
ガ
ス
ク
ロ
マ
トグ
ラ
フ
ィ
ー

 
ペ
トロ
フ
ラ
ッ
グ

 
水
素
炎
検
出
器

(F
ID

)で
可
燃
物
質
の
電
子
を
捕

ら
え
、
そ
の
シ
グ
ナ
ル
に
よ
り
定
量
す
る
手
法
。

 
携
帯
型
の
石
油
炭
化
水
素
濃
度
測
定
器
。

 
概
要

 
対
象
物
質
と
反
応
す
る
抗
体
を
用
い
て
抗
体
と

抗
原
と
の
特
異
的
な
反
応
を
利
用
す
る
測
定

法
。

 

試
料
面
に

X
線
を
照
射
さ
せ
、
試
料
面
か
ら
の

特
性

X
線
を
分
光
器
で
分
け
て
様
々
な
ス
ペ
ク
ト

ル
を
検
出
す
る
手
法
。

 
 

 

対
象
物
質

 
鉛
、
農
薬

 
重
金
属

 
VO

C、
石
油
炭
化
水
素

 
石
油
炭
化
水
素

 

特
徴

 

・操
作
が
簡
便

 
・分
析
が
迅
速

 
・高
価
な
分
析
機
器
や
試
薬
を
用
い
な
い

 

・小
型
・軽
量
で
あ
る

 
・1

00
V
電
源
で
稼
働

 
・定
性
分
析
が
迅
速

(数
分
間

) 
・重
金
属
の
定
量
分
析

(検
出
限
界

10
 p

pm
)が
可
能

 

・同
時
分
析
が
可
能

 

・油
で
は
油
種
を
判
定
で
き
る

 
・操
作
が
容
易
で
あ
る

 
・定
量
分
析
が
可
能

 
  

・簡
便
・迅
速
に
測
定
可
能

 
・広
範
囲
な
種
類
の
炭
化
水
素
濃
度
の
分
析
が
可
能

 

・予
め
汚
染
源
の
油
種
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
る

 

・1
試
料
あ
た
り
の
測
定
時
間
は
約

20
分

 
・メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
容
易

 

注
意
点

 
・機
器
分
析
に
比
べ
て
や
や
誤
差
が
大
き
い

 
・適
用
範
囲
が
狭
い

(１
対

1の
対
応
で
あ
る

) 
・X
線
管
球
が
空
冷
の
た
め
冷
却
水
が
必
要

 
・高
温
側
で
分
離
性
が
悪
化
す
る

 
・対
象
物
質
が
限
定
さ
れ
る

 
・種
々
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
を
要
す
る
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1.2.3 新たな土壌汚染調査技術 
 
最近では、現場における土壌、地下水の採取技術は、作業の簡易化、迅速性が改善され、

結果的に低コストで実施できる多くの機器が開発されている。一方で、非破壊方法の物理探

査技術についても開発され利用されている。これらの技術を用いて帯水層中の比抵抗分布や

比誘電率分布を把握することにより、高濃度の汚染プルームの分布を全体的かつ具体的に把

握することが可能である。さらに破壊型の調査技術のように汚染を広げずに済む。代表的な

技術には電気探査、磁気探査、地下レーダーがある。 
 

(1) 電気探査 
電解質を多く含んだ汚染物質の分布状況や汚染地下水の拡散状況を面的に把握するのに

適している。特に汚染物質の分布状況については比較的把握の精度がよい。表層から深部ま

での探査が可能である。ウェンナ法、エルトラン法、二極法などがある。 

 
(2) 磁気探査 
電磁気測定を実施することにより、大地の比抵抗値を面的に測定する手法である。広域探

査が可能であることから、大規模な汚染の分布状況調査や地下水状況調査などに適している。

磁性を持つ物質のみに反応するため、重金属の分布を調査する手法として有効である。その

他の物質に対しては適さない。MT法、CSA-MT法、空中電磁気探査などがある。 
 
(3) 地下レーダー 
地下レーダー探査とは、地表から地中に向けて電磁パルス波を放射し、その反射波を捉え

ることによって地下浅部の地盤構造や空洞、埋設物などの遺物を非破壊的に探査する手法の

ことである。探査範囲は浅い場所に限定されるが、空洞や埋設物、VOC汚染分布などに適
用性が高い。 
 
(4) 孔内検層 
帯水層の把握を目的に、ボーリング孔を利用して実施する。例えば、電気検層では測定さ

れた比抵抗値から、各地層の透水性を概略的に評価できる。 

 
(5) 地震波探査 
未固結堆積物と岩盤の境界面や、岩盤の劣化状況（断層などによる破砕、割れ目の発達度、

風化、変質など）、あるいは廃棄物と地山など物性の異なる地盤に対する探査に適している。

弾性波探査、弾性波トモグラフィ、反射波探査、S波探査などがある。 
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1.2.4 土壌汚染に関する対策技術の動向 
 
平成 19 年に環境省水・大気環境局が発行した「平成 17 年度土壌汚染対策法の施行状況
および土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果」によると、これまで産業界において土

壌汚染対策法に基づいて実施された土壌汚染対策技術の動向は以下のようになった。 
 

表 1-5 土壌汚染対策措置の内容 

H16以前 H17 H16以前 H17 H16以前 H17 H16以前 H17 累計

413 58 54 17 0 0 147 37 726
27 2 3 0 0 0 14 3 49
25 10 7 3 0 0 22 7 74

160 14 4 1 0 0 35 4 218
189 28 31 9 0 0 62 21 340

5 1 6 3 0 0 4 1 20
7 3 3 1 0 0 10 1 25

209 48 844 234 0 3 193 42 1573
117 73 605 317 0 1 164 76 1353

熱処理 22 5 3 1 0 0 20 3 54
洗浄処理 6 0 10 2 0 0 3 0 21
生物処理 6 0 1 0 0 0 3 0 10
化学処理 13 1 34 0 0 0 16 1 65
抽出処理 2 3 2 0 0 0 2 1 10
その他 6 1 6 1 0 1 5 1 21
熱処理 25 27 37 17 0 0 18 15 139
洗浄処理 1 4 61 36 0 0 19 5 126
生物処理 1 0 0 0 0 0 1 0 2
抽出処理 3 6 5 0 0 0 3 2 19
化学処理 4 2 62 2 0 0 14 2 86

セメント原料化 25 24 192 129 0 0 54 45 469
その他 3 0 192 129 0 0 6 1 331

9 1 82 7 0 1 33 1 134
2 0 23 0 0 0 6 0 31
0 0 5 1 0 0 3 0 9
3 1 21 5 0 1 13 1 45
2 0 13 1 0 0 5 0 21
2 0 20 0 0 0 6 0 28
2 0 51 0 0 0 9 1 63

10 0 190 51 0 0 39 11 301
2 0 61 2 0 0 9 2 76
8 0 129 49 0 0 30 9 225

112 0 110 5 0 0 28 1 256
870 180 1885 631 0 5 604 168 4343

複合汚染など
第二種特定有害物質

（重金属類）
第一種特定有害物質

（VOC）
第三種特定有害物質

（農薬類）

地下水揚水
土壌洗浄
その他
掘削除去

原位置浄化
バイオレメディエーション

化学的酸化分解
土壌ガス吸引

搬出土壌処理

封じ込め

遮断工
遮水工

指
定
区
域
内

指
定
区
域
外

鋼矢板
地中壁
その他
不溶化

合計

飛散防止

覆土
舗装
その他

 
出典：「環境省」(2007) 

 
表 1-5では、自主的に取り組まれた事例の多くは公表されていないため含まれていないが、
掘削除去が現行技術のうち最も多く利用されている技術であることはほぼ相違なく、これに

は様々な背景がある。 
第一に、掘削除去の対策期間の短さ、汚染を完全に除去することが可能であること、対外

的に説明しやすく理解が得られやすいことといったメリットの部分が多く求められている

ことがある。これは土地取引の際に買い主や投資家、金融機関が土壌汚染リスクに対し大変

敏感であり、汚染を完全に排除した状態で取引することが求められるケースが多いことと関
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連がある。第二に、汚染の状況および条件などからも掘削除去が最も使いやすい技術である

ことがうかがえる。 
陽イオンに電離した重金属類（第二種特定有害物質）は土壌に吸着されやすく、表層土壌

に高濃度で存在する物質である。平成 19年の環境省における同調査によると、重金属類に
ついては調査事例のうちの 60.1%が２m よりも浅い部分で対策がおこなわれた。また、全
対策の 79.5%(2,000件/2,516件)が掘削除去に関連する技術による土壌汚染処理であった。
これは、存在濃度や深度によって効率的かつ容易に対策をおこなうことができるという理由

で選定された結果であったと推測できる。しかし、掘削除去には搬出土壌の処理を含めた関

連技術が高額であることや搬出土壌の受け入れ先が限られているという課題がある。掘削後

の重金属の土壌処理は、熱処理、洗浄処理、化学処理、セメント原料化が多い。 
重金属汚染に対する対策技術については、掘削除去の他には封じ込め、不溶化、覆土、舗

装などの飛散防止が多い。これらの技術は汚染を浄化しないため管理する必要があるものの、

全体の 15.1 %(381件/2,516件)を占めた。原位置で浄化する技術では、重金属に対して対策
可能である地下水揚水と土壌洗浄は、対策件数は多くなかった。地下水揚水を用いる場合は、

地下水中の重金属除去は可能であると考えられるが、土壌中の汚染の場合は、土壌ガス吸引

や土壌洗浄などと並行しておこなう必要がある。土壌洗浄を用いる場合は、重金属と土壌の

吸着力が大きいことは重金属の洗浄効率を妨げる大きな要因になる。今後、原位置での浄化

技術に関する様々な課題を抽出し、効率よい対策を可能にすることで、重金属汚染に対する

浄化技術の幅広い選択につながると考えられる。 
トリクロロエチレンなどの VOC（第一種特定有害物質）は、地中深くに浸透し、地下水
汚染を引き起こすといわれている。同環境省の調査によると VOCの場合は汚染の 40%あま
りが地中２mより浅く、３割の汚染が５m以深であった。VOC汚染では、掘削除去を利用
して対策を行なった事例は 42.6%(447件/1,050件)にとどまった。これは土壌の深い部分に
おいて掘削除去を施すと、非常に高額になってしまうためであると推測できる。原位置で汚

染を浄化する技術については、土壌ガス吸引と地下水揚水が特に多く、全対策の 44.9%(471
件/1,050 件)を占めた。揮発した成分は土壌ガス吸引やエアースパージングにより処理され
る。その他に、バイオレメディエ－ションや化学的酸化分解をあわせておこなうと浄化効率

が上がると考えられる。封じ込めや飛散防止という手法では対策件数は多くなかったが、汚

染が漏出してしまう可能性があるなど、管理が困難であるためだと推察できる。 
農薬類（第三種特定有害物質）は、平成 17年度に初めて対策が確認され、掘削除去及び
搬出土壌処理、封じ込めという措置内容であった。また、複合汚染については技術の併用が

多いと推測されるが、対策技術の使用状況に際立ったものは見られなかった。 
いずれのケースにおいても代表的な土壌汚染対策技術についての課題を明らかにし、改善

措置の選択肢が一層広がることが期待される。 
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1.2.5 状況に応じた土壌汚染対策技術の選定 
 
本項では、代表的な土壌汚染対策技術を 10種取り上げ、様々な要因から効率のよい技術

選択をおこなうために重要であると考えられる情報をまとめた。本項において取り上げた技

術の概要は以下の通りである。 
 

表 1-6 代表的な土壌汚染対策技術の概要 
対策技術 技術の概要 

バイオレメディエーション

微生物を利用して環境中の有害物質を分解する技術。酸素を注入し微

生物を活性化させる手法と汚染物質を分解除去する微生物を投入す

る手法がある。 

化学的酸化分解 
過酸化物を主成分とした酸化剤を土壌中に注入して、汚染物質を酸化

分解させる方法。 

土壌ガス吸引 
土壌中の主に VOC 成分を、負圧を発生させることなどで気化させ、
種々のポンプにより吸引、回収する工法。 

地下水揚水 
土壌中に垂直の井戸を設置し、周辺の地下水を揚水ポンプによって引

き上げる手法。一般的に浄化を同時におこなう。 

土壌洗浄 
水などの溶媒を用いて汚染土壌を解砕、分級して、汚染物質が少ない

粗粒と汚染物質が濃縮した細粒に分別する技術。分離された物質は揚

水するのが一般的。 

掘削除去 
汚染土壌を掘削機械により掘削し、土砂運搬車両に積み込み搬出し

て、敷地から取り除き、清浄土により埋め戻す工法。 

熱処理 
汚染土壌を加熱することにより、汚染物質を分解、脱着、揮発させ、

無害化させる技術。 

封じ込め 
汚染された土壌を規定された構造により一般環境から隔離して、対象

物質を含む汚染土壌に起因する汚染拡散を防止する対策技術。 

固化 
汚染土壌を攪拌しつつ、固定化剤などを注入し、汚染物質の移動性を

物理的に抑制させる技術。 

不溶化 
汚染土壌を攪拌しつつ各種薬剤などを投入し、酸化還元などにより対

象物質を難溶性の物質に変えて化学的に安定化させることで溶出量

を抑制する技術。 

出典：「土壌汚染対策技術」(2003) 
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土壌汚染対策技術を選定する場合、汚染を取り巻く多くの要素を考慮する必要がある。土

壌汚染対策技術の選定を左右する要素には以下のような事項が考えられる。 
(1) 汚染的要因：汚染物質の種類や濃度、地質、汚染の状況、汚染規模など汚染の状態。 
(2) 技術的要因：対策費用、対策期間、技術の持つ特性など技術的事項。 
(3) 外的要因：汚染地域および周囲地域の環境、土地売買に関わる第三者の影響など。 
(4) その他の要因：(1)と(2)の両方に関わる要因など。 

 
(1) 汚染的要因 
土壌の汚染状況は汚染物質の「種類」と「濃度」、「分布（範囲）」を確定させることで大

まかに把握することができる。濃度は、「高濃度－低濃度」がある。分布には、「広い－狭い」、

「浅い－深い」、「掘削可能な場所－掘削不可能な場所」があり、深さの範囲、汚染の飛散状

況などにより様々な汚染分布が想定される。これら汚染的な要因は土壌汚染対策技術を選定

する際の基本的な要因になる。 
表 1-7には、代表的な土壌汚染対策技術 10項目について、適応可能な汚染物質の「種類」
および「地質」について示した。 
 

表 1-7 土壌汚染の状態に適した対策技術（汚染物質・地質） 
適応可能な物質 適応可能な地質 条件 

対策技術 ＶＯＣ 重金属 農薬類 油分 砂礫 砂 シルト 粘土

バイオレメディエーション ○ × △ ◎ ○ ○ △ × 
化学的酸化分解 ◎ × ○ ◎ ○ ○ ○ △ 
土壌ガス吸引 ◎ × × ○ ○ ○ △ × 
地下水揚水 ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ △ × 
土壌洗浄 × ◎ ◎ ○ △ ○ × × 
掘削除去 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 
熱処理 ◎ △ ◎ ◎ ○ ○ △ △ 
封じ込め × ○ △ ○ ○ ○ ○ △ 
固化 × ◎ × × ○ ○ ○ × 
不溶化 × ◎ × × ○ ○ ○ × 

主な出典：「土壌汚染を巡る企業の対策・対応のあり方報告書」(2007) 
注 1）表中の表記について。 

◎：積極的に使用され、有効とされる技術   ○：通常において使用可能な技術 

△：使用には条件が多い技術         ×：使用しないか、実績が極端に制限される技術 

「適応可能な地質」では灰色の部分が適応可能であることを表す。 

注 2）「シルト」とは、砂より小さく粘土より粗い砕屑物のこと。 

注 3) 土壌洗浄は砂礫層には特殊な洗浄水を用いた対策により土壌浄化可能となる。 
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適応可能な物質に関しては、表 1-5 においても傾向としてみられるように一部の対策技
術には、対応する汚染物質があることが分かる。バイオレメディエーションや化学的酸化分

解、土壌ガス吸引は VOCや油分には適しているが、重金属類には適さない。土壌洗浄、固
化、不溶化は重金属類に有効であるが、VOCには不適である。熱処理は VOC、農薬類、油
分に最適であるが、重金属類には適用しない。 
一方、掘削除去はあらゆる汚染物質に対して利用できる。地下水揚水は地下水中のあら

ゆる物質に対して適用できる。また複合汚染については、固化が有効であるとされており、

土壌洗浄は汚染状況に適した溶媒を選択することにより対応可能になる。 
適用可能な地質については、砂礫や砂の透水層に対して 10種すべての技術で対応可能で

あることが分かる。地下水揚水は、飽和帯（土粒子の間が地下水で満たされている土壌帯）

において対策可能であるが、地下水中の VOCを浄化するのに適した手法であり、土壌自体
に対しての浄化効果は限定的である。土壌洗浄はシルトや粘土の層への対応は困難である。

不透水層である粘土層の汚染は対応できる技術が少ないと考えられる。また掘削除去は極め

て深い場所の汚染には適応しない。 
次に表 1-8 には、土壌汚染の濃度、分布に条件を与え、様々な汚染状態の時にどの対策

技術を施すことが有効であるかを示した。 
 

表 1-8 土壌汚染の状態に適した対策技術（汚染濃度・分布） 
汚染分布  

広い 狭い 

○ B,E,F C,D,F,G,H,I,J,抽出 高

濃

度 × A,H,J - 

○ A,E,(H,J) 
全体的に効果や費用の差が

小さい（A,D） 

汚

染

濃

度 
低

濃

度 × B,F C,(D) 

出典：「土壌汚染対策技術」(2003) 
注 1）表中の凡例について。 

A： バイオレメディエーション、B： 化学的酸化分解、C： 土壌ガス吸引、D： 地下水揚水、E： 土

壌洗浄、F：掘削除去、G：熱処理、H：封じ込め、I：固化、J：不溶化 

○：効率的である ×：非効率的である。 

注 2）(  )内は条件が合えば、対策が魅力的な技術を示す。また汚染物質の種類によっては表中では対策に

有利としていても、対策できない技術もある。 
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汚染物質の種類によりそれぞれの技術の対策効率に変動があるが、一般的には、汚染濃度

が高い場合には反応速度が汚染濃度に正比例する物理化学的な手法が有効である。逆に汚染

濃度が低い場合には、封じ込めや不溶化あるいは生物処理（バイオレメディエーションやフ

ァイトレメディエーション）が費用対効果に優れた方法であるといえる。土壌ガス吸引や地

下水揚水は狭い範囲への対策に有効である。 
 
(2) 技術的要因
土壌汚染対策技術を選定する上で、技術の特性を考慮することが重要であるが、対策に

要するコストは選択を大きく左右する要因である。 
現在一般的に対策されている主要 14種の土壌汚染対策技術について対策にかかるコスト
について、平均的な単価をまとめると表 1-9のようになった。 

 
表 1-9 対策にかかる平均的な単価（主要 14技術について） 

単価 (万円/m3) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

バイオレメディエーション

エアースパージング

地下水揚水
土壌ガス吸引
化学的酸化分解

溶媒抽出
掘削除去
土壌洗浄

封じ込め
熱脱着　
熱分解
熱焼却

固化

不溶化

 出典：「環境負荷物質対策調査報告書」(2005) 
 

これによると、VOC を除去するのに汎用性の高い地下水揚水や土壌ガス吸引、バイオレ
メディエーション、エアースパージングは安価であり、対策に用いられやすいことが分かる。

土壌洗浄と化学的酸化分解は他の原位置浄化技術に比べると高額である。重金属の除去に主

に使用されている掘削除去は高額である。熱処理は、熱脱着＜熱分解＜熱焼却と処理温度が

高い技術ほど高額である。固化および溶媒抽出は価格変動が大きい。 
対策にかかる費用は、対策工法、汚染物質や濃度、対象土量、対象地面積などの諸条件に

よって大きく変わる。それぞれの工法によって様々な条件で一長一短であるので、対象物質

や対処土量などに応じて工法選択には十分留意しなくてはならない。 
 
 
 

 
15



コスト以外の土壌汚染対策技術の持つ特性は、対策期間、浄化効率、処理能力などがあ

る。それらについては、表 1-10にまとめた。 
 

表 1-10 代表的な土壌汚染対策技術の対策条件 
対策条件 

対策技術 
対策期間 

浄化効率     
[%] 

処理能力 
[m3/h] 

上屋がある

措置 

バイオレメディエーション 数ヶ月～3年 30～40 % 文献なし ○ 
化学的酸化分解 数ヶ月～1年 文献なし 文献なし ○ 
土壌ガス吸引 5～10年 文献なし 文献なし ○ 
地下水揚水 数ヶ月～1年 文献なし 0.5～50 ○屋内可 
土壌洗浄 2週間程度 90～99 % 22～25 ○ 
掘削除去 2週間程度 汚染の完全除去 15～20 × 
熱処理 数ヶ月～1年 99.9 %以上 0.6程度 × 
封じ込め 数ヶ月 汚染物質は残留 ― × 
固化 一ヶ月以内 汚染物質は残留 ― △ 
不溶化 一ヶ月以内 文献なし 文献なし △ 

主な出典：「土壌汚染対策技術」(2003) 
注 1）本データの数値部分については文献などを参考に平均的な数値を示した。土壌洗浄の処理能力は「地

盤による」と記述している文献もある。 

注 2）「処理能力」において土壌は 1 m3=1.6 tに換算した。 

 

対策期間については、土壌洗浄、掘削除去では２週間程度という短期の対策である。固

化、不溶化は一ヶ月以内であり、化学的酸化分解、地下水揚水、熱処理は数ヶ月～１年、バ

イオレメディエーションや土壌ガス吸引のような原位置浄化工法については 1 年程度を超
える長期間に及び対策もある。 
浄化効率については、掘削除去を用いるとその場の汚染については完全に除去すること

が可能である。その他の技術については、土壌洗浄、熱処理は 90～99 %という高性能な浄
化率である。バイオレメディエーションは対策工法や対策条件によってばらつきが大きいが、

国内における対策事例では汚染物質の減衰は平均 30～40 %程度にとどまるとされており、
米国における報告では平均 70～80 %に達するとされている。封じ込めや固化は、土壌中に
汚染物質が残留する対策工法である。 
処理能力については、土壌洗浄は 22~25 m3/hと大きく、熱処理は 0.6 m3/hと小さい。地
下水揚水は対策条件によりばらつきがある。 
建屋下では、バイオレメディエーションや化学的酸化分解、水平井戸を用いて土壌ガス吸

引や地下水揚水をおこなうのが有効である。掘削除去や熱処理は利用できない。 
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対策技術を組み合わせることで汚染除去の効率が上がる。技術を併用するか、一つの技

術で複数の機能を備えるという開発が考えられる。以下に代表的な技術の組み合せを示す。 
 

表 1-11 効率的な土壌汚染対策技術の組み合せ 
 

 

バ

イ

オ

化

学

吸

引

揚

水

洗

浄

掘

削

エ

ア

ー

封

じ

込

固

化 

不

溶

化 
バイオレメディエーション   ○ ○ ○ ○ ○ ※   

化学的酸化分解   ○   ○  ※   

土壌ガス吸引 ○ ○  ○  ○ ○    

地下水揚水 ○  ○  ○  ○    

土壌洗浄 ○   ○  ○     

掘削除去 ○ ○ ○  ○    ○ ○ 

エアースパージング ○  ○ ○       

封じ込め ※ ※        ○ 

固化      ○     

不溶化      ○  ○   

主な出典：「土壌汚染対策技術」(2003) 
凡例）○：開発が確認されている項目  ※：開発が可能であると考えられる項目 

 

エアースパージングは土壌あるいは地下水中に空気を注入して、微生物を活性化させた

り、VOC や揮発性の高い燃料油などの揮発を促したりする。そのため、バイオレメディエ
ーションや土壌ガス吸引、地下水揚水と併用させると有効である。以下には、代表的な技術

を組み合わせについての概要を示す。 
 
① 化学的酸化分解+土壌ガス吸引法 
土壌の汚染は土壌ガス吸引法で浄化する。地下水中の汚染区域には酸化剤を注入、有機

汚染物は酸化剤と反応し、二酸化炭素、塩化物、水などに分解、無害化する。 
 

② 土壌ガス吸引法+地下水揚水 
地下水中には地下水揚水を設け、地下水位以浅の土壌には、土壌ガス吸引井戸を設ける。 

 

③ 掘削除去+土壌洗浄 
掘削除去後に土壌洗浄をおこなう。掘削除去と併用する技術は掘削後の浄化技術として

扱われる。 
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(3) 外的要因 
土壌汚染対策技術を選定するのに、外的な影響を受けることがある。 
その一つは周辺環境である。天候は対策状況を左右する要因になりうる。雨天の場合は、

土壌洗浄やバイオレメディエーションのような長期にわたる浄化技術にとってはそれほど

大きな要因にはならないと考えられるが、掘削除去や熱処理は土中に水分を含んでいると対

策が長引いてしまうので不向きである。市街地で対策する場合、対策の際のわずかな振動や

騒音が地域住民には苦痛になることがある。掘削除去や土壌ガス吸引などに代わって、工事

の際の振動・騒音の少ない盛土や舗装、バイオレメディエーションや化学的酸化分解、土壌

洗浄などが有利であるといえる。農地や山林では、比較的限られた特定の人が出入りする地

域である。浄化のための機器やトラックなどを搬入する道路が整備されていないような場所

では、用具を持ち込む工夫が必要である。 
浄化後の用地環境を考慮することも重要である。市街地や公園のような公用地になる場

合、浄化対策に不備があった場合には大多数の人々の健康被害に及ぶ恐れがあるから、最も

慎重な対応が必要である。このため最低限、十分な盛土やコンクリート被覆を用いた封じ込

めや汚染物質の除去、分解をおこなうことが望ましいといえる。 
土壌汚染対策をする土地を売買する場合には、汚染リスクを管理する形になることは拒

まれるケースが多く、対策の迅速性についても問われることは、掘削除去を選択せざるを得

ない状況になるケースが多いことを示している。今後、掘削除去以外の技術を推進していく

には、浄化工法について確実な汚染除去が実現可能であることを地域住民や自治体に対し情

報提供を継続的におこなっていくことが重要になると考えられる。 
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(4) その他の要因
最近では技術の特性と汚染側の条件の双方を考慮した変動要因についての研究も進めら

れている。これらの事項は(1)～(3)に挙げた事項ほど土壌汚染対策技術の選択に大きく左右
しないと考えられるが、全てを加味して検討することが浄化効率を高くし、対策費用を下げ

ることにつながる。変動要因は大きく分けると、土質について、汚染物質について、注入剤

など汚染物質以外の物質（以下、第三物質とする）について、地下水について、装置につい

ての少なくとも５つが挙げられる。 
 
① 土質について 

a. 土質 
対象技術 
・地質構成：化学的酸化分解、土壌ガス吸引、土壌洗浄 
・粒径分布：バイオレメディエーション、土壌洗浄、熱処理 
・珪酸・鉄・アルカリ土類金属などの比率：熱処理 
b. 土壌の pH、温度 
対象技術 
バイオレメディエーション、不溶化・熱処理（pHのみ） 
c. 土壌の湿分、水分 
対象技術 
バイオレメディエーション、土壌ガス吸引、掘削除去、熱処理 

 
土質の持つ変動要因には、地質の構成、粒径分布、成分比率、pH、温度、湿分、水分な
どが考えられる。これらは汚染物質の流れ、注入物質の反応条件などを左右する。 
土壌の地質構成や粒径分布は透気性あるいは透水性に直接影響を与える因子である。これ

らは土壌中に気体もしくは液体を通す技術、例えば土壌を洗浄する技術や注入剤により汚染

物質を除去する技術にとって洗浄効率を左右する要因になる。土壌ガス吸引の場合は、通気

性が低い地質だと気体を吸引しづらくなるので、高い透気性、透水性をもつ地質構成が求め

られる。熱処理の場合は、処理土中のシルト・粘土分が排気に混じると処理コストの増大に

つながるため、粒径分布には注意が必要である。また熱処理では、珪酸・鉄・アルカリ土類

金属の比率が熱処理の効率性を左右する要因となる。 
バイオレメディエーションは、微生物を取り扱う手法であるため土壌の pH、温度の影響

を受ける。微生物の活性化しやすい条件である pH=4.5～8.5、温度は 15～70℃が適である
とされている。土壌における酸化あるいは還元条件の構築方法が重要になる。 
不溶化は土壌中の汚染物質と注入材との化学反応であり、反応を進めるためには土壌の

pHが変動要因となる。鉄化合物を使用した場合、汚染物質と反応し錯化合物を形成するが、
処理中の pH が高くなると水酸化鉄とヘキサシアノ鉄に分離してしまうため、中性付近の
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pHでの処理が求められる。また熱処理では土壌 pH=5～11が好ましいとされている。 
土中の湿分、水分についても対策に影響を与える。バイオレメディエーションは土中の

湿分が微生物の活性などに対し変動の要因となる。土壌ガス吸引は、土壌中の気体のみを吸

引するため、処理中に水分が混入している場合、土中の空気の動きを妨げてしまう。そのた

め気液分離装置を設置する必要がある。掘削除去は土中に水分が含まれて泥状になっている

と工費が増大する。熱処理の場合は、土中に水分が含まれていると乾燥処理をおこなう必要

が生じ、操作が長引いてしまう。これらの技術を使用する場合は、天候や土壌の水はけ等に

注意を払う必要がある。 
 
② 汚染物質について 

a. 汚染物質の物性 
対象技術 
・揮発性：土壌ガス吸引、地下水揚水 
・拡散係数、気相と液相間の物質移動：土壌洗浄 
・気化温度、分解温度：熱処理 

b. 汚染物質の水への溶解度 
対象技術 
土壌ガス吸引、土壌洗浄 
c. 汚染源の移動 
対象技術 
地下水揚水 
d. 汚染物質と土壌の吸着性 
対象技術 
化学的酸化分解、土壌ガス吸引、土壌洗浄、地下水揚水、熱処理 

 
汚染物質の物性は、同一の対策技術であっても対策方法などに変動を与える要因になる。 
汚染物質の揮発性は、土壌ガス吸引や地下水揚水の対策技術に与える影響が大きい。土

壌ガス吸引では、ヘンリー定数＞3×103 atm-m/mole以上の揮発性が必要である。それより
も揮発性が小さい場合は、蒸気注入や熱気注入の補助手段が必要になる。地下水揚水の場合

は、ヘンリー定数＞3×103 atm-m/mole以上の対象物質で曝気効果が大きいとされる。 
土壌洗浄の場合は、薬剤を注入した後の汚染物質の挙動が処理工程などに変動を与える

要因になりうる。洗浄作業は一方向的なものであり、汚染物質の洗浄されずに残ってしまう

と複数回の対策をおこなう必要が生じるからである。汚染物質の拡散係数などが洗浄効率を

推定する因子になる。 
熱処理は汚染物質の気化温度、分解温度は装置の設定温度などを大きく左右する。 
土壌ガス吸引では、汚染物質の水溶性が高い場合には、汚染物質は地下水から揮発分離
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しにくくなるので、吸引しづらくなる。 
土壌洗浄では、洗浄液に水を用いる場合は汚染物質の水の溶解度が使用量を左右するの

で、対策コストの変動要因になる。ただし有機物の場合は水よりも有機溶媒に溶けやすいた

め、洗浄液には有機溶媒が選択されることが多い。しかし有機溶媒は浄化後にそのまま土壌

中に残存するため、新たな汚染を引き起こさないかの吟味が必要になる。 
地下水揚水は汚染源の位置がわずかでもずれてしまうと、対策期間や浄化効率に大きな

変動を与える。 
化学的酸化分解や土壌ガス吸引、土壌洗浄、地下水揚水、熱処理のような土壌から吸着

している汚染物質を分離する場合は汚染物質と土壌の吸着性は浄化効率などを変動させる

要因になる。 
 
③ 第三物質について 

a. 注入剤について 
対象技術 
・注入剤の種類：バイオレメディエーション、化学的酸化分解、土壌洗浄、固化、不溶化 
・注入剤の使用量：バイオレメディエーション、土壌洗浄 
・薬剤の注入方式・混合方式、薬剤の拡散・漏洩防止：バイオレメディエーション、化学

的酸化分解、不溶化 
b. 汚染物質と注入剤の反応性 
対象技術 
バイオレメディエーション、化学的酸化分解・不溶化（反応方式と反応条件、薬剤使用

量と残留薬剤の管理） 
c. 土壌中の第三物質の影響 
対象技術 
・環境雰囲気変化による第三物質の挙動：バイオレメディエーション、化学的酸化分解、

不溶化 
・生物阻害活性物質：バイオレメディエーション 
・鉄イオン：地下水揚水（閉塞の問題） 
 
浄化技術などに使用する注入剤を含む土壌中の第三物質は浄化技術の際に浄化効率など

を妨げる要因になりうる。 
バイオレメディエーションや化学的酸化分解、不溶化のように薬剤を注入する対策技術

の場合は、薬剤の種類、注入方式・混合方式、薬剤の拡散・漏洩防止策などを講じる必要が

ある。またバイオレメディエーションでは生物阻害活性物質の存在に注意を払う必要がある。

あらかじめ土壌中にどのくらい存在するかを把握しておくとよい。 
地下水揚水の場合は鉄イオンが揚水の際に閉塞を引き起こす可能性があるため、注意す
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る必要がある。 
 

④ 地下水について 
対象技術 
・地下水の流動性、地下水位：バイオレメディエーション、化学的酸化分解、土壌洗浄、

地下水揚水、不溶化、土壌ガス吸引（地下水位のみ） 
 
地下水の流動性、地下水位については、地下水中の汚染を除去する技術について変動要

因となりうる。 
 
⑤ 装置について 
対象技術 
・井戸（本数・位置・仕上げ状態）：バイオレメディエーション、化学的酸化分解、不溶

化、土壌ガス吸引、地下水揚水、 
・加熱方式、運転条件、乾燥温度：熱処理 
・土壌の攪拌条件：バイオレメディエーション 

 
井戸を用いる地下水揚水などの対策法では、汚染源をわずかにずれてしまうだけでも対

策期間や浄化効率などの大幅な変動になるため、井戸の設置位置などに十分注意を払う必要

がある。汚染源の位置を正確に把握するためには、地質構成、地下水流動条件、汚染物質の

遅延係数や拡散係数などに十分配慮した汚染地下水の挙動についてのシミュレーション技

術を改良していく必要がある。 
熱処理においては、加熱方式や運転条件、乾燥温度は汚染物質の気化温度などにより決

定される重要な項目である。 
バイオレメディエーションでは土壌の攪拌条件にも注意を払う必要がある。 
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1.2.6 土壌汚染対策技術の課題と新たな展開 
 
この項では、土壌汚染対策に関する代表的な技術について考えられる課題を 1.2.5 の(1)
～(4)の要因から見出し、対応策として考えられる事項をまとめた。さらに、課題の対応に
関連する最近の開発事例を挙げた。（最近の開発事例の詳細は一部参考資料１にまとめる。） 
 
A. バイオレメディエーション 
 
課題 1 工期が数ヶ月～３年前後と非常に長い。 

→操業中から土壌汚染リスクを管理し、早期に土壌汚染対策を実施する。エアー

スパージングで生物活性を高めることや土壌洗浄と並行しておこなうことで対策期間

を短くすることが可能であると考えられる。 
 
課題 2 重金属類の浄化には適応しない。 

→水銀は、微生物によって気化、分離することが可能である。金属耐性に優れた

微生物を使用する。 
 

課題 3 高濃度汚染に不向きである。 
→地下水揚水で汚染を低濃度にした上でおこなう。 

 
以上のような課題を対応させる最近の技術開発には次のようなものがある。 

a 工期を短縮化するもの 
① 微生物栄養剤 
土壌中の硫酸還元菌や脱塩素化菌を活性化させる栄養剤を開発した。硫酸還元菌や脱塩素

化菌は塩素や二酸化炭素を分解するため、トリクロロエチレンなどの VOCを無害な物質に
分解することができる。従来の栄養剤と比べコストは３～４割削減でき、短期間での浄化

（VOCでは 100日程度）が可能になる。(日経産業新聞 2007.7.24) 
 
② バイオニュートラル工法  
建設現場で発生するセメント混じりの汚泥に発酵促進剤を加えて微生物を活性化させ、一

ヶ月ほどで土壌を中和する工法をさらに発展させて、緑化用の土壌にまで再生できる工法を

開発した。場外処理する場合に比べて処理コストは２割程度削減できる。 
(日経産業新聞 2007.7.27) 
 
③ サイクリックバイオレメディエーション 
土壌中に存在する微生物によって、油類、VOC など生分解可能な汚染物質を原位置のま
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ま低コストで処理する技術。 
特徴は、地下水を循環させるため土粒子に吸着している微生物が効率よく除去され、浄化

期間が６ヶ月～１年前後にまで短縮できる点、汎用的に利用できる微生物の栄養剤を利用で

きる点にある。その他浄化効率、浄化の確実性、安全面についても優れている。 
 
④ 短期原位置微生物活性型のバイオレメディエーション（EDC工法） 

EDC(Electron Donor Conpound：電子供与体)を土壌・地下水中に注入し、汚染場所に生
息している微生物を増殖、活性化させ、トリクロロエチレンなどの VOC還元脱塩化を促進
する技術である。浄化期間は３ヶ月程度である。 
 
b 様々な汚染状況に適応させるもの（複合汚染、特定の汚染場所など） 
① プロパゲーション工法  
汚染されている土壌に細いパイプを差し込み、フラクチャスラリーを圧入後、地下で半径

5 mの円盤状の薄い砂の層（プロパゲーション）を作り、そこに化学酸化剤や微生物などの
浄化促進剤を注入する手法である。 
本工法の特徴は、建物直下の汚染浄化、操業中の浄化、少ない井戸本数で広範囲の浄化、

汚染源の浄化、透水性の低い地層の浄化など他の工法では浄化が困難な場所にも適応でき、

浄化効率が良いことが挙げられる。 
プロパゲーション層を形成する際に、フラクチャーの間詰め材として粒径 1.0～1.5 mm
の濾過用の砂をキャリアー媒体である CMCの 1.5％溶液（フラクチャスラリー）として圧
送するが、これは透過性の優れた砂を用いることで薬液を送入しやすくするためである。 

(日経新聞 2007.6.28) 
 
② レメディエーションモール工法 (日経産業新聞 2007.7.31) 
土中の位置を正確に把握できる削孔技術「レメディエーションモール工法」を開発した。

建物直下にある汚染土壌に対して、揚水処理や薬剤注入、ガス吸引など汚染対策用の井戸の

設置や薬剤の直接注入をすることができる。従来と比べコストは２～３割削減できる。 
 
③ 微生物による水銀汚染浄化 (日経産業新聞 2007.8.22) 
水銀に汚染された土壌を鉄酸化細菌と鉄分を混ぜた溶液を用いて水銀を気化・分離して浄

化する事業を実用化した。 
 
④ VegOilプロセスによる嫌気性微生物浄化 
植物油を飽和土壌帯に注入し、土着の嫌気性微生物を活性化させることにより、飽和帯土

壌中の VOCの脱塩素反応を促進させる原位置浄化工法である。浄化期間は 1.5～３年を要
する。 
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B, 化学反応による汚染浄化 
化学的酸化分解は、酸化剤を帯水層の中に注入し、土壌あるいは地下水中の VOCおよび
油分などを水や二酸化炭素にまで酸化分解することにより除去する技術である。このように

化学反応を利用して汚染を浄化する工法の課題には、以下のようなことがある。 
 
課題 1 浄化後のリスクが高い。 

→投与する薬剤を無害のものにする。高い汚染浄化効能を持つ薬剤の開発。 
課題 2 工費が高額である。 

→投与する薬剤を少量でも大量の汚染を浄化するものにする。 
 
化学的酸化分解で使用する酸化剤には、過マンガン酸カリウムや過硫酸塩フェントン試薬

などがあり、土壌中に注入すると有機酸や硫酸イオンなどの副生成物が生成することや重金

属などが溶出することが課題となっている。また化学反応を利用した浄化技術は一般的に、

他の原位置浄化技術に比べて、浄化後のリスクが高いことと、高額であることが改善の余地

がある点として挙げられる。 
これらの改善策としては、投与する薬剤として、低コストのもの、無害なもの、副生成物

を生成しないもの、あるいは少量でも大量の汚染を浄化するものに使用するといったことや、

高い汚染浄化効能を持つ薬剤の開発が挙げられる。 
 
最近の開発事例 
① フッ素・ホウ素汚染浄化技術  
フッ素の場合、硫酸を 5%加え、セ氏 200℃で 20～30 分かき混ぜながら加熱して揮発さ
せる。揮発したフッ素はカルシウムを含む水溶液に吹き込んで沈殿させて回収する。ホウ素

については、珪酸ナトリウムを 1%加えて反応させ、水に溶け出さないホウ酸ナトリウムに
変える。新技術は薬剤の使用量が少なく、現行技術よりもコストが下げられると考えられる。 
(日経産業新聞 2007.11.6) 
 
② ソルボック工法 
汚染土壌の浄化材としての「特殊酸化鉄」と、固化材としての中性の「特殊固化材」をス

ラリー（泥水状混合物）または粉体状で使用し、汚染されている原位置で土壌と攪拌混合す

ることにより、VOCをアセチレンやエチレンなどの無害な物質に還元分解するとともに攪
拌によって緩められた土壌を固化処理する。 
 
③ ホットソイル工法 

VOC によって汚染された土壌に、水と発熱反応する生石灰などの無機化合物（ホットソ
イル）を添加し・混合し、水和反応熱により VOCを効率的、かつ速やかに揮発・分離させ

 
25



て汚染土壌を浄化する工法。本工法では、投入する薬剤の毒性が低く二次汚染物質の発生は

ないため、浄化後のリスクは小さいと考えられる。また幅広い汚染濃度に対して有効である。 
 
④ 鉄粉を使用した有機塩素化合物の浄化技術 
ゼロ価の鉄が有機塩素系化合物を酸化還元反応により順次脱塩素するのが主な反応であ

る。マグネタイト(Fe3O4)も有機塩素系化合物を分解することで知られている。 
鉄粉を利用した恒久措置の原位置浄化として、鉄粉を原位置で地盤中に注入する方法と攪拌

混合する方法(DOG工法：Decomposition of Organic Chloride Compound Ground)がある。
この工法は、鉄の微粒粉末を含む懸濁液(Colloidal Iron: CI剤)を TCE等に汚染された土壌
中に注入または攪拌し、土壌・地下水中の有機塩素系化合物を脱塩素還元反応などにより分

解無害化する工法である。CI剤中に含まれる成分に環境負荷はなく、安全上問題ない。 
 
⑤ DCR脱ハロゲン化工法 
常温でダイオキシン類の無害化処理をおこなうものである。加えて、油や重金属といった

汚染物質との複合汚染に対しても有効な処理工法である。DCR とは、「Dispersing by 
Chemical Reaction（化学反応による分散）」という意味である。特殊な疎水性処理をした
酸化カルシウムを主体とする微粉末状の薬剤を添加、攪拌することによって、速やかに処理

対象物を微細に分散・粉体化させ、処理対象物の化学反応性を活性化させる働きを持つ。 
 
⑥ 除放性水素供給剤(HRC)による原位置浄化 

HRC（Hydrogen Released Compound）はポリ乳酸エステルを主成分とする物質である。
本薬剤を地下水に注入し、加水分解や微生物の働きにより水素を放出させることで、VOC
類を還元分解する技術である。無害な物質であるので二次汚染を起こしにくく、自然の浄化

作用を促進させるため、浄化期間を短縮させることができる。 
 
⑦ ３価マンガン錯体による湿式浄化工法 
酵素マンガンペルオキシターゼの作用によって、強力な酸化力を持つ３価マンガン錯体を

生成させ、これと土壌とを常温付近で混練させることにより、土壌に含まれるダイオキシン

やPCBを短時間で分解する浄化工法である。反応液と土壌との配合比を最適化することで、
酵素濃縮液の使用量を削減でき、低コスト化につながる。 
 
⑧ 湿式酸化ラジカル法による PCB汚染土壌処理技術 
湿式酸化ラジカル法は、汚染土壌スラリーをマイルドな加温、加圧下におき、土壌中の汚

染物質を水に溶出させ、酸化剤（H2O2）の分解生成物であるOHラジカルの強力な酸化力を
利用して溶出した汚染物質を酸化分解する技術である。低温度で処理が可能であり、熱処理

を効率よくおこなえるため、処理費の低減が可能である。 
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C, 地下水揚水 
 
課題 1 装置による変動要因が大きいこと。 

→汚染状況を正確に把握する。 
 
地下水揚水は、地下水中の汚染に対しては、浄化効率が高く工期が短期であるため、魅力

的な技術であるといえる。現在では、土壌中の汚染を併せて除去する技術も開発されている。

ただ、汚染源や地下水の状況を正確に把握することは、施工期間や浄化効率、費用などの削

減につながるため、関連のシミュレーションシステム開発などを進めることは重要であると

いえる。 
 
D, 土壌ガス吸引 
 
課題 1 工期が５～10年と非常に長い。 

→他の技術と組み合わせた処理をおこなう。 
課題 2 装置による変動要因が大きいこと。 

→汚染状況を正確に把握する。 
 
最近の開発事例 
① ハイブリッド型土壌凍結・ガス吸引処理 
汚染土壌を削孔した後凍結溶融管を挿入し、管に冷媒液を注入して管周辺の汚染土壌を凍

結させて、土壌中に存在する VOCを集積・濃縮させる。その後、管に温媒液を注入し凍結
した土壌を融解させる。このとき土壌粒子の間隙が増大し、土壌の通気性が高くなり、汚染

ガスを吸引しやすくする。本工法は、対策期間をガス吸引のみの場合の半分以下に抑えるこ

とができ、汚染物質の選択的集積により複合汚染への対応も可能である。 
 
② MJP吸引曝気装置を用いた二重吸引法 

MJP吸引曝気装置を用いて、吸引井戸より汚染された土壌ガス及び地下水を吸引回収す
る原位置浄化工法である。一つの装置で「土壌ガス・地下水の吸引」および「吸引した地下

水の曝気処理」を可能にした非常に省スペースで低コスト、低騒音な装置である。 
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E, 土壌洗浄 
土壌洗浄は、土壌を機械的に洗浄して有害物質を除去する方法である。汚染物質の種類に

よって使用する洗剤のタイプが決まる。溶液は、水のみか、水＋酸、アルカリ、界面活性剤

を加えたものが通例である。水は水溶性の汚染物質に効果的である。酸（硝酸、塩酸、炭酸）

は、重金属や有機物質の分離、特に電池リサイクルの汚染やめっき工場のクロムに効果的で

ある。アルカリは、フェノールや一部の重金属に適用される。界面活性剤は乳化作用により、

油脂汚染に適用される。 
現行の技術の中では、土壌洗浄は、重金属等を含む幅広い汚染浄化に適合する技術である

ので積極的な対策が期待される工法になる可能性がある。しかし、現状のところ対策は他の

浄化技術に比べて多くない。その理由としては、浄化効果の正確な確認が難しく、他の原位

置での浄化工法と同様、汚染が完全には除去されない点や酸・アルカリを使用した場合には

後処理の費用などが生じる点があることなどが考えられる。以上の点を改良した技術開発に

は、CAT工法と呼ばれる炭酸水を洗剤とし、効率よく汚染物質を洗浄する工法などがある。 
 
最近の開発事例 
① 水洗分解処理技術（ウォッシュメルト） 
本工法は、土壌洗浄技術と溶融分解技術を組み合わせた処理システムである。汚染土壌に

水と空気を加え、PCBを土壌から分離・濃縮させる。減容、濃縮された PCB汚染土壌をジ
オメルト技術で溶融分解処理することにより、量を大幅に低減させる。ジオメルト処理によ

り、全体量を大幅に低減できるので処理コストの削減が可能になった。 
 
② 超高圧水による地層洗浄工法 
汚染地層中に超高圧水を噴射させて、地盤を切削、洗浄して VOC及び重金属を地下水中
へ排出させ、この地下水を揚水して処理するものである。 
本工法の特徴は、高圧水の持つ多面的な浄化作用により、効率的かつ経済的な浄化をおこ

なうことが可能になること、深度 10 mを超える地下深部の浄化が可能であること、粘性土
の浄化が可能であることなどがある。 
 
③ 浸漬処理による重金属汚染土壌の浄化技術 
重金属で汚染された土壌を、クエン酸溶液等の洗浄液に漬け置き、すすぎ洗いを経て、粗

粒分と細粒分を篩い分ける工程の間で浄化する技法である。 
本工法の特徴は、土壌に特異吸着など強い結合をしていた重金属物質などでもクエン酸溶

液中に溶出させ、洗浄分級させやすくすること、クエン酸溶液を使用すること、振動、騒音

を引き起こさないなど環境に優しい技術であること、狭い場所でも浄化工事が可能であるこ

と、低価格、高効率に浄化することなどがある。 
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F, その他原位置浄化技術
原位置浄化技術の多くには次の共通の課題がある。 
 
課題 1 重金属類の浄化は困難である（重金属に対しては使用できない技術もある）。 
 
課題 2 浄化期間が長い。 

 
重金属は、土壌中で汚染された状態でも単体のものが多く、常温では揮発しないので原理

上化学的酸化分解や土壌ガス吸引での対策は考えられない。重金属の浄化技術として近年開

発が進んでいるのは主にエレクトロレメディエーションおよびファイトレメディエーショ

ンである。 
 
エレクトロレメディエーションは、土壌中から間隙水中に溶出した重金属イオンを陰極お

よび陽極に引き寄せ、電極井戸を循環している電解質溶液中に濃縮・回収する仕組みである。

この手法では重金属の選択回収に非常に有効であり、掘削除去に変わる技術として更なる開

発が望まれる。他工法と併用すると効率がよい。VOCについては揚水処理をおこなうこと
で除去し、揮発した VOCはガス吸引により除去する。これに加え、バイオレメディエーシ
ョンを施すとさらに浄化に効果的である。 
エレクトロレメディエーションに利用される動電現象には電気分解、電気浸透、電気泳動

がある。次にエレクトロレメディエーションの特徴および適用の限界を示す。 
 
◇特徴 
・安価である(10,000～40,000円/m3)。 
・システムがシンプルである。 
・処理電力量：150～200kwh/m3。 
・難透水性・粘土層の修復が可能である。 
・地形の制約を受けずに工場・住宅の直下汚染土壌の浄化・修復ができる。 
・天候・気候に左右されずに浄化・修復ができる。 
・土壌微生物などの自然生態系を破壊せず浄化・修復ができる。 
・全ての汚染物質に対し浄化効果がある。 
 
◆適用の限界 
・二次汚染の発生がありうる。 
・処理が長時間（２ヶ月～３年）に及ぶ。 
・土壌の種類によって浄化能に差が生じること。 
 

 
29



ファイトレメディエーションは、植物を意味する phyto-という接頭語を、修復を意味す
る remediationと結びつけた、植物を用いた環境浄化を示す言葉である。 
ファイトレメディエーションは、植物が根から土壌中の水分や養分を吸収すると同時に重

金属などの有害物質を取り込むことで汚染を浄化する手法である。植物の体内や微生物の働

きにより汚染物質が分解される場合と、植物の体内に吸収・濃縮する場合がある。 
ファイトレメディエーションの一般的な特徴と適用の限界は以下の通りである。 

 
◇特徴 
・光合成により行われるため環境負荷が小さく、二次汚染がない。 
・植物により表土が保護される。 
・植物が土壌水を吸い上げるので汚染物質の拡散を抑制する。 
・社会認知が得やすいと考えられる。 
・低コストである。 
 
◆適用の限界 
・時間がかかる。 
・根が届く深度に限界がある。 
・毒性がある土壌への適用は困難である。 
 
最近の開発事例 
○エレクトロレメディエーション 
① ISER(In-Situ Electro kinetic Remediation)法 
水を加えた汚染土壌に正極と負極の電極を差し込んで直流電流を流すことで、重金属を水

とともに負極に引き寄せて吸引し回収する。 
 
② 電気バイオ修復法 
土壌汚染地盤に電極を挿入し、それらに交流電流を流すことで地盤を緩め、土粒子に吸着

された汚染物質を剥ぎ取って、揚水とガス吸引によって回収する技法である。さらに地盤が

緩くなった土壌に栄養素を投与することで汚染物質を効果的に分解し、土壌修復に寄与する。

原位置浄化ができるため環境負荷が少なく、低コストでの対策が実現できる。 
 
③ 電気フェンス法 
電気修復法の原理を応用し、重金属類で汚染された地下水が敷地外に拡散することを防止

する手法である。地下水流の川下側の敷地境界に沿って電極を設置し、電極間に直流電圧を

印加することにより、上流側から流れてくる地下水の中から汚染物質を回収することで汚染

を防止する。 
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○ファイトレメディエーション 
① 金属汚染浄化ファイトレメディエーション 
アブラナ科の植物を用いて、低コスト、省エネルギーで土壌を浄化する技術である。 
本工法の特徴は、植物を利用するため太陽がエネルギー源であること、処理費用が従来の

約半分であること、軽度の汚染では 3ヶ月程度の対策であることなどがある。 
 
ナチュラルアテニュエーション(NA)は、石油類を中心とした易分解性化合物や揮発性有
機化合物が自然地盤の持つ自浄作用によって徐々に減少する点に着目した非アクティブな

浄化手法である。土壌に含まれる汚染物質は、化学的・物理的処理により一定レベルにまで

低減できるが、それ以上は対策を強化しても低減速度が遅くなる可能性がある。このような

時、自然に任せることで遅いながらも汚染濃度が減少していく NA を施すことが有効であ
る。この技術は米国を中心に 1990年代中頃から急速に発展しており、近年では土壌汚染対
策の代表的な技術にもなっている（表 1-12）。 

 
表 1-12 米国における土壌汚染対策技術 

適用された浄化対策 件数 割合(%)
掘削技術 2,505 29.4

自然減衰(ナチュラルアテニュエーション) 1,214 14.2
原位置封じ込め 923 10.8

原位置バイオレメディエーション 701 8.2
現場バイオレメディエーション 180 2.1

土壌ガス吸引 1,714 20.1
化学的酸化分解 583 6.8
固化・不溶化 472 5.5
加熱脱着 83 1.0
反応性透過壁 90 1.1
土壌洗浄 35 0.4

オンサイト焼却 28 0.3
合計 8,527 100

 

出典：「土壌・地下水汚染の浄化(米国の経験)」(1996) 
 
山形県米沢における調査では、地下水中のジクロロエチレンやテトラクロロエチレンの含

有濃度が５年あまりで 0.8→0.02 mg/Lへと環境基準値以下にまで低減する結果が得られた。
しかし地方によって結果には差が見られ、同等に浄化が見られないこともあった。 

NAは化学的分解や吸着と並行して実施すると効果が高い。また対策中は汚染を放置する
のではなく、対策中のモニタリング作業が必須である。モニタリングの費用は安価ではない。 
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最近の開発事例（その他の浄化技術） 
① エンバイロジェット工法 
ウォータージェット技術を用いた革新的な原位置浄化工法である。 
本工法の特徴は、高い頻度で必要な範囲のみを浄化できる工法であるため、処理コストが

削減できることである。高濃度汚染や重金属汚染に対応できる。 
 
② 過飽和酸素水注入法 
エアースパージング工法の効果を広い範囲に拡大させる技術である。気体を液体中に閉じ

こめて放散させることで、地下水中においては幅広い範囲に浸透すると考えられる。 
 
③ 水平井戸を用いたエアースパージング工法 
本工法は、汚染された地下水を含む汚染土壌内に横穴を構築し、横穴内に通した管から空

気を噴出し、地下水中の VOCを揮発させる技術。 
 
④ 共沈浮選技術 
酸化分解反応ではないが、土壌中の重金属類を抽出して浄化するとともに、土壌に含まれ

ていた鉄粉と沈殿させて選別処理する技術。 
 
G, 掘削除去 
 
課題 1 工費が高額である。 

→低コスト技術の開発。 
 
① 掘削除去（大成基礎設計㈱） 
汚染深さが特定された単位区画ごとに掘削・除去し、汚染されていない良質土で埋め戻

す。汚染土壌が現地に残存しないため、対策後の土地利用の制限がない。不動産評価への影

響が極めて小さい。安価であり（掘削：3,600円/m3、埋め戻し：3,200円/m3、汚染処理：

32,400円/m3）、比較的短期間（２週間程度）で対策可能である。 
 
② 掘削・除去処理（㈱間組） 
汚染土壌をバックホウで掘削し、運搬ダンプに積み込み処理場まで運搬する。処理場で

はゴミ金属などの除去分級をおこなった後、焼成処理をする。処理費用 32,000円/m3。 
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H 熱処理 
 
課題 1 工費が高額である。 

→処理温度を低温にする工夫をおこなう。 
課題 2 処理能力が他の工法に比べると小さい。 

→汚染浄化技術の処理能力向上。 
 
熱処理では、汚染の条件によっては、費用が高額になり、処理能力が劣るという課題があ

るが、これらを踏まえた技術開発が多くなされている。 
 
① 間接加熱分解法 
本技術は、汚染土壌を 450～600℃、滞留時間 20～40分で間接加熱し、汚染土壌中の PCB
およびダイオキシン類の脱塩素化、酸化による芳香族環の開環、酸素架橋の切断により無害

化するものである。土壌中の金属酸化物、金属塩化物などの触媒作用により、低温で処理で

きるため、コストが安くなる。他には、乾燥工程と減圧還元工程を分離した技術や汚染土壌

を洗浄・分級・脱水により減量化させるという前処理をおこない、浄化効率を高める技術な

どがある。 
 
② 汚染土壌処理施設・ジオスチーム工法  

PCB、ダイオキシン類、残留農薬による汚染土壌の処理施設を北九州市に完成させた。
浄化処理した土は土木原料やセメント原料として再利用できる。 
ジオスチーム工法：土壌を加熱し、水分を蒸発させることで同時に汚染物質を除去する。

次に、汚染物質を水蒸気で分解して無害にする。汚染物質が装置外に排出する危険性を抑え、

薬品などを使用せずに済む。また間接熱脱着と水蒸気分解を組み合わせることにより、低コ

ストで使用できる。(日経産業新聞 2007.8.7) 
 
③ 過熱蒸気による還元分解法 
本工法はダイオキシン類汚染土壌およびPCB汚染土壌を間接加熱（加熱温度500～700℃）
するとともに、過熱蒸気を用いることにより、汚染物質を気化、分離させる。この気体を過

熱蒸気とともに反応器に導き、加水分解を主とする反応によりCO, H2, HCl, CO2, H2Oにま
で分解、無害化する処理法である。本工法は加熱温度が低温であるため、投入エネルギーを

抑制でき、安価である。 
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I, 封じ込め 
 
課題 1 汚染が残存する。 

→汚染浄化技術と組み合わせて、封じ込めの期間に浄化する機能を持たせる。 
課題 2 組み合わせる技術が少ない。 

→汚染浄化技術と組み合わせて、封じ込めの期間に浄化する機能を持たせる。 
 
土壌汚染対策法第７条第４項に関連する土壌汚染対策法施行規則において、封じ込めにつ

いては、汚染土壌を囲むようにして、汚染土壌の下の最初の不透水層まで鋼矢板などの遮水

壁を打ち込み、その上面を遮水の効力を有するコンクリートの層またはアスファルトの層、

あるいは必要に応じ厚さが 50 cm以上の汚染されていない土壌の層により覆うことが原則
とされている。さらに、直接摂取による健康被害リスクが生じないとするならば、盛土や封

じ込めにより暴露経路を遮断すればよいと法律で推奨されており、例えば、地下 3 mの場
所で高濃度重金属汚染が発生した場合、漏出して飛散する危険性がないので、掘削除去をす

る以前に封じ込め対策を施すことで十分である。 
重金属汚染の土壌に対して封じ込め技術は原位置浄化技術以上の対策頻度があるが、

VOC汚染に対しては汎用性が高くない。その理由としては、工期が長いことや汚染を管理
する必要性があること、汚染が残存しているので対外的に理解を得にくいといったことが挙

げられる。VOC汚染の場合は液体もしくは気化して気体になる可能性があるため漏洩する
可能性があり、長期的に保存していくことが困難であると推測できる。 
 
J, 固化・不溶化 
 
課題 1 汚染が残存する。 

→他の浄化技術の併用。措置後に汚染が浄化していくようにする。 
 
土壌中の汚染を化学的に管理することを考慮する場合、汚染物質を化学反応により無害な

物質に転換させるという手法がある。 
固化は、セメント系、アスファルト系、ポゾラン系、珪酸塩系、熱可塑性ポリマー系などの

固定化材と有害物質とを混合させて安定化する手法であるが、固定化材と汚染物質は分解さ

れずにそのまま残るため、長期的な安定性に乏しいといえる。不溶化は、硫化ナトリウムや

フェロシアン酸ナトリウムなどを土壌に混入させ、カドミウム化合物、鉛化合物、水銀化合

物などと化学反応を起こさせ、有害物質を無害な塩に転換する手法である。 
これらの手法は安定化された汚染物質が再び溶出してしまう可能性などがあり、管理が必

要である。最近では、固化・不溶化に浄化する機能を持つ技術が開発されている。 
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最近の開発事例 
① 特殊注入材による VOC浄化 
汚染されている原位置にて、「特殊酸化鉄」と「特殊固化材」などからなる「特殊注入材」

を一体として、スラリーまたは粉末状で攪拌混合することにより、VOCを還元分解すると
同時に、硬化処理をおこなう工法である。 
 
② VAMP-crete工法 
浄化薬剤として、酸化鉄と石膏系の固化材を使用し、地耐力を低下させることなく地中の

VOCと反応させることで短期間に浄化させ、同時に土壌を固定化させる技術である。 
 
③ 水熱反応による土壌浄化技術 
土壌中のシリカ(SiO2)とセメントなど添加剤中の石灰分(CaO)を 120～250℃で化学反応
させることにより珪酸カルシウムを合成させ、化学的に安定した強度の高い結晶に成長させ、

重金属類をその結晶の中に閉じこめることにより溶出を抑える手法。キレート固定化などの

従来方式に比べ処理コストが 1/2～1/5と大幅に低減できる。 
 
④ シーリングソイル工法 
天然鉱物資源による反応を利用して、汚染土壌中の重金属類を不溶化し、基準値以下に改

良する技術。天然の粘性土と鉱物資源を利用するため、薬剤による化学的処理などの従来技

術に比較して環境に対する新たな負荷を基本的に与えない技術。 
 
⑤ 溶融固化法 
処理対象となる汚染土壌中に炭素電極を挿入し、電極間に通電することによって発生する

ジュール熱で汚染土壌を電気的に加熱、溶融し、ダイオキシン類を高温熱分解するものであ

る。溶融するにあたっては、電気抵抗の大きい土壌に通電しやすくするために、電気抵抗値

を調整したカーボングラファイトなどからなる材料を用いて初期導電性抵抗路を敷設する。 
溶融体の中心温度が 1600℃以上になるため、ダイオキシン類などの難分解性有機物を確
実に無害化できる。また、有機化学物質は溶融過程で熱分解され、重金属は固化体中に封じ

込められるかオフガス処理設備で除去される。したがって有機物と重金属などによる複合汚

染物質にも適用可能である。一方。溶融処理後に生成される固化体は極めて安定で、有害物

質を半永久的に閉じこめることが出来る。固化体は再生砕石として路盤材などへのリサイク

ルが可能である。 
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1.2.7 環境省などによる研究支援、技術の実証評価など 
 
平成 16～18年度に環境省で行われた実用段階にある土壌、地下水の汚染に関わる低コス
ト・低負荷型の調査・対策技術についての公募について、学識経験者などから構成される検

討会で選定された技術を以下に示す（技術の詳細は参考資料１にまとめる）。 
 

表 1-13 環境省による低コスト・低負荷型土壌汚染調査対策技術検討調査 
年度 会社名 技術名 技術の分類 

アサヒ地水探査 短期原位置微生物活性型のバイオレメディエーション 原位置浄化 

大成建設 フッ素吸着材料を用いた原位置浄化技術 原位置浄化 

竹中工務店 地下水の有効利用を考慮したナノアイロンの注入技術 原位置浄化 
H16 

東和科学 比色式 NAPL検出法 調査技術 

三井造船 間接加熱酸化分解法 熱分解 

東芝・テルム・鴻池組 間接熱脱着＋水蒸気分解法 熱分解 

間組・スミコンセルテック 水洗分解処理技術 熱分解 

神鋼環境ソリューション 還元加熱法と金属 Na分散体法との組合せ処理法 熱分解、化学分解

環境エンジニアリング 湿式酸化ラジカル法による PCB汚染土壌処理技術 化学分解 

H17 

三菱重工業 溶剤抽出法 土壌洗浄 

大旺建設 過熱蒸気による還元分解法 熱分解 

竹中工務店 減圧還元間接加熱分解法 熱分解 

早稲田環境研究所 加圧水洗浄分離間接加熱分解法 熱分解 
H18 

大成建設 3価マンガン錯体による湿式浄化工法 化学分解 

出典：「環境省（HP）」 

 
環境省や非営利団体（海外を含む）などでは、土壌汚染に関する修復技術のデータベー

スを提供している。検索条件を浄化したい汚染物質や汚染現場の立地条件などから設定し、

検索を実行することで、条件を満たす修復技術の一覧が出力される。さらに、出力された修

復技術名の中から、参照したい修復技術を選択すれば、個々の技術の詳細情報を見ることが

できる。Center for Public Environmental Oversight(CPEO)の Tech listには、代表的な土
壌汚染修復技術の詳細情報が満載されている。 
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第 2章 鉱油類由来の土壌汚染対策について 
 

 

2.1 鉱油類由来の土壌汚染対策に関する調査にあたって 

 
平成 15年２月に施行された土壌汚染対策法では、鉛、ヒ素、トリクロロエチレンなど 27
物質の特定有害物質について、必要な調査および対策の具体的な取り組み方法が、同法の施

行規則により提示された。一方、土壌に残留した鉱油類については、油臭や油膜による生活

環境上の苦情が周辺地域から出されることがあるものの、土壌汚染対策法の対象物質から外

れており、どのような調査対策をおこなえば鉱油類による支障を解消できるかについて示さ

れなかった。土壌汚染対策法の附帯決議の中では、「科学的知見の集積に努めるとともに土

壌汚染の未然防止について早急に検討を進める」よう指摘されている。欧米では鉱油類やこ

れに含まれる多環芳香族化合物(PAHs)が規制対象物質となっている。 
このような状況を踏まえ、平成 18年３月に環境省は油汚染対策ガイドラインを策定した。
鉱油類を含有する土壌に起因して、その土壌が存在する土地の地表、あるいはその土地にあ

る井戸の水や池・水路などの水に油臭や油膜が生じているときに、土地の所有者などが、そ

の土地においてどのような調査や対策をおこなえばよいかなどについて、基本的な考え方と、

取りうる方策の選択の際の考え方などをまとめたものであり、油汚染問題の解決を図るため

の参考資料になる。油汚染対策ガイドラインの産業界における活用状況、近年の鉱油類由来

の土壌汚染対策についての課題については検討していく必要があると考えられる。 
そこで、本章では、今後の鉱油類由来の土壌汚染調査対策実施の方向性を把握すること

を目的とした調査をおこなった。調査の内容は、油汚染対策ガイドラインの概要を整理す

るとともに、鉱油類中の物質や鉱油類を測定する手法など様々な観点から油汚染対策ガイ

ドラインについての分析をおこなった。さらに鉱油類由来の土壌汚染調査対策に関する動

向を文献およびインターネットから収集し、油汚染対策ガイドライン策定により鉱油類由

来の土壌汚染調査対策にどのような方向性が見出せるかを推測した。 
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2.2 鉱油類由来汚染土壌に関する検討経緯 

 
土壌汚染対策法では、人の健康保護を目的としており、生活環境に関わる鉱油類は対象

物質とされていない。しかし、法制定時から、生活環境リスクについての対策必要性が課題

として指摘されている。 
 
平成 14年 土壌汚染対策法の検討時 
 
中央環境審議会答申「今後の土壌環境保全対策の在り方について」 

 

近年報告されている土壌汚染の事例には、油による土壌汚染等生活環境の保全の観点か

らの対応が求められるものもある。このような生活環境保全の観点からの環境影響の防

止も重要な課題であるが、これらに関する科学的知見等が現時点では十分に集積されて

いない。このため、早急に油による土壌汚染の実態把握、影響評価についての知見の集

積を図る必要があるまた今回対象としていない土壌汚染のリスクや物質についても今後

土壌汚染の実態把握、影響評価についての知見の集積に努める必要がある。 

 
土壌汚染対策法附帯決議 

・ 早

・ に

土

 
平成

 
平成

 
平成

 

土壌汚染による生活環境や生態系への影響、油類等の汚染実態の把握などについて

急に科学的知見の集積に努めること（衆議院附帯決議）。 
土壌汚染による生活環境や生態系への影響、油類等の特定有害物質以外の他の物質

よる土壌汚染の実態把握などについて早急な科学的知見の集積に努めるとともに、
  壌汚染の未然防止措置について早急に検討を進めること（参議院附帯決議）。 

15年 2月 土壌汚染対策法施行 

18年 3月 環境省 油汚染対策ガイドライン発行 

19年   本年度に環境省で開催されている「土壌環境施策に関するあり方懇談会」
において、油汚染土壌や生活環境保全・生態系などを論点としている。 
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2.3 油汚染対策ガイドラインについて 

 
2.3.1 油汚染対策ガイドラインの対象物質 
 
油汚染対策ガイドラインの対象物質は、土壌あるいは池や井戸などの水中に含まれる鉱油

類に限っている。鉱油類とはガソリン、灯油、軽油、重油などの燃料油と、機械油、切削油

などの潤滑油を示し、生活排水に含まれるサラダ油などの動植物油とは異なる。なおアスフ

ァルトはガイドラインの対象となる鉱油類としていない。 
鉱油類は、常温で液体であり、水に不溶で、粘性があり、水より比重が小さく、それ自体

が燃焼する。表 2-1に鉱油類の主要成分について主な物性を示す。 
一般に鉱油類はそのほとんどが炭化水素から構成されているが、炭化水素の性質上、４種

類の構成成分、つまり脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素、レジン分、アスファルテン分から

なることが分かっている。炭化水素の性質は炭素の数と構造によって異なるが、それぞれの

石油構成成分の炭素数を図 2-1 に示す。液化天然ガス（LPG）やガソリンなどの軽く揮発
しやすい油種はほぼ脂肪族炭化水素から構成されるが、灯油や軽油は炭素数のより大きな脂

肪族炭化水素や芳香族炭化水素を含む。また、C重油はレジン分やアスファルテン分を含む
重い油となる。 
汚染土壌を放置した場合は、環境中で酸化・還元などにより性状が変質する場合もある。

そのため土壌中の鉱油類全体の濃度や、成分の濃度を逐一定量分析するのは困難であり、油

臭や油膜の程度は基本的に人の感覚によって総体として捉えることになる。 
 

表 2-1 油汚染対策ガイドラインの対象となる鉱油類 
 

油種 沸点 [℃] 比重 [-] 
液化天然ガス －42～－1 0.5～0.6 
ガソリン 35～180 0.72～0.76 
灯油 170～250 0.78～0.82 
軽油 240～350 0.80～0.85 

A重油 250～370 － 
C重油 250～650 － 
潤滑油 350～600 0.82～0.95 

タール（石炭由来） 130～600 1.0以上 
出典：「油汚染対策ガイドライン(環境省)」(2006) 
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レジン アスファルテン

1 10 20 30 2環 3環 4環 5環

液化石油ガス

ガソリン

灯油

軽油

C重油
原油

バイオで分解可能

脂肪族炭化水素

炭素数

芳香族炭化水素

 

図 2-1 油の種類と構成成分および生分解される成分 
出典：「資源環境対策」(2007) 

 
2.3.2 油汚染対策ガイドラインの対象地域 
 
油汚染対策ガイドラインの活用を想定する状況、想定しない状況の具体例を表 2-2に示す。 

 
表 2-2 油汚染対策ガイドラインが想定する状況および想定しない状況 

 
想定する状況 
・一般的な工場や事業所の敷地、市街地 
・飲用の井戸水、敷地内の水路を流れる水、修景用の池の水 

想定しない状況 
・線路・道路などの施設での対応 
・タンクローリーの転倒などの事故直後の対応 
・地下深くの水道管や下水道管への油の侵入への対応 
・米軍基地内 
・油水分離器内の水のように油があることが当然である場所 

出典：「油汚染対策ガイドライン(環境省)」(2006) 
 
平成 14年に社団法人土壌環境センターが報告した調査によると、実際に油による土壌汚
染が生じているサイトは、実際に対策を実施した 230 件のうち、ガソリンスタンドと油槽
所が合わせて 32.6 %(75件)を占める。一般機械器具製造業、化学工業、建設業がそれに続
く(図 2-2)。一方、平成 19年に環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部が取りまとめた調
査によると、平成 16年度の業種別廃油排出量は、化学工業が３割近くを占めており、鉄鋼
業、自動車小売業、輸送用機械器具製造業と続く(図 2-3)。 
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(n=230, 対策を行った企業数) 

図 2-2  鉱油類由来汚染対策をおこなったサイト 
出典：「油汚染土壌調査・評価手法検討調査報告書」(2002) 
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((全体)=3,310,449 [t/年], 産業界における鉱油類排出量) 

図 2-3  業種別廃油排出量推計値(単位:t/年)（平成 16年度実績） 
出典：「産業廃棄物排出・処理状況調査報告書」(2007) 

注）「廃油」には鉱油類以外の動植物油類なども含まれている。 

 
2.3.3 鉱油類由来汚染に対する対応の考え方 
 
油汚染対策ガイドラインでは、鉱油類由来の汚染は鉱油類を総体として捉えるようにする

には、現状では人間の感覚に拠らざるを得ないとしており、嗅覚や視覚を補完し、関係者の

共通の理解を得るための手段としては TPH濃度を用いることとしている。 
鉱油類由来の汚染に対する対応の基本は、地表や井戸水などの油臭や油膜から生ずる、人

が感覚的に把握できる不快感や違和感をできる限り軽減し、感じられなくなるようにするこ

とである。 
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2.3.4 状況把握調査方法 
 
現在使用している土地あるいは井戸水が油汚染対策ガイドラインの対象になるかどうか

は、地表や井戸水表面に油臭や油膜があるかという感覚的な判断による。地表に油臭がある

かどうかの判断は、児童公園などのように利用者が地表の土壌に触れることが想定される土

地利用については地面のすぐ上で油臭があるかという観点で、その他の土地利用の場合は、

大人が立った状態で油臭を認識するかどうかという観点でおこなう。また、井戸水の場合は、

井戸水を採取し、水の臭いを嗅いで油臭の有無を判定する。 
感覚のみの判断を補完する調査方法として、油臭や油膜が生じている土壌または井戸水な

どを採取して分析する TPH(Total Petroleum Hydrocarbon)試験が挙げられている。この手
法により、汚染土壌中の鉱油類の濃度が暫定的に確認できる。土壌の場合、試料は 15, 50 cm, 
1, 2, 3, 4 ,5, 6 mの深さのところで採土器あるいはボーリングマシンなどを用いて採取する。
採取をおこなうのは、現地踏査で油臭、油膜が感覚的に認識される大まかな範囲を含む範囲

内で複数点とする(図 2-5左)。この調査範囲は費用のことを考慮して後に述べる対策調査の
段階で最小限まで狭めることも可能である(図 2-5右)。 
試料に含有する成分は、水素炎イオン化検出器付きガスクロマトグラフ(GC-FID)法によ
り分析結果として得られるクロマトグラムのパターンより鉱油類か否かを判断する。クロマ

トグラムのピークパターンから炭素数により油種を判別できる。C6～C12はガソリン、C12～

C28は軽油、C28～C44は残油の炭素範囲である。GC-FID法はガスクロマトグラフィの一種
であり、試料中の油分を溶媒で抽出した後、熱をかけて測定成分を気化させる。電極間に流

れる電流量がTPH成分量に比例することを利用してTPH濃度を求める。この電流量は、ク
ロマトグラム内の対象範囲の面積を合計して求める。 

TPH濃度は以下の式から算出する。 
 

SwWs
VtAsCs

−
×

×
=

100
100

                         (2-1) 

 
※ Cs 土壌中 TPH 濃度 [µg/g]、As 抽出溶液中の TPH 濃度 [µg/ml]、Vt 抽出溶媒量 [ml]、Ws 抽出し

た試料の重量 [g]、Sw 含水率 [%]である。 

 
同じ土壌範囲について複数点 TPH濃度を求める。油臭がないと思った場所で測った土壌

TPH 濃度(無臭 TPH)の最大値を、「対策検討範囲設定濃度」とする(図 2-6 左)。無臭 TPH
の最大値が、油臭があると思った場所で測った土壌 TPH濃度(有臭 TPH)の最小値よりも大
きくなる場合は、有臭 TPHの最小値よりも小さい範囲で最も大きな無臭 TPHを「対策検
討範囲設定濃度」とする(図 2-6右)。 
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図 2-4  状況把握調査および対策調査による対策範囲の絞り込み 
出典：「油汚染対策ガイドライン(環境省)」(2006) 

 
図 2-5  対策検討範囲設定濃度 

出典：「油汚染対策ガイドライン(環境省)」(2006) 
 

上記以外の TPH 濃度を測定する方法には、赤外分光分析法(IR 法)、重量法(ノルマルヘ
キサン抽出法)が列挙されている。TPH濃度を測定することで、鉱油類の総体としての濃度
が定量的に把握でき、「対策検討範囲設定濃度」を超えた地点で油汚染対策をおこなうとい

うように TPH濃度を油汚染対策の指標として用いることもできるとしている。しかし、鉱
油に含まれる具体的な成分とそれぞれの濃度を確定することができないという難点がある。 
油汚染対策ガイドラインでは TPH濃度を把握した後、厳密に油含有土壌の分布状況を把
握し、対策範囲の絞り込みの必要性の有無、対策技術の合理性、経済性を検討するために、

必要に応じ対策調査を実施することとしている。調査測定地点は、必要最小限となるように

設定するのが適当としており、必要に応じて、表層部土壌調査により平面範囲を絞り込み、

深層部土壌調査により油含有土壌の深さ方向の詳細な分布を把握する。深層部調査の調査深

度は対策が必要な範囲の深さに応じて設定する。調査の結果、汚染が判明した場合、対策の

ための作業可能日数、平均対策量、対策速度、対策に必要な設備、機械、人員および資機材

の調達などの計画を立てる。 
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2.3.5 技術対策方法 
 
油汚染のあることが判明した場合、状況把握調査の結果をもとに現場の状況に適した対策

をおこなうこととなるが、対策をおこなう前に次の点について確認検討する必要がある。 
 

(1) 周辺の状況 
① 地形について： 河川低地、丘陵地、扇状地、海浜埋め立て地、内陸造成地など地形は
どれか。平坦地か、傾斜地か。段差の有無。 
② 地質について： 砂礫、砂、シルト、粘土、コンクリートなど地質はどれか。地盤の固
さ。井戸水であれば、水位の高低、土壌の含有度合い。 
③ 気象について： 晴天が多い地方か、雨天が多い地方か。季節による天候の変動は大き
いか。降雪や積雪の可能性はあるか。台風が度々来襲するところか。 
④ 敷地の大きさや形状： 面積はどのくらいか。円形状、楕円形、正方形、長方形、台形
など形状はどれか。 
⑤ 構造物の有無や施設の状況： 更地か、基礎構造物があるのか。地下埋設物や地下室が
あるのか。 
⑥ 供給施設などの整備状況：電気・ガス・水道・電話の利用状況。 
⑦ 周辺環境： 市街地、海岸の埋め立て地、内陸工業団地などどの地域に位置するか。周
辺地との標高差。最も近接する建物などの構造物や施設との距離。近くに学校や病院な

どの公共施設はあるか。騒音や振動に関する規制値はどのくらいか。早朝・夜間や休日

作業への作業規制があるのか。 
⑧ 道路情報：周辺の道路幅はどのくらいか。一方通行や速度制限、車両規制などの交通
規制の状況はどうか。近くに重量制限を設けている橋梁、高度制限を設けているトンネ

ルはあるか。 
 
(2) 土壌汚染対策後の土地利用 
更地にするのか、敷地内に既存の建造物や施設を残すのか。用途は住居・商業・工業地域

などいずれか。 
 

(3) 対策の目標 
地表の油汚染に対しては、建物脇、道路など一般的に立った状態で使用する土地について

は、大人が立った状態で油臭や油膜による生活環境保全上の支障がないようにする。公園の

遊び場や緑地などに使用する場合は、地面に寝そべった状態で油臭や油膜による生活環境保

全上の支障がないようにするということを対策目標に設定するのが基本になる。 
一方、現状の地表面の高さを変更することができないために盛土が不可能であるなどの場

合には、油含有土壌の浄化を対策目標にすることが合理的になる場合もある。 

 
44



(4) 対策技術・方法 
設定した対策目標を達成させるために、対策に必要な設備、機械、人員、対策期間、対策

費用などを検討し、環境と経済の面で合理性が高い対策技術を選定する。以下に具体的な対

策技術について特徴点、注意点などをまとめた。 
 
①土壌汚染 
A. 地表への油臭・油膜の遮蔽 
汚染土壌の上から土壌やコンクリートなどで覆う方法としては、盛土と舗装がある。 

 
表 2-3-1  盛土および舗装 

工法名 盛土 舗装 

概念図 

 

 

技術概要 
土壌表面を盛土材で覆うことにより油

臭や油膜を遮蔽する方法。 
対策範囲の上面を舗装することで土壌

の油臭や油膜を遮蔽する方法。 

特徴 
・土壌を使用用途に合わせた形に造

成できる。 
・操作が容易で安価。 

・高額だが道路や駐車場、市街地、商

業地など多くの用途で使用できる。 

注意点 

・盛土が飛散や流出により損壊しない

ようにする。 
・盛土の厚さを一定以上にする。 
・清浄土を使用する。 
・透水性の大きい材料や微細な材料

では鉱油類の漏洩があり得る。 
・盛土の自重、建物による土壌の沈下

を防ぐため、ローラーでの転圧などで

地盤補強が必要。 
・植栽など舗装の浸食防止が必要。 
・油拡散防止のため周辺に側溝を設

け、盛土の安定を確保する。 

・気密性に劣る透水性舗装や、油分で

性状が変化するような材料を利用す

る特殊舗装は好ましくない。 
・長期的な安定確保のため、地盤条

件、気象条件を考慮する。 

出典：「油汚染対策ガイドライン(環境省)」(2006)  
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さらに舗装についてはコンクリート舗装、アスファルト舗装がある。 
コンクリートは、砂や砂利、水などをセメントなどの糊状のもので結合したものを指す。

圧縮力には強いが引張力には弱い。鉄筋を入れることで引張力を鉄筋が補うので、いずれの

力にも十分な強度を持たせることができる。生成してから強度を十分に得るまでにかかる期

間を養成期間という。またコンクリートは凍結防止剤、海水などに含まれる塩化物、二酸化

炭素、温度・湿度の変化、pHなど様々な条件により劣化を生じる。 
アスファルトは、原油に含まれる炭化水素類のうちで最も重質のものである。黒色ないし

黒褐色を呈し、常温で固体もしくは高粘度の液体の縮合多環芳香族を主成分とする複雑な物

質である。ペンタンとヘキサンに溶けるペトローレンと、溶けないアスファルテンとからな

る。 
以下にそれぞれの特徴点、注意点について示す。 

 
表 2-3-2  舗装の種類と遮蔽の観点からの長所と短所 

工法名 コンクリート舗装 アスファルト舗装 

特徴 

・表面が波打ったり変形したりしない。 
・表面の耐摩耗性が大きく耐力がある。 
・盤の耐力が大きく集中荷重に強い。 
・耐用年数が長い(20年以上）。 

・可塑性があり不等沈下※1に対応可能。 
・養成期間が短く、すぐ使用できる。 
・補修が容易である。 

注意点 

・気温変化による収縮膨張影響を受けやす

いため、繋ぎ目を設ける必要がある。 
・強度の発現に 28 日程度の養成期間が必
要である。 
・補修に手間がかかる。 
・不等沈下に対応しない。 

・耐用年数が短い(10年程度）。 
・接地圧の大きい静止荷重や同一地点の繰り

返し荷重で窪みや轍ができやすい。 
・油分に弱く、気温の影響も受ける。 
・根の成長で破壊するので下地を抜根する必

要がある。 
出典：「油汚染対策ガイドライン(環境省)」(2006)  

 
※1 不等沈下とは、地盤沈下の一種であり不均等に地面が沈む現象のことをいう。このような場合、建物

が傾くようなことや路面に凸凹や亀裂を生じることなど、地盤沈下の中でも最も影響を受ける。コンクリ

ートは集中荷重には強いが、大きな地盤の変化には軟弱であると考えられる。一方でアスファルトは、集

中した繰り返しの圧力に弱いが、周囲の大きな変化に柔軟に対応できると考えられる。 

 
B. 油含有土壌の浄化・掘削について 
a 土壌汚染物質を移動させないで浄化・修復技術をおこなう原位置処理法には、土壌ガス
吸引、バイオレメディエーション、化学的酸化分解がある。それぞれの技術の概要、特徴、

注意点について表 2-3-3に示す。原位置浄化技術の適用性について表 2-3-4に示す。 
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表 2-3-3  原位置浄化法について 
工法名 土壌ガス吸引 バイオレメディエーション 化学的酸化分解 

概念図 

  

概要 
地下に存在する揮発成分を吸引

孔で減圧吸引し、抽出除去する。 
地中に空気や栄養塩を供給し、油

分の分解を促進する。 
酸化剤を地下水に注入することで

油分を分解させる。 

特徴 

・狭小地に適している。 
・低騒音である。 
・自動運転が可能である。 
・前後処理が必要である。 

・幅広く油膜・油臭を改善させる。 
・建屋下に適用できる。 
・費用が安価である。 
・二次公害の心配がない。 

・重油にも適用できる。 
・反応が速いため、酸化剤の到達

範囲の広がりには限界がある。 

注意点 

・揮発成分のみ適用。 
・回収効率は礫・砂質層で高く、シ

ルトや粘土層で低い。 
・引火・爆発性の気体を回収する

時は防爆型の設備を整える。 
・地下水位より深い場所の汚染は

地下水揚水との併用が必要。 

・注入薬剤の拡散を制御する必要

がある。 
・浄化期間は微生物の増殖速度に

依存し、数ヶ月～数年かかる。 
・水位変動に応じ、飽和帯、不飽

和帯に存在する油分の浄化が可

能な方法を選択する。 

・鉱油類以外の有機物が多量に含

まれると、効率が悪い。 
・酸化剤による埋設物の劣化。 
・二次公害があり得る。 
・未反応の酸化剤の毒性が懸念さ

れるので、バリア井戸などの管理

が必要である。 

備考 
・好気的な微生物分解の促進も可

能である。 
・掘削土壌を対象にできる。 

・バイオスティミュレーション※2を用

いる場合は油分を分解する土細

菌の存在が必要である。 

・酸化剤の濃度や添加量を設定す

るために、事前にトリータビリティ試

験が必要である。 
出典：「油汚染対策ガイドライン(環境省)」(2006) 

 
表 2-3-4 原位置浄化技術の適用性 

適用条件               工法名 土壌ガス吸引 バイオレメディエーション 化学的酸化分解 

ガソリンなど ○ ○ ○ 
灯油、軽油、A重油等 △ ○ ○ 

油

種 
C重油、機械油、原油等 × △ △ 

砂礫 ○ ○ ○ 
シルト △ △ ○ 
粘土 × △ △ 

適

用

場

所 地下水 － △ △ 
出典：「油汚染対策ガイドライン(環境省)」(2006) 
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原位置バイオレメディエーションには、バイオベンディング工法と酸素供給工法がある。 
 

表 2-3-5 原位置バイオレメディエーションについて 
工法名 バイオベンディング工法 酸素供給工法 

概念図 

  

概要 
不飽和層に井戸を設置し、吸気・送気や栄

養塩の投与をおこなう。 
帯水層内の汚染土壌に対して曝気をおこ

ない、酸素・栄養塩などを供給する。 

特徴 

・揮発性油や軽質油の分解に効果がある。 
・砂質土の効率が特に高い。 
・地上からや井戸に沿った漏気を防ぐための

シールが必要である。 

・注入により油分が拡散するおそれがある

ため、遮水壁を設けるか、バリア井戸で

制御する。 
・透水性の高い地盤の方が効率が高い。 

注意点 
・濃度が高い箇所では、吸引圧を高め強制

的にガスとして初期には回収運転する。 
・井戸から供給した酸素や、栄養塩の供

給範囲を確保するため、別途揚水井戸

を設ける。 
出典：「油汚染対策ガイドライン(環境省)」(2006)  

※2 原位置（In-Situ）におけるバイオレメディエーションには他にも様々な工法がある。 

1 バイオベンディング(BV)：土壌微生物が鉱油類などの有機物を効率よく分解するために電子受容体であ

る酸素を十分に供給する技術である。ブロワーポンプによる酸素注入タイプと真空ポンプによる酸素吸

引タイプがある。 

2 バイオデグラデーション(BD)：微生物の活性を、栄養液を循環させることで高める。 

3 バイオスラーピング(BS)：BSには地下貯留タンクなどから漏洩したフリープロダクトの回収と土壌中に

残留する物質の微生物分解という２つの技術が導入されており、物理的、生物化学的な浄化技術を結合

したハイブリッド型となっている。 

4 バイオファーミング（切り返し法）：定期的に土壌を切り返して土壌間隙中に空気を供給する工法。 

5 バイオパイリング（強制通気法）：ブロワーなどで土壌中に空気を強制的に供給する工法。 

6 バイオスティミュレーション：窒素やリン酸を含む栄養塩と酸素を汚染土壌に供給し、汚染土壌中に存

在する鉱油類分解微生物を活性化させ、鉱油類を分解除去する技術。 

7 バイオオーグメンテーション：有害物質の分解に有効な微生物を選定・添加する方法。 

8 地下水循環処理：酸素や栄養分を添加した水を汚染領域に供給し、地盤に存在する微生物を活性化する

方法である。帯水層を浄化対象としている。土の掘削が不要で建物直下の汚染浄化が可能である 
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b 掘削除去は、油含有土壌を掘削し、清浄土で埋め戻すことにより、油臭や油膜による
生活環境保全上の支障を除去する方法である。本操作は操作が容易で、安価であるが、

掘削除去後の土壌処理は煩雑であり、あわせると費用は膨大になる可能性がある。 

 
表 2-3-6  掘削除去について 

工法名 掘削除去 

概念図 

概要 
油含有土壌を掘削除去し、除去した後を清浄土で埋め戻すことにより、油臭や油膜に

よる生活環境保全上の支障を除去する方法。 

特徴 
・地表面の高さは自由に選定できる。 
・敷地内で浄化処理する場合は、熱処理や土壌洗浄処理はプラントを設置するため

の費用が膨大である。 

注意点 

・熱処理、土壌洗浄処理およびバイオレメディエーションの適用性についてトリータビリ

ティ試験による適用性の確認が必要である。 
・土地内で浄化処理する場合には、熱処理や土壌洗浄処理はプラントを設置するた

めの費用が大となり、大量の処理対象土がある場合に費用対効果が大きくなる。 
・建物などの構造物がある場所では掘削は困難である。 
・対策範囲の規模が大きいか油分の濃度が高い場合は、処分費が高額になる。 
・深度によっては土留工の設置を要する。 
・掘削底面に比べて地下水位が高い場合には廃水処理対策を講じる。 
・敷地外施設に浄化処理・処分を委託する場合、関係法律などを遵守し、二次的な

環境汚染を未然に防止する。伝票などを用いて搬出土壌の流れを管理する。 
出典：「油汚染対策ガイドライン(環境省)」(2006)  

 
掘削後の搬出土壌の処理方法には、熱処理、土壌洗浄、セメント原材料化、バイオレメデ

ィエーションなどがある。それぞれの技術の詳細を表 2-3-7～10に示す。 
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表 2-3-7  搬出土壌の処理技術（熱処理） 
工法名 熱処理 

概念図 

熱分解処理（800～1000℃）： 

 
400～600℃）熱脱着処理（ ： 

 
(200～300℃)加熱乾燥処理 ： 

 
概要  油含有土壌を加熱し、油分を分解、分離することで浄化する対策技術である。

特徴 ・幅広い土質に対応可能である。  ・確実性が高い。 

注意点 

成が懸念される。 

ない場合がある。 
要がある。 

・熱分解（焼却、焼成、溶融）では、非意図的物質の生

・設備の仕様面から粒度調整や解砕などの前処理が必要となる。 
・分解生成物を捕捉するために排ガス処理が必要になる。 
・コストが高く、低濃度では経済的でない。 
・浄化後の土壌が変質し、建設材料に適さ

・設備面や効率面からある程度以上の規模で連続運転する必

出典：「油汚染対策ガイドライン(環境省)」(2006)  
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表 2-3-8 搬出土壌の処理技術（土壌洗浄） 
工法名 土壌洗浄 

概念図 

 

概要 
壌の油洗浄プラントで油分を土から分離し、土

分濃度を下げる。 

特徴 
地を再利用できる。 

理が可

・油分を分離した土

・他の技術と組み合わせ、更なる高度処

能である。 

注意点 
発性の高い物質の適用に劣る。 ・揮発性・爆

・水処理の必要がある。 
出典：「油汚染対策ガイドライン(環境省)」(2006) 

 
表 2-3-9 搬出土壌の処理技術（セメント原料化） 

工法名 セメント原料化 

概念図 

概要 掘削した土壌をセメント製造施設に搬入し、原料化する。 
特徴 ・セメント材料として、再度有効利用できる。 

注意点 
。 
たす必要がある。 

・非意図的物質の生成に留意する必要がある

・セメント会社ごとに設けられた受け入れ基準を満

出典：「油汚染対策ガイドライン(環境省)」(2006) 
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なお、掘削後バイオレメディエーションは、掘

生

表 2-3-10  搬出土壌のバイオレメディエーション※3

工法名 ラ ル工法 

削後の油含有土壌に空気などを供給して微

物の成長を促進させ油分を分解する。空気などの供給の仕方の違いによって、ランドファ

ーミング工法とソイルパイル工法がある。 
 

ンドファーミング工法 ソイルパイ

概念図 

 

 
 

概要 
油含有土壌を耕して畝を作り、攪拌、切り返 汚染土壌を盛り立て、吸引管を設置し、酸

しながら処理する。 素を供給する。 

特徴 

0 cmほど。 しやすい。 
。 
くでき、狭

・盛土厚は、50～15
・粘性土の処理も可能である。 

・環境条件を制御

・排ガスや浸出水を管理できる

・耕す必要がないため、盛土を高

い作業用地で施工ができる。 
出典 省)」(2006) 

 
3 掘削除去後のバイオレメディエーションにはプラント、畝などでおこなわれる浄化（Ex-Situ）につい

1 にバルク材を混合し、機械攪拌あるいは空気供給によって浄化する。コンポ

2 土に水を加えスラリー状にし、反応槽中で分解微生物や栄養塩を添加し、攪拌混

 

：「油汚染対策ガイドライン(環境

※

ても様々な工法がある。 

コンポスティング：汚染土

ストで畝を作り、機械的に攪拌するウインドロー式、容器内にコンポストを入れ機械式攪拌および空気

供給をおこなうインベッセル式、開放式のコンポスト底部に配管を設置し、空気の供給をおこなうベル

ツヴィル式がある。 

リアクター処理：汚染

合する方法。制御が容易で短期間で処理できる反面、コストが高い。 
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②井戸水や水路などの汚染 
・井戸水などへの油分の拡散防止 
井戸水や水路が汚染土壌の近くに存在する場合は、周囲への油分の拡散を防止するために、

遮水壁やバリア井戸といった方法で油分の周囲を壁などで覆う。また井戸内に油分が侵入し

ており、地下水一帯に汚染が広がっている場合は、地下水揚水で浄化対策をおこなう。それ

ぞれの手法の概要、特徴などは下表の通りである。 
 

表 2-3-11  井戸水周辺の対応 
工法名 遮水壁 バリア井戸 地下水揚水 

概念図 

  

概要 

油含有土壌の周囲または地下水

下流側に連続的な壁を設置し地

下水を介した周辺への油分の拡散

を防止する。 

油含有土壌範囲の地下水下流側

に揚水井戸を配置し地下水を介し

た周辺への油分の拡散を防止す

る。 

井戸などから地下水を揚水し、

地下水中に存在している油分や

地下水面上に存在する油相を回

収する。 

特徴 

・対策範囲が大規模で、地下水の

透水性が低いときにも有効。 
・地中連続壁やソイルセメント壁は

長期的な処理に優れる。 
・ボーリング機械などの小型設備を

用いることで工事ができる。 

・対策範囲が小さく地盤の透水性

が高い場合に効率が高い。 
・構造物近くの施工が可能。 
・設置・作業場所が狭くても施工可

能である。 

・回収効率は礫・砂質層で高く、

シルトや粘土層で低い。 

注意点 

・大型の重機械を使用できる用地

が必要である。 
・揚水井戸の地下水流の上流側

で油分の移動や拡散が起きる場

合があるので、井戸の配置には慎

重な配慮が必要になる。 

・高粘性油には移動促進の効果

が期待できない。 
・引火性、爆発性の気体を回収

する場合は防爆型の設備を整

える。 

備考 
遮水壁には、鋼製矢板の他に、地

中連続壁、薬液を使用する注入固

化工法などがある。 

 油相の移動促進などを目的とし

て、土壌ガス吸引を併用すること

もある。 

 

出典：「油汚染対策ガイドライン(環境省)」(2006) 
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2.4 鉱油類由来の土壌汚染対策のあり方 

 
2.4.1 鉱油類由来の土壌汚染対策の現状 
 
平成 19年３月 31日現在における危険物施設の総数は 49万 6,789施設（対前年比 9,456
施設、1.9 %源）となっている。施設別に見ると、地下タンク貯蔵所が 22.4 %（11万 1,204
施設）と最も多く、次いで給油取扱所が 15.4 %（７万 6,310 施設）、移動タンク貯蔵所が
15.4 %（７万 6,262施設）となっている（図 2.6）。 

 
図 2-6 危険物施設数の状況 

出典：「消防白書（消防庁）」（2007） 
 
鉱油類による土壌汚染の原因には、油槽所やガソリンスタンドなど貯蔵所におけるタンク

および鉱油類保管設備の劣化や破損による漏洩、機械油の大量使用、ガソリンの不注意によ

る飛散など取扱所における汚染などが考えられる。 
危険物施設における漏洩事故のうち約 30％が腐食など劣化によるものであり、腐食など
劣化に起因する漏洩事故の約３分の２は地下タンク・地下配管において発生している。 
平成 14年に社団法人土壌環境センターが報告したアンケート調査によると、鉱油類由来

の汚染原因は、59.1 %(68件/115件)がタンク、施設よりの漏洩、浸透であった。施設にお
ける使用による汚染は 13.9 %（16件/115件）、事故による鉱油類の漏洩は 7.0 %（8件/115
件）にとどまっていた。 
また、鉱油類由来の土壌汚染調査をおこなう契機は、土地の売買のためが 54.4 %（74件

/136 件）と最も多く、土地を売買するときに買い手側が要求することが多いことが推測で
きる。アンケート調査においても、鉱油類汚染があると、土地の売却価格が下がる、土地が

売れない、近隣より浄化処理の要求があるといった社会経済的問題が起きていることが確認

できた。 
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鉱油類由来の土壌汚染対策については、ガソリンスタンドにおける汚染土壌の対策には、

多額の費用がかかることが分かっている。ガソリンスタンドにおける汚染土壌の対策費用の

例を以下の表に示す。対策費用は汚染状況などによって大きく異なる。 
 

表 2-4  ガソリンスタンド土壌汚染浄化費用 
対策方法 浄化費用 

掘削し場外に搬出して処理 約 1,200万円 
掘削し微生物分解後、埋め戻し 約 400万円 
地下水汚染を揚水処理 約 1,000万円 

出典：「社団法人全国石油協会（パンフレット）」 
 
2.4.2 鉱油類由来の土壌汚染防止措置 
 
昭和 34年に施行された消防法では、火災危険性が高い鉱油類などを危険物と指定し、火

災予防上の観点からその貯蔵、取扱いおよび運搬についての規制をおこなっている（参考

資料３－第 10 条）。また消防法関連法案において、鉱油類保管施設などの危険物施設に対
して、施設の位置、構造および設備に関する技術基準ならびに鉱油類の貯蔵、取り扱いなど

の基準の整備について、安全確保の徹底を図ってきた。 
鉱油類に関する土壌汚染を未然に防止するためには、鉱油類施設の設置環境などにも配慮

した腐食防止・抑制対策を講ずるとともに、資源の有効活用、廃棄物の削減などの観点から、

鉱油類施設を未然に改修し、継続して使用するための方策に係る検討をおこなう必要がある。

鉱油類汚染防止については消防法では、原油、ガソリン、重油などの鉱油類を貯蔵している

タンクなど危険物施設に対して、腐食等劣化などによる危険物の漏洩、火災が発生しないよ

うに定期点検が義務づけられている（参考資料３－第 14条３の２）。 
消防機関などにより構成される「危険物等事故防止対策情報連絡会」において「危険物事

故防止アクションプラン」に基づく取り組みが推進されている（参考資料４）。ここでは、

共通重点項目として危険物施設および少量危険物施設の法令に基づく点検、日常点検が推進

されている。また重点項目には、危険物施設における潜在的火災危険要因の把握とこれに基

づく対策の推進、地下タンク、配管、屋外タンク等の腐食・劣化防止対策の推進、屋外タン

ク解放時等における事故防止対策の徹底が挙げられている。 
本アクションプランにおいて、地下タンク、配管、屋外タンク等には、二重殻タンクおよ

び二重殻配管、一重殻タンクへの高精度測定漏洩検知システムや電気防食システムの導入が

推進されている。その他、セルフスタンドにおける給油時の吹きこぼれ対策、危険物輸送の

安全性向上、従業員への保安教育・訓練の徹底、危険物施設の保安体制、マニュアル、自主

管理点検表等の整備などが推奨されている。 
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2.4.3 鉱油類について 
 
油汚染対策ガイドラインでは、鉱油類を液化石油ガス(LPG)、ガソリン、灯油、軽油、重
油などの燃料油と機械油、切削油などの潤滑油に分けているが、いずれも多くの構成成分の

混合物であり、それぞれを構成する成分も数多い。また土壌に浸透した鉱油類は、土質、土

壌中の水分量、温度、水・空気などによる酸化、微生物などの様々な影響により、変質を受

けることが知られている。これらを含めると対策すべき鉱油類の成分数は非常に多くなるこ

とが推測される。 
 
2.4.4 鉱油類汚染の判断基準 
 

TPH（全石油炭化水素：Total Petroleum Hydrocarbons）は鉱油類中の全炭素成分を炭
素数のレンジごとに把握する基準である。鉱油類の汚染状況を全体的に把握する指標として

有用であると考えられるが、TPH 濃度は複数の炭素数を持つ化合物の総量が単位土壌中に
どのくらい含まれているのかを表す指標であるので、個々の汚染物質を定量することや毒性

を総体的に把握することは困難であると考えられる。 
TPHの定量手法には、GC-FID（水素炎イオン化検出器付きガスクロマトグラフ）法、IR
（赤外分光分析）法、ノルマルヘキサン抽出法などがある。ノルマルヘキサン抽出物質法で

は、ノルマルヘキサンを 80 ℃前後で揮発させ、残留した不揮発性油分を定量するため、
80 ℃で揮発する低沸点の物質は定量されにくく、特に軽質油については不向きである。 
ノルマルヘキサンとはヘキサンの別称であるが、極性が低く、鉱油類中の多様な物質の抽

出に利用される。ノルマルヘキサン抽出物質も TPHと同様複数の鉱油類成分を把握する指
標である。単位は土壌中 mg/kgなどで表される。 
クリセン、フルオレンなど多環芳香族化合物（PAHs）を GC-MSや HPLCにより定量し、
評価の基準とすることもできる。 
鉱油の一成分に着目し、該当物質の濃度を低下させることで鉱油類全体の濃度を低下させ

る手法もある。土壌汚染対策法施行規則において規制されているベンゼンの土壌溶出基準は

0.015mg/L であり、これを対策目標とする考え方もある。トルエンやキシレン、エチルベ
ンゼンについて、独自に基準を設けることもある。 

 
RBCA（Risk-Based Corrective Action）は米国において導入されている鉱油類由来の土
壌汚染評価の手法であるが、汚染用地の汚染状況、汚染物質の移動、受容者への暴露の可能

性の３つの要素を調査し、３要素がすべて存在している場合にのみ、その用地にリスクがあ

ると判断する。 
BTEX(Butane, Toluene, Ethylbenzene, Xylene)や PAHなどの個々の化合物は、それぞ
れの物理的性質、化学的性質、および人体への毒性などが研究されているため、RBCA 手
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法を定めている ASTMに示されている計算手法に従って、個々の化合物についてリスクに
基づいた浄化目標値を計算することができる。TPH の場合は、様々な炭素数の構造を持つ
化合物の混合物であるため、特定の物質に対して定量することができず、そのまま RBCA
に基づいた毒性評価につなげることは困難であるとされていた。しかし、1994年にマサチ
ューセッツ州環境部（MADEP）では、炭化水素の分子量に基づいた分析手法を提案した。
この手法は TPHフラクション法と呼ばれるが、石油汚染物質を飽和炭化水素と芳香族炭化
水素に分類し、さらにある範囲の炭素数毎に分類して、それぞれのフラクションの毒性に基

づいて、汚染物質全体の毒性を評価する手法である。 
その手法においては、TPH 中の代表的な化合物を分画し、シリカゲルあるいはアルミナ
ゲルにより各フラクションに分画する。この後、GC-FIDによる分析で脂肪族、芳香族の識
別をし、各フラクションの定量分析をする。 
 
油臭については、捉え方は人によって異なるため数値で表わされればよいが、臭気濃度は、

油臭を無臭空気で段階的に希釈し、無臭になるまで希釈したときの希釈倍率のことを表わし、

悪臭防止法においては、特定悪臭物質（22 種類）の規制に用いられる指標となっている。
臭気指数は、臭気濃度を下の式で換算して数値の大きさの差異が感覚的強度の差異に近づけ

るようにした変数である。 
 

（臭気濃度）（臭気指数） 10log10×=                                           (2-2) 

 
臭気強度は、嗅覚を用いて臭いの強さを実測して－４～４の９段階で判定する方法である。 
油膜については、視覚的な人の不快感が生活環境リスクであるため、油膜が発生した地点

で生活環境リスクがあると考えるのが適当である。油膜の判定手法としては、油汚染対策ガ

イドラインの中では、ビーカーあるいはシャーレの中に蒸留水を入れ、汚染土壌を投入し、

攪拌をした後に観察する手法（ビーカー法、シャーレ法）が紹介されている。 
 
平成 18 年に社団法人全国石油協会は、油漏洩土壌などにおける油臭の捉え方について、
臭気指数とTPH濃度（油分に相当）の相関関係などに着目し、適切な油臭判別法について
検討した。調査の結果、臭気指数とTPH値の相関は、炭素数 6～12と 6～16の混合物では
R2=0.9 程度と大きいという結果が得られた。炭素数 6～28 や 6～44 の混合物ではR2値が

0.48～0.64 と低いことが確認された。TPH値は成分の炭素数に関係なくほぼ正確に定量で
きるとすると、臭気は炭素数が大きい成分を含むと正確に測定できないと考えられる。 
また、土壌に含まれる油分量(TPH)が同じでも、漏洩した油種により以下のように油臭の
強さが異なることが確認された。 

 
ガソリン≧灯油＞軽油＞エンジンオイル                                     (2-3) 

 
57



 
2.4.5 油汚染に関する技術について 
 
鉱油類由来の土壌汚染についても第１章で述べてきたような対策技術が適用可能である

が、鉱油類の特性を踏まえた技術の選択が必要である。鉱油類は粘性が高く、土壌に吸着し

やすい性質を持つため、土壌の表層付近に滞留する傾向がある。また鉱油類の構成成分はす

べて他の物質に溶けにくく、水より軽いものが多いという性質を持つが、一方で鉱油類は種

類によって様々な粘性係数や揮発性を持っているため、浄化技術として適用できる技術は鉱

油類の種類によって異なる。技術の適用性を鉱油類の種類ごとに費用対効果の視点から相対

的に評価したのが以下の表である。 
 

表 2-5 主な油汚染に対する技術の適用性 
 

 主な油の種類 
製品名 ガソリン 灯油 軽油 重油 原油 
揮発性 大 ＞ ＞ 小 － 
土壌洗浄 B B A A A 

熱処理 A A A～B C C 
微生物処理 A A B C B 

適

用

性 
土壌ガス吸引 B C C C C 

出典：「地下水・土壌汚染の基礎から応用」（2006） 
注）表中の凡例の説明。 

A：適用性が高い。 

B：適用性が中程度である。 

C：適用性が低い。 

 
鉱油類の構成成分には VOCが多いため、原位置で土壌浄化をおこなう技術の対応が十分

可能である。バイオレメディエーションは、安価であることや対応する微生物が豊富に存在

することなどから魅力的な工法である。特に低分子であるほど、また極性が高い（親水性で

ある）ほど分解されやすいのでより有効である。ガソリンや灯油、ある種の潤滑油は脂肪族

炭化水素の含量の多い石油製品であり、微生物分解を受けやすい。また土壌洗浄では炭素数

が多く揮発性の小さい鉱油類に対して浄化効率が高いが水処理にコストがかかるという課

題がある。鉱油類は土壌の地表付近に滞留する傾向があるので、掘削除去についても魅力的

な技術であると考えられる。 
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第 3章 油土壌汚染等調査対策に関するアンケート調査 

 

3.1  本アンケート調査の概要 

 
生活環境に影響を与える鉱油類に由来する汚染については、平成 15年 2月に施行された
土壌汚染対策法の対象とはなっておらず、法律の附帯決議の中では、「実態把握などについ

て早急に科学的知見の集積に努めるとともに、土壌汚染の未然防止措置について早急に検討

を進める」とされている。ベンゼンについては土壌汚染対策法の対象物質であるため、一部

の工場・事業場では土壌汚染対策法を契機に鉱油類由来汚染対策を行っているケースもある

と推測される。環境省では平成 18年 3月に「油汚染対策ガイドライン」を策定し、鉱油類
による汚染対策の推進の契機としている。以上のような背景のもと、産業界での鉱油類由来

の土壌汚染対策の実態を把握することは重要であると考えられる。 

一方、土壌汚染対策法の対象物質を含めた土壌汚染全般については、現行の土壌汚染対策

技術のうち、最も多く使用されているのは掘削除去であるが、汚染を完全に除去できる、対

策期間が短期であるというメリットがある一方で、掘削除去関連技術の土壌浄化にかかるコ

ストが膨大であるなどのデメリットがある。土壌汚染対策にかかるコストは、土地取引を円

滑に進めていくために大きな障壁となるため、掘削除去に代わる技術の積極的な開発が求め

られている。土壌汚染対策技術の改良は、コストの他、対策期間、浄化効率など非常に多く

の観点からおこなわれる。そのため、産業界における個別の土壌汚染対策技術に関する具体

的なニーズについては把握する必要がある。 

そこで本調査では、鉱油類由来の土壌汚染調査対策についての実態把握（前半）および土

壌汚染全般の対策技術に関する産業界の意見・ニーズの収集（後半）という２つの観点から

アンケート調査をおこなった。前半部では、産業界における油汚染対策ガイドラインの普及

状況および活用状況を把握した。さらに各企業でこれまでに取り組まれた鉱油類由来の汚染

対策などをもとに、油汚染対策ガイドラインについての意見を収集した。後半部では、代表

的な土壌汚染対策技術について５つの技術工法と４つの観点をもとにニーズを把握した。さ

らに土壌汚染全般の対策技術に関する具体的なニーズを把握した。これらの調査の結果より、

鉱油類由来の土壌汚染対策については、今後の更なる対策の推進のための課題を抽出するこ

とができると考えられる。また土壌汚染全般の対策については、技術の向上と土壌汚染対策

の推進に寄与することができると考えられる。 
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3.2 本アンケート調査の調査状況 

 
3.2.1  実施期間および調査方法 

 
平成 19年 12月～平成 20年 1月 
Eメールあるいは郵送により発送し、Eメール、FAX、郵送により回収した。 

 
3.2.2  調査対象 
 
産業界の上場企業 336 社。鉱業、建設業、紙・パルプ製造業、石油・石炭製品製造業、
化学工業、鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業、機械製造業、電気・ガス業、食料品製造業、

医薬品製造業、ガラス・土石製品製造業、出版・印刷業、繊維製品製造業、ゴム製品製造業

のうち、業務上、鉱油類と関連のあると考えられる企業に対し、調査をおこなった。 
 

3.2.3  回収数 
 
回収率は、32.4 ％（109社/ 336社）であった。 
 

3.2.4  アンケート調査結果の集計概要 
 
産業界 336社を対象にアンケート調査をおこなった結果、回答が得られたのは 109社で
あり、質問ごとの集計概要を表 3-1に示す。 
 

表 3-1 アンケート調査集計概要 
設問番号 設問内容 集計概要 

設問 1 業種 全 109社が対象。 

設問 2 
産業界における鉱油類由来

の土壌汚染 

(1)、(2)は 109社、(1)措置方法は防止を「おこなっている」99社が対象。 

(3)は土壌汚染対策法施行以後に鉱油類由来の調査を「おこなった」41社が

対象（無記入を除く）。 

設問 3 
油汚染対策ガイドラインの普

及状況 

(1)、(2)はこれまでに鉱油類由来の調査対策をおこなった 48社が対象。 

(3)、(4)は油汚染対策ガイドライン策定前に鉱油類由来の調査対策をおこな

った 38社が対象。(3)では 33社（無回答が 5社）。 

設問 4 油汚染調査対策について 全 109社が対象。 

設問 5 土壌汚染対策技術について 全 109社が対象。 
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3.3 本アンケート調査の集計結果 

※アンケート調査回答票は参考資料５に示す。 
調査結果を公表するに当たり、以下の点に配慮した。 
(1) 回答については回答企業の記載をもとに類似する回答をまとめるなどの作業をおこ
なった。ただし、当会による評価や判断を回答内容に加えていない。 

(2) 企業名は公表しない。 
 
設問 1 はじめに 
☆貴社の業種を 1つ選んで記号でお答え下さい（複数該当する場合は、主となる業種）。

 
機械製造業、化学工業、電気・ガス業、石油・石炭製品製造業の順に回収数が多かった。

業務に鉱油類と深い関わりのある業種からアンケート中の意見を把握するのに十分な回収

数が得られたと考えられる。 
 

2

7

2

9

16

5

7

32

11

3

15

0 10 20 30 40

鉱業

建設業

紙・パルプ製造業

石油・石炭製品製造業

化学工業

鉄鋼業

非鉄・金属製品製造業

機械製造業

電気・ガス業

ゴム製品製造業

その他

回答件数（件）
 

（n=109, うち無回答 0・全回答企業数） 

図 3-1 アンケート調査の業種別回収数
 

注 1) 機械製造業には、一般機械製造業、輸送用機械製造業、電気機械器具製造業、精密機械器具製造業を

含む。 

注 2) その他には、石油製品販売業、電子部品製造業、プラスチック製品製造業、半導体製造業があった。 
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設問 2 産業界における鉱油類由来の土壌汚染 
(1) 貴社の敷地内におきまして、土壌汚染対策法で対象とされる有害物質に限らず、鉱油
類由来の土壌汚染に関する防止措置を何らかの形でおこなっていますか。おこなっている

と答えた方は、具体的な措置の方法を選択肢よりお選び下さい（複数回答可）。 
 
企業の鉱油類由来の土壌汚染防止の取り組み状況は図 3-2および図 3-3のようになった。 

99
91%

8
7%

2
2%

おこなっている

おこなっていない

無回答

 

 （n=109, 全回答企業数） 

図 3-2 鉱油類由来の土壌汚染に関する防止措置実施状況 
 

85.9

77.8

71.7

89.9

75.8

72.7

33.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

鉱油類保管設備自体の漏洩防止

鉱油類保管設備の定期的な検査

未然事故防止マニュアルの作成

防油堤やオイルフェンスの設置

排水溝の設置

油分離升の設置

その他自社規定の管理手法

実施率（％）
  

（n=99・設問 2(1)「防止対策をおこなっている」回答数, 意見総数 502） 

図 3-3 鉱油類由来の土壌汚染に関する防止対策
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鉱油類由来の土壌汚染防止対策は回収数のうち 99社（91%）でおこなっていると回答し
た。鉱油類汚染の恐れがある企業においては漏洩防止対策をおこなうのは通常であると考え

られる。 
鉱油類由来の土壌汚染防止対策の手法では、選択肢の全てをおこなっている企業が 44件
（43.8 %, 97社中）あった。対策別に見てみると、「防油堤やオイルフェンスの設置」（89
社, 89.9 %）、「鉱油類保管設備自体の漏洩防止」（85社, 85.9 %）についてはほぼ全ての企
業がおこなっていた。「未然防止対策マニュアルの作成」の実施率は 71.7 %で、選択肢中で
は最も低い実施率となった。 

 
その他の鉱油類由来の汚染防止措置には次のような回答があった。 
 

1, 点検・管理 
・運転員、保全員による日常的な巡回点検による漏洩その他の不具合の早期発見と対策措

置の実施。 
・設備本体(タンク底板他)、配管などについて、定期的及び必要の都度腐食関連検査(非破
壊検査、肉厚測定など)を行い、設備の健全性を把握するとともに保全計画などに反映さ
せている。 

2, 訓練 
・漏洩時の対応手順を定め、定期的に訓練を実施。 
3, 設備など 
・設置後 20年以上の地下タンクの地上化、二重殻化。 
・緊急対応用油マット。 
・漏洩センサーの設置・ローリーヤードへのピット設置・緊急備品庫設置（吸着マット乾

燥砂・スコップ・保護具）。 
・防油堤内に油膜検知器を設置し、集中管理を実施。 
・重油タンクなどの保管設備及び鉱物油使用設備の位置を明示したハザードマップを作

成。 
・貯油施設における漏洩防止構造指針を制定。 
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(2)土壌汚染対策法施行以後（平成 15 年 2 月以降)に貴社の敷地内におきまして、鉱油類
由来の土壌汚染に関する調査対策（他の物質に対する汚染調査対策と並行しておこなっ

た場合を含めます）をおこないましたか。調査と対策のそれぞれ件数をお答え下さい。そ

のうち鉱油類由来のみの土壌汚染調査対策をおこなった場合はその件数を(   )内にお答
え下さい。 

42
38%

30
27%4

4%

2
2%

5
5%

26
24%

54
49%

39
36%

11
10%

3
3%

0
0%

2
2%

おこなっていない

1～5件

6～10件

11～20件

21件～

無回答

 
（n=109・全回答企業数、左：鉱油類を含む場合の集計結果 右：鉱油類のみの場合の集計結果） 

図 3-4-1 鉱油類由来の土壌汚染調査実施状況（土壌汚染対策法施行以後） 

54
49%

18
17%

31
28%

1
1%

0
0%

5
5% 59

54%

36
33%

0
0%

0
0%

4
4%

10
9%

おこなっていない

1～5件

6～10件

11～20件

21件～

無回答

 
（n=109・全回答企業数、左：鉱油類を含む場合の集計結果 右：鉱油類のみの場合の集計結果） 

図 3-4-2 鉱油類由来の土壌汚染対策実施状況（土壌汚染対策法施行以後） 
 
図 3-4-1および図 3-4-2によると、土壌汚染対策法施行後に鉱油類由来の汚染の調査をお
こなった回答は 41社（51.3 %, 無回答票を除く 80社中）であり、対策をおこなった回答
は 24社（33.3 %, 無回答票を除く 72社中）であった。 
鉱油類由来の土壌汚染調査対策の件数を集計してみると、全調査件数は 6,446件で鉱油類
由来のみの件数が 3,546件（55.0 %）であり、全対策件数は 1,049件でそのうち鉱油類由
来のみの件数が 705件（67.2 %）であった。過半数の調査対策は鉱油類由来のみの場合で
あることがわかった。 
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(3) 鉱油類由来の土壌汚染調査をおこなった契機は何ですか（複数回答可）。 
 

7.5

10.0

77.5

30.0

15.0

2.5

0.0

0.0

12.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

土壌汚染対策法に基づく調査

条例・要綱に基づく調査

自主的な調査

土地の売買

施設の更新・改築

自治体の要請・指導

周辺住民からの苦情

近隣地下水の汚染

その他

回答率（％）
 

（n=40・鉱油類由来の調査をおこなった回答数 41のうち無回答票 1を除く, 意見総数 62） 

図 3-5 鉱油類由来の土壌汚染調査をおこなった契機 
 
鉱油類由来の土壌汚染調査をおこなった契機は、「自主的な調査」が、31社(77.5 %)で最

多であった。「土地の売買」12社（30.0 %）、「施設の更新・改築」6社（15.0 %）がそれに
続いた。これらはすべて法律や条例に基づかない調査であり、このいずれかを回答した企業

は 34社（85 %）にのぼった。 
「土壌汚染対策法に基づく調査」は 3社（7.5 %）にとどまった。「条例・要綱に基づく調
査」は 4社（10.0 %）であった。「周辺住民からの苦情」、「近隣地下水の汚染」は本アンケ
ート回答企業では見受けられなかった。 
その他の回答としては、次のものがあった。 
 

・油槽所用地として賃借していた土地の返却のため。 
・条例に基づき、鉱物油以外の物質を調査した際に、鉱物油由来の汚染が有ることが判明

した。 
・施設の撤去。 
・グループ本社組織からの指示に従い実施。鉱油由来調査のみで水・土質調査は未実施。
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設問 3 油汚染対策ガイドラインの普及状況 
※設問 3は鉱油類由来の汚染調査対策をおこなった企業を対象とした。設問 2(2)で無回答であった企業が

本設問で回答している場合もある。 

 
(1) 平成 18 年 3 月に環境省において油汚染対策ガイドラインが策定されましたが、これ
までに油汚染調査・対策をおこなう際に油汚染対策ガイドラインを参考にしましたか。 

24
49%

18
38%

6
13%

参考にした

参考にしなかった

無回答

 
(n=48・ガイドライン策定以降に鉱油類由来汚染調査対策をおこなった企業数) 

図 3-6 油汚染対策ガイドラインの参考状況 
 
油汚染対策ガイドラインを「参考にした」という回答は 24社（49%, 有効回答票 48社中）
であった。「参考にしなかった」という回答は 18社（38%）であり、この中には、ガイド
ラインを知らなかったというところもある。 
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(2) 貴社の敷地内においておこなわれた鉱油類由来の土壌汚染対策の達成に関わる基準
をお答え下さい（複数回答可）。E を選んだ方は、基準となる指標と基準値をお答え下さ
い。 
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3
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3
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油臭・油膜の解消
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ガイドラインにおけるTPH濃度基準

自治体が定める基準

自社で規定された値

その他

回答件数（件）

ガイドラインを参考にした

ガイドラインを参考にしなかった
 

（n=42, 無回答 6・ガイドライン策定以降に鉱油類由来汚染調査対策をおこなった企業数） 

図 3-7 鉱油類由来の土壌汚染対策についての基準となる指標 
 
鉱油類由来の土壌汚染調査対策にあたって使用した基準となる指標は、「油臭・油膜の解

消」が 22社（52.3 %）で最多であった。本指標は油汚染対策ガイドラインの主な鉱油類由
来の汚染解消の目安ともされているが、油汚染対策ガイドラインを参考にしない企業の回答

も多く、判断の基本として多く用いられている指標であることが確認できる。 
「土壌汚染対策法におけるベンゼン濃度の基準」をもとに鉱油類由来の土壌汚染の解消を

基準としている企業は 19社（45.2 %）であった。本指標は油汚染対策ガイドラインには触
れられていないが油汚染対策ガイドラインを参考にする企業の回答が多く見られた。 
「ガイドラインにおける TPH 濃度基準」（ガイドライン中の基礎編調査－８に記述され

ている「土壌 TPH濃度対策検討範囲設定濃度」）は 7社（16.7 %）であったが、その内訳
は前問 3(1)で油汚染対策ガイドラインを参考にすると回答した企業が大半を占めた。 

 
その他の回答には、次のように具体的な鉱油類由来物質の濃度数値を指定している企業も

見られた。 
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・TPH濃度（1,000 mg/kg以下）。 
・ノルマルヘキサン抽出物質濃度（1,000 mg/kg、5,000 mg/kg・各 1社）。 
・グループ土壌・地下水環境調査手順書、それぞれの含有量・溶出量。 
・RBCA評価、RBCA評価によるサイトスペシフィックアクションレベル。 

 

注）RBCA評価について。 

RBCA評価とは、米国におけるリスクベース評価手法であり、日本においても導入されているところが

ある。評価の手法は、汚染用地における汚染状況（汚染源、化学物質の種類、濃度など）、汚染物質の移動

（地下水、土壌、大気、雨水などによる移動など）、人間・環境への暴露の可能性の３つの要素を全て満た

している場合にのみ、その用地にリスクがあると判断し、そのリスクを基にした適切な浄化基準を算出す

るということである。油土壌汚染の場合は、BTEX(ベンゼン・トルエン・エチルベンゼン・キシレン)や

PAHなど個々の化合物について、RBCA手法に定められている ASTM(米国材料試験協会)に示されている

計算手法に従って、リスクに基づいた浄化目標値を計算することができる。 
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 (3) 油汚染対策ガイドライン策定以前に、鉱油類由来の土壌汚染調査・対策をおこなっ
たことがある方にお尋ねします。 
① 策定以前に貴社でおこなわれた鉱油類由来の土壌汚染調査・対策につきまして、油汚
染対策ガイドラインと類似していた項目はありましたか。次からお選び下さい（複数回答

可）。 
 

84.4

43.8

34.4

37.5

31.3

25.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

油汚染の有無の判断

調査手法

油汚染範囲の絞り込み

調査技術

対策の流れ

対策手法

回答率（％）  

(n=32, 無回答 6・本問回答企業数, 意見総数 82) 

図 3-8 油汚染対策ガイドライン策定前の鉱油類由来汚染調査対策とガイドラインの類似 

 
油汚染対策ガイドライン策定以前に鉱油類由来の汚染調査対策をおこなった場合、油汚染

対策ガイドラインとの類似点があったかという設問では、「油汚染の有無の判断」について

は 27社（84.4 %）が類似していると回答した。 
「調査手法」や「油汚染範囲の絞り込み」、「対策の流れ」といったガイドラインの詳細の

部分と類似していたと回答した企業は 3～4割という水準であった。6～7割の企業がこれら
の項目で油汚染対策ガイドラインに類似していなかったということであるが、この部分を今

後どのように捉えていくかについても議論の余地がある。 
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② 油汚染の度合いを定量するのに次のうちどの指標を用いましたか。その指標を選択し
た理由を下の記述欄にご記入下さい（複数回答可）。 

 

25.0

6.3

28.1

59.4

9.4

40.6

15.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

TPH濃度

臭気強度

ベンゼン濃度

n-ヘキサン抽出物質濃度

油分全体の濃度

油臭・油膜の有無による判断

その他

利用率（％）  

（n=32, 無回答 6・本問回答企業数, 意見総数 59） 

図 3-9 油汚染対策ガイドライン策定前の鉱油類由来汚染の際に用いた指標 

 

油汚染対策ガイドライン策定前は、半数以上の企業(19社、59.4 %)で「n-ヘキサン抽出物
質濃度」が汚染の指標として用いられていたことがわかった。「ベンゼン濃度」は 9社
（28.1 %）であった。これら２つの指標については、鉱油類由来の汚染対策の基準として
も用いられた企業が多く、油汚染対策ガイドラインにおいても今後測定手法などの記載を取

り入れていくなどの対応が考えられる。 
ガイドラインに記載されている油臭・油膜による判断は 13社（40.6 %）、TPH濃度は 8
社（25.0 %）であった。 
その他の基準についての回答は以下のものがあった。 
 

・水質基準値以下確認のみ。 
・PAHs濃度。 
・過去の使用状況等を調査し、地下への汚染有無を確認した結果、汚染はないと判断し定

量調査は実施していない。 
・油汚染の確認及び汚染の原因となる油種の判別のため。 
・海面埋め立て時の「臭気と油膜」に関する受け入れ基準を参考とした。 
・RBCAによるサイトスペシフィックアクションレベル。 
・油汚染状況と対策地点特性等から最適な指標を選択した。 

注 1）PAHs：Polycyclic Aromatic Hydrocarbons（多環芳香族炭化水素）。 
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(4) 貴社でおこなわれた油汚染土壌調査・対策ではどの調査手法および対策技術を用いま
したか。油汚染対策ガイドライン資料 6 および 7 に記載されている調査手法および対策
技術を選択して下さい（複数回答可）。 

 
産業界でおこなわれた鉱油類由来の土壌汚染調査技術についての集計結果を以下に示す。 

45.9

10.8

78.4

18.9

24.3

18.9

2.7

8.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

GC-FID法

IR法

ノルマルヘキサン抽出法

検知管法

ガスモニター法

ポータブルGC法

抽出比濁法

その他

実施率（％）
 

（n=37, 無回答 1・本問回答企業数, 意見総数 77） 

図 3-10 鉱油類由来の土壌汚染に対する調査技術 
 

「ノルマルヘキサン抽出法」が 29社(78.4 %)で最多であった。本手法は簡便であるため、
従来鉱油類由来の汚染対策に利用されていると推測できる。TPH濃度の測定手法であり、
油汚染対策ガイドラインでは手順などが詳細に示されている「GC-FID法」は 17社（45.9 %）
であった。 
その他の回答には次のものがあった。 
 

・PCR-DGGE 
・トリータビリティ試験 
・HS-GC/MS法 

 
注1) PCR-DGGE：Polymerase Chain Reaction-Denaturing Gradient Gel Electrophoresis：ポリメラ

ーゼ連鎖反応－変性剤濃度勾配ゲル電気泳動）法のことであり、変性剤として尿素とホルムアミド

の混合物を用い、その濃度勾配を有するポリアクリルアミドゲル上、一定温度（例えば、60℃）で

電気泳動を行い、試料を分離する操作のことをいう。 

注2) トリータビリティ試験：浄化技術適用試験。 
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次に鉱油類由来の汚染土壌対策技術についての集計結果を示す。 

13.5
10.8

10.8
8.1

24.3

64.9

18.9

21.6

10.8

16.2

13.5

13.5
24.3

5.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

盛土

舗装

遮水壁

バリア井戸

地下水揚水
掘削除去

土壌ガス吸引

原位置バイオレメディエーション

化学的酸化分解

熱処理

土壌洗浄

掘削後バイオレメディエーション

セメント原料化

その他

実施率（％）

  
（n=37, 無回答 1・本問回答企業数, 意見総数 95） 

図 3-11 鉱油類由来の土壌汚染に対する対策技術 
 
鉱油類由来の汚染土壌に対する対策技術は、「掘削除去」が 24社(64.9 %)で最多であった。
鉱油類は一般に土壌に吸着されやすく、比重が小さい、気化しやすいなどのため、土壌層の

浅い部分に滞留するか、大気中へ散逸することが多いと考えられる。そのため掘削除去を用

いた場合でも VOC対策ほどコストはかからないと推測される。鉱油類は VOC（揮発性有
機化合物）を成分として多く含むが、「地下水揚水」9社（24.3 %）や「バイオレメディエ
ーション」8社（21.6 %）、「土壌ガス吸引」7社（18.9 %）など VOC対策で頻繁に使用さ
れる技術も多く用いられていた。他には「セメント原料化」が 9社（24.3 %）と多かった。 

 
その他の回答には次のものがあった。 
 

・掘削除去後焼却処理 
・抽出処理 
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設問 4 油汚染対策調査・対策に関するご意見 
(1) 油汚染対策ガイドラインを参考にするとどのようなメリットがあると考えられます
か（複数回答可）。 

 

49.5

89.5

22.9

16.2

4.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

浄化対策の信頼度が高まる

調査対策の方針が立てやすくなる

コストが安くなる

調査・対策期間を短くする

その他

回答率（％）  
（n=105, 無回答 4, 意見総数 196） 

図 3-12 油汚染対策ガイドラインのメリット 
 
油汚染対策ガイドラインを参考にすると、「調査対策の方針が立てやすくなる」という回

答が 94社（89.5 %）で最多であった。「浄化対策の信頼度が高まる」は、52社（49.5 %）
であった。油汚染対策ガイドラインを参考にするとリスクコミュニケーションをより円滑に

すると推測できる。「対策範囲の絞り込みなどでコストが安くなる」という回答は 24 社
（22.9 %）、「調査・対策期間を短くする」は 17社（16.2 %）であった。油汚染対策ガイド
ラインを参考にすることで調査対策に対する信頼度が高まるといった評価がある一方で、コ

ストや対策期間についてはあまりメリットとしては捉えられていなかった。 
 
その他のメリットとしては次の意見があった。 
 

・油汚染の定義が定められたこと。 
・油汚染の問題が認知されたこと。 
・ガイドラインでは、調査・分析手法が示されており、その部分を参考としている。 
・客観的な評価法としての参考となり、情報公開時の拠り所となる。 
・油汚染の有無の判断がつけやすくなった。 
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(2) 鉱油類由来の土壌汚染調査・対策をおこなう際に、油汚染対策ガイドラインが現在貴社の
指針となっていますか。いずれかをお選び下さい。またその理由を選択肢よりお選び下さい。

50
46%

3

3%

56
51%

指針となっている

指針となっていない

無回答

 
（n=109, 全回答企業数） 

図 3-13 企業内における油汚染対策ガイドラインの指針状況 
 
油汚染対策ガイドラインが「指針となっている」企業が 50社(46 %)であり。「指針となっ
ていない」企業 56社（51%）とほぼ同数であった。油汚染対策ガイドライン策定から約 2
年で対象企業の間ではかなり普及していることがわかった。 
油汚染対策ガイドラインを指針としている理由としていない理由は以下のようになった。 

70.0

32.0

6.0

4.0

4.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

国の方針であるため

他に資料が存在しないため

業界団体で採用されたため

経済的に有利であるため

その他

回答率（％）
 

（n=50・油汚染対策ガイドラインを指針としている企業数） 
図 3-14-1 企業内における油汚染対策ガイドラインの指針状況（指針としている理由） 
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油汚染対策ガイドラインを企業の指針と答えた企業では、「国の方針であるため」が 35
社（70.0 %）で最も多かった。「他に資料が存在しないため」が 16社(32.0 %)で続いた。 

 

23.2

16.1

3.6

41.1

17.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

自社の規定があるため

鉱油類由来の汚染の心配がないため

内容が自社の方針に合致しないため

ガイドラインを知らなかったため

その他

回答率（％）
 

（n=56・油汚染対策ガイドラインを指針としていない企業数） 
図 3-14-2 企業内における油汚染対策ガイドラインの指針状況（指針としていない理由） 

 
企業の指針としていないと回答した企業のうち、23社（41.1 %）が「ガイドラインを知
らなかったため」が理由であった。このデータより推計される本アンケート調査回答企業に

おけるガイドラインの認知度は、75.5 %（106社中）であった。 
「自社の規定があるため」を理由とした企業は、13社（23.2 %）であった。 
「その他」を回答とした企業の意見は以下の通りであった。 

 

指針となっている 
・ 国のガイドラインであるから。 

 

指針となっていない 
・ 自社の緊急対応手順を判定しているため。 
・ 土対法に係る自主調査は完了しており、油調査の予定は当面計画していない。 
・ これまで調査・対策をおこなう機会がなかったため。 
・ 整備対策がなされているため。 
・ 平成 18年 3月以前の調査のため。 
・ 自社規定の参考になるため取り入れている。 
・ 当業界のガイドラインが「汚染対策ガイドライン」のベースとなっているため。 
・ 油汚染状況と対策地点特性等から最適な指標・方法を採用することとしている。 
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(3) 今後鉱油類由来の土壌汚染調査・対策をおこなう場合、貴社の方針は次のどれですか。
1つを選び回答欄にご記入下さい。 

 

70.5

9.5

10.5

5.7

2.9

4.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

油汚染対策ガイドラインを参考にする

独自の方針に則る

汚染の状況に応じた方針でおこなう

未定

鉱油類による土壌汚染の可能性がない

その他

回答率（％）
 

（n=105, 無回答 4・全回答企業数, 意見総数 113） 
図 3-15 企業の鉱油類由来の土壌汚染調査対策の方針 

 
「油汚染対策ガイドラインを参考にする」と回答した企業が 74社（70.5 %）と最も多か
った。「独自の方針に則る」は 10社（9.5 %）にとどまった。 
油汚染対策ガイドラインを指針と位置づけていない企業（設問 4(2)）56社のうち 29社
（51.8 %）は「油汚染対策ガイドラインを参考にする」と回答し、油汚染対策ガイドライ
ンを企業の指針とはしていなくとも参考にはする傾向が見られた。 
 
その他の意見としては、以下のものがあった。 
 

・ガイドラインは参考にするが汚染の状況に応じた方針でおこなう。 
・案件ごとにガイドラインを参考にすることが妥当かどうかの検討を行った上で方針を決

定している。 
・ガイドラインは参考にする。 
・自社基準、ガイドラインの両方を参考にする。 
・グループ会社規程に準ずる。 

 
「状況に応じてガイドラインを参考にする」という意見や「ガイドラインと独自の規定を

併用する」というように鉱油類由来の土壌調査対策の中で油汚染対策ガイドラインを参考に

するのが望ましい意見が多かったといえる。 
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(4) 今後鉱油類由来の土壌汚染調査・対策をおこなう場合、油汚染対策ガイドラインに記
載されている次の事項のうち、どの項目が参考になると考えられますか（複数回答可）。

 

65.7

64.8

46.3

33.3

33.3

36.1

6.5

0.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

油汚染の有無の判断

調査手法

油汚染範囲の絞込み

調査技術

対策の流れ

対策技術

わからない

その他

回答率（％）

 
（n=108, 無回答 1・全回答企業数, 意見総数 311） 

図 3-16 油汚染対策ガイドラインの参考となる項目 
 
油汚染対策ガイドラインに記載されている事項は、すべての選択肢の項目に対して 3割以
上の企業が参考になると回答した。「油汚染の有無の判断」と「調査手法」については特に

多く、それぞれ 71社（65.7 %）、70社（64.8 %）であった。「油汚染範囲の絞り込み」は
ガイドライン特有の手法であり、参考になるとの回答は 50社（46.3 %）であった。 
「調査技術」「対策の流れ」「対策技術」はそれぞれ 36社（33.3 %）、36社（33.3 %）、39
社（36.1 %）であり、他の選択肢より少なかった。 

 
その他の回答としては次の項目があった。 
 

・第１章 本ガイドラインの基本的考え方。 
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(5) 鉱油類由来の土壌調査・対策全般の今後の方向性についてどのようにお考えですか。

77

70%

6
6%

14

13%

7
6%

5
5%

ガイドラインに沿って自主的に進める

ガイドライン以外の手法で自主的に進める

法規制をすべき

その他

無回答

 

（n=109・全回答企業数） 
図 3-17 鉱油類由来の土壌汚染調査対策の方向性 

 
「油汚染対策ガイドラインに沿って自主的に進める」という回答が 77社（70 %）で最も
多かった。「ガイドライン以外の手法で自主的に進める」、「法規制をすべき」という意見は、

それぞれ 6社（6 %）、14社(13 %)であり少数派であった。 
 
その他の回答は次の通りであった。土壌汚染調査対策は必要に応じておこない、油汚染対

策ガイドラインを参考程度に活用するという意見が多くあった。 
 

・有害性の評価について追記すべき。 
・わかりやすい数値目標等をはっきりさせた上で法規制すべきではないか。 
・自社の基準に従いつつ、ガイドラインを参考にする。 
・必要に応じて実施し、ガイドラインは参考とする。 
・必要に応じて検討する。 
・定期的な調査に基づき汚染の可能性が考えられない。 
・油汚染対策ガイドラインを原則とし自社ガイドラインを用いる。 
・油汚染対策ガイドライン等を参考に、汚染状況や汚染リスクに応じて、的確に進めて行

くべきと考える。 
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(6) 油汚染対策ガイドラインについて何かご意見やお気付きの点がありましたら下の欄
にご記入下さい。 

 
1, ガイドラインの有用性 
・ 今回あらためて内容を確認いたしましたが、わかりやすくまとめられていると言う印象

です。このガイドラインの内容を広く周知する必要があると思います。 
・ 現場の状況はそれぞれ異なり、画一的に規制するべきではないと思います。油汚染の有

無の判断基準や対策フローについて指針を示すことには意味があると思います。 
 
2, 鉱油類汚染の基準について 
・ 油汚染対策ガイドラインでは、指定基準のようなものがないので、汚染の判断がつきに

くい。 
・ 油汚染による汚染判断基準（油臭、油膜、油分含有量：TPH試験法で定量下限値以下
が基準等）を具体的に定めてほしい。 

・ 参考値でも良いので数値基準があればよい。 
・ TPH濃度を測定できる計量証明機関が少ないため、油汚染の度合いとして TPH濃度を
用いるのは難しいケースがある。 

・ 地下水がない土地において、油臭や油膜のような現象が起きていない段階で油汚染を発

見するのに有効な方法が示されるとよい。 
 
3, ガイドラインの位置づけなどその他 
・ 法の主旨から油が規制対象とならない以上、行政の助言（指導）等に積極的に採用して

いただき、そのオーソライズ性、信用性を高めていくことが望ましいと思われる。 
・ 当社で油汚染が発生した場合には，全ての油汚染土壌を回収（掘削）し対応することと

している。回収が不可能な場合には，油汚染対策ガイドラインを参考に対応を行いたい。 
・ 本ガイドラインでは扱っていない「健康リスク」と「土地取引」についての指針が欲し

い。 
・ 油臭、油膜、TPHだけでの規制では不十分である。欧米並みの厳しい規制を求めます。 
・ 法規制とするためには規制値他の定義が難しく、ガイドラインに留めるべきと考えるが、

このままの内容では油汚染に対する自主取り組みの契機が特定できず、予防保全の観点

での調査も意識づけすべき。 
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設問 5 土壌汚染全般の対策技術について 
(1) 土壌汚染対策技術（鉱油類以外も含みます）を選択する貴社の方針において、改善
を求める観点は何ですか。代表的な技術について該当する箇所にそれぞれの技術につき

3つまで○をつけて下さい（施工頻度が高い技術を念頭に置いてお答え下さい）。 
 

表 3-2 土壌汚染対策技術に対する改善を求める観点 
技術                       観点 コスト 施工期間 リスク低減 施工条件 

掘削除去 81 (96.4) 20 (23.8) 13 (15.5) 20 (23.8) 
バイオレメディエーション 22 (26.2) 42 (50.0) 28 (33.3) 28 (33.3) 
化学的酸化分解 24 (28.6) 12 (14.3) 29 (34.5) 24 (28.6) 
土壌ガス吸引 26 (31.0) 36 (42.9) 22 (26.2) 17 (20.2) 
地下水揚水 34 (40.5) 44 (52.5) 23 (27.4) 16 (19.1) 

（回答社数(回答率)[社(%)]、n=84） 
これらを要望している順番に並び替えると、上位 10組は以下のようになる。 
 

表 3-3 土壌汚染対策技術に対する改善を求める観点（上位 10組） 
順位 回答率 技術 観点 

1 96.4 % 掘削除去 コスト 

2 52.5 % 地下水揚水 施工期間 
3 50.0 % バイオレメディエーション 施工期間 

4 42.9 % 土壌ガス吸引 施工期間 
5 40.5 % 地下水揚水 コスト 
6 34.5 % 化学的酸化分解 リスク低減 
7 33.3 % バイオレメディエーション リスク低減 
7 33.3 % バイオレメディエーション 施工条件 
9 31.0 % 土壌ガス吸引 コスト 

10 28.9 % 化学的酸化分解 コスト 
10 28.9 % 化学的酸化分解 施工条件 

注）表中の 50 %以上を示すライン、90 %以上を示すラインを太い線で明示した。 

 
改善を求める対策技術と観点について「掘削除去－コスト」という組み合わせが 81社
（96.4 %）で最も多かった。 
次いで「地下水揚水－施工期間」「バイオレメディエーション－施工期間」という土壌浄

化技術の短期間化について 50 %以上の企業で求められていた。 
コストの面では、地下水揚水が掘削除去に次いで改善を求められる技術であった。 
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(2) 土壌汚染対策技術のうち、買い主の要望などにより掘削処理技術が最も多く使用さ
れていますが、高コストであることや汚染土壌の搬出が課題となっております。掘削除

去の問題点を含め、土壌汚染対策技術に関する課題やニーズについてご意見をお答え下

さい。 
 
1, 土壌汚染対策技術全般に関する意見 
・ シルト・粘土質汚染土壌の処理コストの低減 
 
2, 掘削除去に関する意見 
・ コストと汚染土壌の処理先が課題。 
・ 低コスト化、汚染土壌の処理方法並びに処分先の拡大。 
・ 対策費用が高いことがやはり問題である。油混じり土壌の適切で安価な処分場の開発が

必要である。 
・ 掘削除去した油汚染土壌の処理施設が不足している。 
・ 土壌を掘削することにより、地下水への汚染拡大リスクなど、不安を感じる点はある。 
・ 土地の売買においては、リスクの低減が将来的に担保される掘削除去対策でないと望ま

れない傾向にある。これは、わが国で、土壌汚染の健康リスクに対して、過度の反応が

あり、除去法以外をリスク低減策と考えられない傾向があるからである。採掘除去法は、

物理的にリスクを排除する方法なので、健全土を証明する事ができるが、この方法が特

定化学物質以外の鉱油にも適用される事が恒常化されると、高コストのため著しく土地

の利用を妨げることになる。そこで土壌汚染対策は、人体の健康リスクを最小限に対応

した対策が基準となるべきであり、広く安心感の啓蒙が必要である。また、掘削除去法

は、汚染土壌の移動により環境負荷を高めている点にも着目しなければならない。 
・ 対策の確実性という面で、後々に問題を引きずることのない掘削除去を選択するという

傾向は今後も続くものと推察するところです。 
 
3, 掘削除去以外の技術の改善 
・ 原位置バイオレメディエーションの浄化の不均一性。不透水層を対象とした掘削除去以

外の浄化技術の開発。 
・ バイオレメディエーション、化学的酸化分解法の確実性の向上と社会一般における認知

度の向上。 
・ バイオレメディエーション技術の更なる進展に期待します。 
・ 盛土、埋土由来と考えられる環境基準を若干越えるような低濃度、広範囲の重金属への

対応。 
・ 操業中の工場等での対策という面ではバイオ他の原位置浄化技術に魅力は感じますが、

対策工期が長く、管理面等の負担が大きい等の認識であり、適用の拡大にあたってはそ
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れらの改善が必要と思います。 
・ 汚染土壌の処理の問題は深刻です。VOCや重金属、油以外の汚染物質もあり、それぞ
れに浄化処理は異なるなど複雑です。コスト面を考慮して、バイオレメディエーション

など新技術の普及も重要かと思います。 
・ 掘削除去以外の方法については、浄化効果の確実性とリスク回避の確実性を高レベルで

満足する方法としては不十分である。更なる技術蓄積が必要。建屋内でも浄化可能な技

術を望みます。 
・ 微生物や化学処理での現位置浄化で完全に汚染が除去しきれるのか、という不安もあり、

汚染土壌除去の確実性から、掘削処理を選択することが考えられる。また、操業中の事

業所内で浄化を実施する場合は、建物や舗装、被覆の状況から、大規模な掘削や処理プ

ラントの設置ができないため、短工期もしくは省スペースで浄化を実施できる技術が望

まれる。 
 
4, 施策面の改善 
・ 社会が過度な対策を求めることがないよう、土壌汚染リスクについて社会が正しく認識

できるような施策を検討してほしい。（土壌汚染リスクについて、社会の理解を得てい

くための普及・啓発の推進は、行政の然るべき機関が対応すべきと考えます。） 
・ リスク評価結果に相応した対策をおこなうのが理想的なのだが、国民は安全よりも安心

を望む。また、買主Ａがその後用途目的の違う買主Ｂに転売したとき、当該用途のリス

ク評価結果に応じた対策を講じることとなり、結局安全・安心な掘削除去が全てに汎用

性のある対策というジレンマが生じている。国は、土壌汚染に対する国民の心理的不安

が起こる原因や解決策について検討すべき時期に来ている。 
・ 調査・対策費用に関する税制優遇、融資・費用などの支援策を期待致します。 
・ 調査・対策費用が増大傾向であるため、費用の優遇措置などが必要と考える。自然由来

や、取得以前に汚染があった場合、汚染原因者ではない土地の所有者などが浄化、処理

に対応している現状がある。このような、取得以前の汚染への対応も課題である。 
・ 有害物質の濃度が基準を超えた土壌であっても、きちんと管理すれば問題の無いことを

広く普及して欲しい。例えば、ガソリンには環境基準をはるかに上回る高濃度のベンゼ

ンが含まれているが、適切に管理すれば問題なく使える・・など。 
 
5, 基準の見直し・改善 
・ 一律の基準ではなく対策後の用途に応じた基準を決めて欲しい。そうでないと、掘削除

去を選択しなければならなくなることが多くなる。 
・ 一律の基準（特に土壌含有量）の見直しをおこなうべきである。 
・ 土壌汚染対策法指定地以外の汚染土壌の処理については規制がない為、不適切な処理が

行われる可能性が否定できないこと。 
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・ 環境基準値＝対策完了の絶対値ではなく、例えば土地の利用形態によって環境基準値の

10～100倍の対策完了基準を設けることで、ブラウンフィールドの流動化も促進される
と思います。また国・自治体など行政主導にて、より低コストでの汚染土壌引き受けが

可能な処分場の設置を進める事も重要と思います。 
・ 買い主の要望などにより掘削処理が多くなる要因に、自然的な要因による汚染がある。

自然的要因の判断が難しいこと、また、仮に自然由来が要因と思われる物件も買い主か

ら処理を要望され「汚染土」扱いで構外に搬出することが高コストにつながっている。

土壌汚染対策の本来の目的である、人への健康影響がない程度はどのような対策か具体

的な調査、対策事例等で示されると大変参考になると思う。 
 
6, 改善を求めるその他の視点 
・ 汚染の発見と浄化も重要だが、未然防止の観点から対策を考えた方がより効果的。 
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第 4章  土壌汚染対策の課題とニーズについて 
 
 

4.1 土壌汚染対策技術について 

 
4.1.1 土壌汚染対策技術の動向 
 
環境省の「土壌汚染対策法の施行状況および土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結

果」(2007)によると、現行の技術のうち「掘削除去」が最も多く利用されており、重金属類
を対象とする対策で特に多いことがわかった。この背景には、掘削除去の対策期間の短さ、

汚染を完全に除去できることという技術に関するメリットや、汚染への不安を持つ住民等に

説明しやすいメリットがあることによるものと推測できる。土地取引の際には無条件で掘削

除去を求められるケースが多いのも実状である。その一方で、搬出土壌の処理に大変コスト

がかかるといったデメリットがある。 
最近開発されている土壌汚染対策技術の傾向として、複数の技術を併用できるようにして

いる点、もしくは一つの技術であってもいくつもの付加的な機能を兼ね備えている点がある。

エアースパージングは土壌あるいは地下水に空気を注入して、微生物を活性化させたり、

VOCや鉱油類などの揮発を促したりする。本技術は他のバイオレメディエーションや土壌
ガス吸引、地下水揚水と併用させると効率が上がる。土壌ガス吸引と地下水揚水を並行して

対策をおこない、効率よく土壌と地下水の汚染を除去する技術開発も見られる。土壌洗浄は

薬剤を注入した後の処理が大変であるので、地下水揚水などと並行しておこなうことで、効

率よく汚染を除去することが可能になると考えられる。 
その他、画期的な対策技術には、それぞれの技術の抱える課題を改良した技術が多く見ら

れた。バイオレメディエーションは施工期間が長いという課題があるが、「サイクリックバ

イオレメディエーション」は地下水を循環させることで土粒子に吸着している微生物が効率

よく除去され、対策期間を６ヶ月～１年に短縮できる。「プロパゲーション工法」は地下で

砂の層を作り、浄化促進剤などの薬剤を拡散させやすくする。固化では汚染の残留という課

題があるが、「特殊注入材による VOC浄化」や「VAMP-crete工法」を用いることで VOC
の分解・除去も可能になる。今後も以上のような開発が続くと考えられるが、普及させてい

くための課題抽出も必要であると考えられる。 
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4.1.2 土壌汚染対策技術の課題とニーズ 
 
本調査のアンケート調査では、産業界における土壌汚染対策技術に関する課題・ニーズ

を収集した。調査結果によると、「掘削除去のコスト低下」については回答企業の 96.4 %（81
件/全 109件中）が求める大きなニーズであることがわかった。次いで、地下水揚水および
バイオレメディエーションの施工期間の短縮についてはそれぞれ 52.5 %（44件/全 109件）、
50.0 %（42件/全 109件）と回答企業の半数近くが要望していた。 
掘削除去のコストを低下させるということは、今後の技術開発で求められる方向性の一つ

であると考えられるが、搬出土壌の増大は処理先において別の課題を引き起こす可能性があ

る。そのため、搬出土壌の処理場問題や搬出土壌の調査、浄化対策のコスト低下などを同時

に考慮していく必要があると考えられる。 
また、掘削除去関連技術以外の技術については汚染場所（オンサイト）での対策が多く、

技術のコストや浄化効率、対策期間の改善を視野に入れた技術開発は環境面および社会面に

おいてもメリットがあると考えられる。しかし、掘削除去よりも安価である原位置での浄化

技術をさらに普及させていくためには、いくつかの課題に対応していく必要がある。 
対策期間が長いことは大きな課題の一つである。掘削除去がすべての工程で 2 週間程度
であるのに対し、浄化技術では数ヶ月～数年を要する。バイオレメディエーションは、微生

物の働き次第で対策期間が変動する。微生物を活性化させる栄養剤の開発などが進められて

いるが、微生物を活性化させるという視点で更なる付加価値を考慮した技術開発が望まれる。

地下水揚水は、地下水中の汚染物質を効率的に除去することができる技術であり、対策期間

の短縮化により一層の技術普及が進むと推測される。地下水揚水の揚水能力を向上させるこ

とや汚染源をより正確に推定するシミュレーションの開発、汚染物質と土壌の吸着を弱める

第三物質の開発などが対策期間の短縮化のために考慮されうる課題となる。前述のように、

複数の技術を効率よく組み合わせて利用することも対策期間を大幅に短縮できることがで

きる手法の一つである。 
その他の土壌汚染浄化技術についても、様々な観点からの開発が望まれる。「土壌ガス吸

引の施工期間短縮」36件（42.9 %, 全 109件中）や「化学的酸化分解のリスク低減」29件
（34.5 %, 全 109件中）という観点についても要望が多かった。 
土壌ガス吸引は対策期間が 5～10年と長く、土壌を効果的に熱するなどで水分や VOCの
気化を促進することは対策をおこないやすくすることは一つの手法であると考えられる。装

置の VOC吸引能力の向上、井戸の本数や位置を最適にするなどの対処法も挙げられる。 
化学的酸化分解は、薬剤を地表から注入するので二次的な汚染が懸念される。リスク低減

の向上には、対策後に土壌洗浄をおこなうことや注入剤を無害のものにする、汚染の除去の

確実性を認証する仕組みを整えるなどの措置が考えられる。 
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4.2 鉱油類由来の土壌汚染対策の動向 

 
4.2.1 鉱油類由来の土壌汚染対策の動向 
 
鉱油類は直接人体に影響を与えないが、油臭や油膜などにより生活環境上の感覚的なリス

クが生じることや地域住民からの苦情などがあることから、調査対策が求められるケースが

多い。平成 15年 2月に施行された土壌汚染対策法においては、鉱油類中のベンゼンについ
ては、必要な調査対策の具体的な取り組み方法が環境省令により提示された。また、土壌汚

染対策法で鉱油類は対象物質とされていないが、法の附帯決議で、「科学的知見の集積に努

めるとともに土壌汚染の未然防止について早急に検討を進める」とされている。 
以上のような背景のもと、平成 18年３月には環境省において油汚染対策ガイドラインが
策定された。鉱油類を含有する土壌そのものや、油臭や油膜に起因する生活環境保全上の支

障を除去するために、土地の所有者などが、その土地においてどのような調査や対策をおこ

なえばよいかなどについて、基本的な考え方と、取りうる方策の選択の際の考え方などに関

する参考資料として活用できる内容になっている。 
鉱油類由来の土壌汚染は、従来自主的な取り組みで調査対策を進められてきたが、土地売

買の際や施設の更新・改築の際にも要求されるなどの理由により調査対策がおこなわれるこ

とも多いと考えられる。本調査のアンケート調査においても鉱油類由来の土壌汚染に自主的

な調査を契機としている企業は、77.5 %（31社/40社）あり、「土地売買」は 30.0 %（12
社/40社）、「施設の更新・改築」は 15.0 %（6社/40社）と、次いで多かった。 
鉱油類由来の土壌汚染防止は、回答企業の 91 %（99社/全 109社）で実施されていた。
また、油汚染対策ガイドラインの策定以降、鉱油類由来の汚染調査をおこなった企業は

51.3 %(41社/有効回答票 80社)であり、対策をおこなった企業は 33.3 %(24社/有効回答票
72社)であった。鉱油類由来の土壌汚染調査対策の件数で集計してみると、過半数の調査対
策は鉱油類由来のみの場合であることがわかった。 
産業界において、鉱油類由来の土壌汚染調査には「TPH 濃度」が一定程度普及している
ことが分かった。「ノルマルヘキサン抽出法」は、沸点が 80 ℃以上である TPH 濃度を測
定する簡便な手法であり、油汚染対策ガイドライン策定以降において、78.4 %(29社/37社)
と最も多く調査に利用されていた。 
またアンケート調査では、鉱油類由来の対策技術については「掘削除去」が 64.9 %（24

社/37社）で最多であった。鉱油類は土壌に吸着しやすいため表層付近に滞留する傾向があ
り、掘削除去が利用しやすいためであると考えられる。鉱油類は VOC（揮発性有機化合物）
を成分として多く含むが、「地下水揚水」24.3 %（9 社/37 社）や「バイオレメディエーシ
ョン」21.6 %（8社/37社）、「土壌ガス吸引」18.9 %（7社/37社）など VOC対策で頻繁に
使用される技術も相当数利用されていることがわかった。 
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4.2.2 油汚染対策ガイドラインの運用状況と今後の方向性 
 
本調査では、平成 18年 3月に策定された油汚染対策ガイドラインの活用状況および課題
に関する意見をアンケート調査により収集した。 
油汚染対策ガイドラインの普及状況については、鉱油類由来の油汚染をおこなう際、油汚

染対策ガイドラインを「参考にした」と回答した企業は 49.0 %（24社/有効回答票 48社）
であり「参考にしなかった」企業は 38.0 %（18社/48社）であった。ガイドラインを知ら
なかった企業は全回答企業中の 24.5 %（24社/106社）を占めた。油汚染対策ガイドライン
は現時点で一定の普及がなされているが、今後の普及啓発の継続が必要であると考えられる。 
鉱油類由来の土壌汚染調査対策をおこなう際に油汚染対策ガイドラインを企業の「指針と

している」ところは 46.0 %（50社/全 109社）であり、今後調査対策をおこなう際に油汚
染対策ガイドラインを「参考にする」と回答した企業は 70.5 %（74社/105社）と多数であ
った。回答企業の中では油汚染対策ガイドラインを肯定的に受け入れている企業が多く、内

容について一定の評価がなされていることがわかった。 
油汚染対策ガイドラインのメリットとして最も回答が多かったのは、「調査対策の方針が

立てやすくなる」が 89.5 %（94社/105社）であった。「浄化対策の信頼度が高まる」は 49.5 %
（52社/105社）であり、油汚染対策ガイドラインを参考にするとリスクコミュニケーショ
ンを円滑化させることが確認された。 
油汚染対策ガイドラインの内容では、「油汚染の有無の判断」、「調査方法」が参考になる

と回答した企業がそれぞれ 65.7 %（71社/108社）、64.8 %（70社/108社）で多かった。 
油汚染対策に関する対策基準指標については、従来は「ノルマルヘキサン抽出物質濃度」

が 59.4 %（19社/有効回答票 32社）と最も多く用いられていた。「油臭・油膜の解消」と
「ベンゼン濃度」および油汚染対策ガイドラインに記載されている「TPH濃度」について
は油汚染対策ガイドライン策定前後で普及状況に変化は見られない。「TPH濃度」について
は、ガイドラインを参考にした企業での利用が多かったが、ガイドライン策定によって全体

において普及しているとはいえない状況であった。 
今後の油汚染対策ガイドラインの方向性としては、「ガイドラインに沿って自主的に進め

る」という回答が 70 %（77件/全 109社）と最も多い。一部の企業においては、鉱油類由
来汚染についての「規制をするべき」13 %（14社/全 109社）と回答しており、数値基準
を設けてはどうかという意見も見られた。今後数値基準などの必要性などについて様々な観

点から吟味していく必要がある。現状においては今後もガイドラインベースの対策が望まし

いといえる。 
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4.3  土壌汚染対策の今後の動向と提言 

 
環境省では、平成 19年６月から「土壌環境施策に関するあり方懇談会」を開催し、土壌
汚染対策法施行後の課題について有識者による検討を行っている。平成 20年３月には懇談
会のとりまとめが出され、それをもとにして、平成 20年度の中央環境審議会で土壌汚染対
策法の改正に関する議論が行われるとみられる。 
懇談会の議論の中で、土壌汚染対策については、掘削除去中心の傾向が続くことによって、

搬出汚染土壌による汚染拡大などの深刻化が懸念されている。また、経済的合理性からも問

題があるとされ、汚染の程度や土地利用状況に応じた合理的で適切な対策が実施されるよう

に見直しが必要であるとの指摘があった。 
土壌汚染対策技術については、すでに検討してきたとおり、それぞれの特長を生かした対

策技術が近年多く開発される傾向にあるが、汚染の程度や局面に応じて、効果的な汚染対策

をおこなうことができ、かつコストもリーズナブルであることが社会的には望ましい。しか

し、実際の土壌汚染対策では、コストの高い掘削除去技術が多く実施されている。土壌汚染

対策技術の動向を考える上では、技術開発動向だけではなく、土壌汚染対策の制度面に関わ

る社会的・経済的な要請についても考慮する必要がある。 
そもそも土壌汚染対策法において、汚染土壌の掘削除去が求められるのは、一部の場合（揮

発性有機化合物の第二溶出量基準超過等）に限られており、ほとんどの土壌汚染対策が掘削

除去である現状は法施行時からすれば想定外であったと言える。 
また、現状では調査・対策の８割程度は事業者等が自主的におこなっている。自主的な調

査・対策では、その実施内容や水準は、当事者自身が定めることになる。 
この実態の背景には、特に土地取引（法の対象外）を契機とする土壌汚染対策においては

求められる水準が、法のそれよりもはるかに厳しいというところにある。そして土地取引に

おいて土壌汚染が発覚した場合、土地資産価値が大幅に下落することから、短期的に汚染を

除去することが可能な掘削除去技術が望まれることになる。さらに、土地取引以外の土壌汚

染対策の場合であっても、土地資産価値の維持を目的として、土地取引の対策水準に準ずる

対策が志向され、結果的に掘削除去が多くの局面で選択される結果となる。 
また、汚染に対する過剰なスティグマ（心理的嫌悪感）に基づき、過剰な対策として掘削

除去技術が選択されているという側面もある。掘削除去以外の安価な対策で充分である場合

であっても、汚染土壌を確実に撤去する方が地域住民や土地購入者の意向に沿いやすい。汚

染のリスク評価が適切になされていないために、汚染による不安感が漠然として取り除けな

いことが要因である。さらに、自主的な土壌汚染対策においては、指定基準が対策要否の判

断基準として用いられていることも、過剰な対策を求める要因になっている。そもそも、土

壌汚染の指定基準（溶出基準）は長期の地下水飲用を前提としたリスクを基に基準値が設定

されているため、人の健康被害に関するリスク評価を実施し、過剰な浄化対策に陥っていな
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いかを注意するべきである。 
一方、鉱油類については、環境省の第６回懇談会（平成 20年 1月 9日開催）で示された

「土壌環境施策のあり方についての論点」において、施策対象とする項目について、「油（鉱

油類）を含む土壌に起因する油臭・油膜問題については、平成 18年 3月にガイドラインを
策定したところであるが、今後どう対応すべきか」と述べられ、ガイドラインに基づく対策

以外に、法による対策の検討も示唆されている。また、「生活環境保全、生態系等の観点」

についても、施策対象の論点として挙げられている。 
今後、すぐれた土壌汚染対策技術が普及していくためには、技術開発だけではなく、技術

を利用するための社会的な合意形成が重要な課題になると思われる。スティグマに基づく過

剰な土壌汚染対策を実施するのではなく、科学的なリスク評価に基づく適切な対策を実施す

るための環境が強く求められるだろう。そのためには、土壌汚染サイトの周辺住民などの利

害関係者に対しては、リスクコミュニケーションを適切に実施していく必要があるし、社会

全体にはリスク評価の考え方をいっそう普及させていくための取り組みが必要だと考えら

れる。 
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記

１．背景

土壌汚染対策法の制定前は、油汚染土壌の調査及び対策についてベンゼ
ンのような有害物質による健康リスクなのか、油臭や油膜による生活環境
保全上の支障なのか明確に区別されないままに土壌の「油汚染」と認識さ
れていた。平成１５年２月から土壌汚染対策法が施行され、有害化学物資
については、人の健康保護という観点から特定有害物質について必要な調
査及び対策の枠組みが確立した。

一方、この土壌汚染対策法の国会審議の中で 「土壌汚染による生活環、
境や生態系への影響、油類等の汚染実態の把握などについて早急に科学的
知見の集積に努めること 」という趣旨の附帯決議がなされた。また、土。
壌汚染対策法の制定に際し土壌環境保全対策の在り方が中央環境審議会土
壌農薬部会土壌制度小委員会において審議されたが、中央環境審議会の答
申「今後の土壌環境保全対策の在り方について（答申 （平成１４年１）」
月）の中で、中長期的な観点から今後調査研究や検討を進めるべき課題と
して、油による土壌汚染等生活環境の保全の観点からの対応が指摘されて
いた。

こうした附帯決議や指摘を受けて、環境省では学識経験者から成る検討
会を設け、科学的知見の集積に努めるとともに、油による土壌汚染に関す
る調査手法や対応策に係る指針の検討のための調査検討を行ってきた。

調査検討の結果などを基にして、油含有土壌に起因する油臭や油膜に関
して、平成１７年６月２４日に開催された中央環境審議会土壌農薬部会に
おいてガイドラインを作成することが決まり、同部会土壌汚染技術基準等
専門委員会における４回にわたる審議を終え、またその過程で国民意見の
聴取（パブリックコメント）を実施し、平成１８年３月８日に開催された
同専門委員会で標記ガイドラインが報告書として取りまとめられた。

２．本ガイドラインの趣旨と活用場面

本ガイドラインのねらいは、鉱油類を含む土壌（以下「油含有土壌」と
いう ）に起因して、その土壌が存在する土地の地表、あるいはその土地。
にある井戸の水や池・水路等の水に油臭や油膜が生じているときに、土地
の所有者等が、その土地においてどのような調査や対策を行えばよいかな
どについて、基本的な考え方と、取り得る方策を選択する際の考え方など
を取りまとめ、油汚染問題の解決を図るために参考として活用してもらえ
るようにすることをねらいとしている。

油汚染問題とは 油含有土壌に起因して その土壌が存在する土地 そ、「 、 （
の土地にある井戸の水や、池・水路等の水を含む ）において、その土地。
またはその周辺の土地を使用している又は使用しようとする者に油臭や油
膜による生活環境保全上の支障を生じさせていること」であり、油含有土
壌の存在自体ではなく、また、地下水があっても井戸水等として利用され
ておらず、油臭や油膜が問題となっていないならば、油汚染問題としてと
らえていない。

本ガイドラインは、油汚染問題があったときに、その土地の所有者等が
土地の利用方法や、敷地内での井戸水等の利用の状況、周辺の土地や井戸

96



水等への影響のおそれなどの現場ごとの多様な状況に応じた対応方策の検
討に活用することを想定した。

油汚染問題についての対応方法は、その現場の状況に応じて個別に検討
すべきものであるので、本ガイドラインはいかなる現場にも画一的規制的
に用いることができるものとして作成したものではない。

３．構成と概要

ガイドラインの構成は、第一編「鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油
膜問題への土地所有者等による対応の考え方」と第二編「技術的資料」と

。 、 「 」 「 」からなっている 第二編については 第一部 基礎編 と第二部 専門編
からなっている。それらの概要については別紙の通りである。

「基礎編」は、土壌汚染の調査や対策についての基礎知識や、油汚染問
題に対応するための専門的知識等を有さない土地所有者等にもわかりやす
い技術的資料をとりまとめたものである。

「専門編」は、油汚染問題の調査・対策事業を行う事業者を念頭に置い
て作成したものであり、土壌汚染の調査・対策についての基礎知識や油汚
染問題に関する知識・経験を有する者に向けた技術的資料となっている。

４．油汚染問題への対応の基本的考え方

、 、油汚染問題に対する対応の基本は 地表や井戸水等の油臭や油膜という
人が感覚的に把握できる不快感や違和感が感じられなくなるようにするこ
とである。

鉱油類には種々の種類があり、油汚染問題を生じさせている油の状態も
様々であり、油の濃度が同じでも油臭や油膜の状況が異なるため、油含有
土壌に起因する油臭や油膜の把握は、嗅覚や視覚といった人の感覚による
ことを基本とし、それらを補完するものとして、関係者の共通の理解を得
るための手段としてＴＰＨ濃度を用いる。

本ガイドラインは、一般的な工場・事業場の敷地や市街地を想定してい
る。従って、保守のために油を塗った線路や、アスファルト舗装をした直
後の道路の油臭などについての対応、タンクローリーの転倒などの事故直
後の対応、水道管や下水道管への油の浸入への対応などについては、本ガ
イドラインに記述した調査・対策の検討に当たっての考え方をそのまま用
いることは適当ではない。

５．その他

本ガイドラインでは、油含有土壌が存在し、かつ油汚染問題が生じてい
る場所（調査地）がある土地の敷地内において行う地表や井戸水等の油臭
や油膜への調査・対策について述べてあり、その敷地の周辺における調査
・対策については直接言及してはいない。

本ガイドラインには、鉱油類の成分となっている化学物質による人の健
康保護という観点は含まれていないので、例えば鉱油類を中心とした使用
済み油に含まれる有害化学物質については、本ガイドラインによる対応を
行うか否かに関わらず、土壌汚染対策法や条例等に基づいて必要な措置を
講ずることが必要である。
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（ 別 紙 ） 

油汚染対策ガイドライン 

－鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油膜問題への土地所有者等による対応の考え方－ 

（概要） 
 

Ⅰ．目次 

 

第一編 鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油膜問題への土地所有者等による対応の考え方 

第一 本ガイドラインの基本的考え方 

第二 油汚染問題に対する対応の考え方 

第三 状況把握調査 

第四 対策 

第二編 技術的資料 

第一部 基礎編（油汚染問題に対応するための専門的知識等を有さない土地所有者等向け） 

第１章  状況把握調査、  第２章 対策 

第二部 専門編（油汚染問題のある土地で調査・対策事業を行う専門事業者向け） 

   第１章 状況把握調査、  第２章 対策 

 

Ⅱ．骨子 

 

第一編 鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油膜問題への土地所有者等による対応の考え方 

 

第一 本ガイドラインの基本的考え方 

 

１． 土地の所有者等が、自らの土地で油汚染問題（※）が生じているときに、どのような調査や対

策を行えばよいかなどにつき、基本的考え方と対応方策選択の考え方等をまとめた。 

※ 鉱油類を含む土壌（「油含有土壌」）に起因して、その土壌が存在する土地（その土地に

ある井戸の水、池・水路等の水を含む。）において、その土地又はその周辺の土地を使

用している又は使用しようとする者に油臭や油膜による生活環境保全上の支障を生じて

いること。 

 

２． 油汚染問題の発見の契機と対応フローは図１、図２に示すとおりである。また、ガイドライン

に記述した調査・対策の対象範囲は図３に示すとおりである。 

 

３． 鉱油類は種類も成分も多く、また環境中で性状が変化するので、土壌中の鉱油類の濃度で

油臭や油膜の程度を一律に表現できず、人の感覚によって総体としての油臭や油膜をとら

えることを基本としている。 

 

４． 油汚染問題についての対応方法は、油汚染問題がある土地の利用方法、その土地におけ

る井戸水等（※）の利用状況、周辺の土地や井戸水等への影響のおそれ等の、現場ごとの

多様な状況に応じて個別に検討すべきものである。 

※ 飲用井戸、散水等の雑用井戸等の水、修景用の池の水、敷地内の水路を流れる水等。

工場・事業場の油水分離施設中の水のように油臭・油膜があって当然の水は想定外。 
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５． そのため、このガイドラインは、いかなる現場にも画一的規制的に用いるべきものではなく、現場

毎の多様な状況に応じた対応方策の検討に活用されることを想定している。 

 

６． また、例えば、本ガイドラインが対象とする油汚染問題への対応を含む自主的な対応指針を持って

いる事業者が当該対応指針に基づいて行っている自主的な取り組み等について、このガイドライン

が規制的な制約とならないようにすることが必要となる。 

 

７． このガイドラインで、嗅覚などの人の感覚を補完するための手段として記述されている全石油系炭

化水素（Total Petroleum Hydrocarbon (TPH)）濃度も、その数値は土壌汚染対策法の指定基準のよ

うな使い方をするのではなく、各現場における調査等において通用する目安としてみるべき数値と

して用いる。 

 

８． このガイドラインに記述した内容は一般的な工場・事業場の敷地や市街地を想定したものであり、

線路・道路等の施設での対応、タンクローリーの転倒事故等の事故直後の対応等についてガイドラ

インの考え方をそのまま用いることは適当ではない。 

 

９． このガイドラインには、鉱油類の成分となっている化学物質による人の健康保護という観点は含ま

れていないので、有害化学物質については、本ガイドラインによる対応を行うか否かに関わらず、

土壌汚染対策法や条例等に基づいて必要な措置を講ずることが必要である。 

 

 

第二 油汚染問題に対する対応の考え方 

 

１． 油汚染問題に対する対応の基本は、地表や井戸水等の油臭や油膜という、人が感覚的に把握でき

る不快感や違和感が感じられなくなるようにすることである。 

 

２． 油汚染問題を認識したら、調査地（※１）の土壌が含む鉱油類が油汚染問題の原因かどうかを調

べ、もしそうなら、調査地のある敷地の土地利用履歴や鉱油類を取り扱っていた設備等の状況、敷

地内の他の場所や井戸水等における油臭や油膜がないかどうかなどを調べ、油臭や油膜が生じて

いる土地の範囲を特定するなどの調査（※２）を行う。 

※ １ 油含有土壌が存在し、かつ油汚染問題が生じている場所をいう。 

※ ２ これらの一連の調査メニューを「状況把握調査」という。どのような項目及び内容の調    

査を行うかについては、油汚染問題の程度や土地利用の状況と方針によって異なるほか、調

査地に関する既存資料の入手の容易さによっても異なるので、現場の状況に応じた判断が必

要となる。 

 

３． 状況把握調査では、人の嗅覚や視覚によって様々な状態の油が生じさせている油汚染問題を総体

としてとらえることとし、それらの感覚を補完し関係者の共通の理解を得るための手段としてＴＰＨ濃

度（※）を用いる。 

※ ＴＰＨの試験法は種々あり各々の方法の特徴がある。鉱油類であるかどうかの確認にはＧＣ－

ＦＩＤ法を利用する。油含有土壌の存在範囲の把握には上記確認で得た情報や調査地で使用し

た鉱油類の情報を参考に、現場に適したＴＰＨ試験法を選択して用いる。選択したＴＰＨ試験法

は記録に明記する。 
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４． 対策は、油汚染問題の状況、調査地のある敷地の現在の及び予定されている土地利用の目的

や方法によって適切に選択する。 

① 油臭や油膜は人の感覚で捉えられるものであるから、油臭等がある土地と土地利用者

等との位置関係や土地利用方法によって、地表面での油臭や油膜が問題となる程度は

異なる。 

② 例えば、裸地での使用と子供の土遊びを想定すべき児童公園等では、地表に寝転んで

も油臭がしないような状態を達成し、それを長期的に維持管理することが対策目標とな

ることが考えられる。 

③ また、将来の追加的な対策は難しい戸建て住宅の用地として売却を予定している場合

には、油含有土壌の掘削除去や浄化が対策目標となることが考えられる。 

④ 都心部の事務所や駐車場用地のような土地利用方法であれば、油含有土壌があって

も、土地を使用する人が油臭や油膜を感じない場合もある。 

 

５． 地表での問題には、例えば盛土や舗装などによる油臭の遮断や油膜の遮蔽が、井戸水等の問

題には、遮水壁やバリア井戸による油臭や油膜を発生させている油分の拡散防止が基本的な

対策となる。 

 

６． 油汚染問題の発見から調査、調査結果を基にした対策の検討、対策効果の確認までの対策の

内容などについては、それらを記録して保存する。契機から対策完了までの間、必要に応じて適

宜関係者への説明や協議を行うことが、油汚染問題の円滑な解決に有効である。 

 

 

第三 状況把握調査 

 

１．状況把握調査は、土地の所有者等が、所有している土地の地表又は井戸水等に当該土地の油

含有土壌に起因した油汚染問題が生じていると認識した場合に行うものである。 
 
２．状況把握調査は、油臭や油膜が鉱油類によるものであるか否かを確認し、その油汚染問題に対

する対策の要否やその内容の検討等に必要な情報を取得し、整理することを目的に行うもので

ある。 
 
３．状況把握調査は、以下に述べる現場確認、資料等調査、油含有土壌の存在範囲の把握、対策を

検討するスキームの設定等の一連の調査メニューから構成されるものであるが、状況に応じて

必要な調査を行えばよい。 
１） 油臭や油膜が鉱油類に起因するものであるかどうかを TPH 試験により確認する。 
２） 油臭や油膜が鉱油類に起因するものであることが確認されたら、①鉱油類の取扱いの履歴等の

資料等調査、②油汚染問題の発生状況の把握、③油含有土壌の存在範囲の把握、④対策を検

討するスキームの設定を行う。 

３） 調査終了後は結果を取りまとめて保存する。 
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第四 対策 

 

１． 対策は、調査地のある敷地内において、その土地利用状況に応じ、油含有土壌に起因して

生ずる油臭や油膜による生活環境保全上の支障を解消するために行うものである。 
 
２． 対策にあたっては、まず、土地利用方法に応じて、また、調査地内の油含有土壌についての

み対策すればよいのか、調査地のある敷地内の井戸水等についても対策が必要か、周辺の

井戸水等を意識した対策が必要か、などの基本的な要件を踏まえて対策方針と対策目標を

設定する。 
 
３． 対策目標を具体化するため、地形・地質等の自然的条件と、現在の又は予定されている土地

利用情報等をもとにして、ア）土地利用方法に適した対策方法、イ）代替案の有無、ウ）対策

方法ごとの費用対効果、エ）対策後の土地利用上の支障の有無、オ）地形・地質による施工

性の制約等を検討し、効果的で、経済的に合理性が高い対策方法を選定して計画的に実施

する。必要があれば、状況把握調査を補完する調査を行う。 
 
４． 対策後には、対策効果の確認、記録の作成と保存、対策内容や土地利用方法に応じて必要

となるモニタリング等を行う。 
 

 

第二編 技術的資料 

 

第一部 基礎編 

 

   土壌汚染の調査や対策についての基礎知識や、油汚染問題に対応するための専門的知識

等を有さない土地の所有者等にもわかりやすく取りまとめた技術的資料。 

    

第１章 状況把握調査 

 

   土地の所有者等が自らの土地の地表又は敷地内の井戸水等に油臭や油膜が生じているこ

とを発見したときに行う状況把握調査について説明。 

 

第２章 対策 

 

  土地の所有者等が自らの土地に油汚染問題が発生したときに、その土地の土壌又は井戸

水等について行う対策について、土地の所有者等が発注者となることを想定して説明。 

 

第二部 専門編 

 

  油汚染問題の調査・対策事業を行う事業者を念頭に置いて作成。土壌汚染の調査・対策に

ついての基礎知識や油汚染問題に関する知識・経験を有する者に向けた技術的資料。 

 

 第１章 状況把握調査 

 第２章 対策
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油膜

油膜

地表面

池
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油臭

敷地内

油汚染問題

 

 

（ａ）油含有土壌が存在する土地の地表又は井戸水等に油臭や油膜が生じている場合 

 

油膜

地表面

井戸

油臭

油臭

油膜

地表面

敷地内 周辺の土地

油汚染問題

 
 

（ｂ）油含有土壌が存在する土地の周辺の土地の地表又は井戸水等に油臭や油膜が生じている場合 

図１ 油汚染問題発見の契機 
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7 

 
 

池の水に油膜 

油臭がある場所 

井戸の中に油膜 

隣の敷地への拡散防止 

敷地境界 
敷地境界 

地下水下流側

の地下遮水壁 

・ 本ガイドラインは、調査地（油含有土壌が存在し、かつ油汚染問題が生じている場所）のある敷地にお

いて、その所有者等が行う調査・対策について取りまとめたものであり、その敷地の周辺の土地で行う

調査や対策については記述の対象外である。 

・ 本図における「調査地」は、油臭がある場所、並びに、油膜が見られる池及び井戸のある場所。 

図３ 調査・対策の対象範囲 
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参考資料３ 
 

消防法（抜粋） 

（改正平成１８年６月１４日法律第６４号） 
 

第 10条 指定数量以上の危険物は、貯蔵所（車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯
蔵し、又は取り扱う貯蔵所（以下「移動タンク貯蔵所」という。）を含む。以下同じ。）

以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つ

てはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、

10 日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。 
３ 製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上

の技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 
４ 製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこれを定め

る。 

 

第 14条の３の２ 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、
これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点

検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。 
 
第 16条の３ 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯
蔵所又は取扱所について、危険物の流出その他の事故が発生したときには、直ちに、引き

続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他の災害の発生の防止のた

めの応急の措置を講じなければならない。 
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参考資料４ 
 

平成１９年度危険物事故防止アクションプラン  

 

平成１９年３月２６日 

危険物等事故防止対策情報連絡会 

 

１ 危険物事故防止に関する重点項目 

 

危険物施設の事故防止対策の推進にあたっては、平成１５年５月２７日に通知された「危

険物事故防止に関する基本方針」に基づき官民一体となった事故防止対策を推進すること

とされた。 

危険物関係業界・団体、研究機関及び消防関係行政機関等が中心となり、危険物施設の

事故防止に係る各種施策を積極的に展開しているところであるが、平成１５年以降の事故

件数は減少に転じることなく推移しており、非常に憂慮される状況にある。  

今後の危険物施設の事故防止対策を策定するにあたっては、危険物施設の事故発生原因

が①火災の場合、人的要因による割合が高く、中でも保全管理が不十分であるなど管理上

の問題がここ数年、火災全体の３割強を占めており、他の火災発生原因と比べると非常に

大きな割合となっていること。②漏えいの場合、近年物的要因が増加しており、中でも、

腐食疲労等劣化によるものが漏えい全体の３割強を占めており、他の漏えい発生原因と比

べると非常に大きな割合を占めていることを踏まえた対策を講じる必要がある。上述のと

おり、多くの火災は管理不十分、漏えいは腐食疲労等劣化が原因であることから、日常の

点検や維持管理を十分に行っていくことが大切である。 

このことから、危険物施設における法令に基づく点検を確実に実施することに加え、日

常点検を励行し、日頃から危険物施設の維持管理に努めることが重要である。また、これ

は危険物施設のみでなく少量危険物施設においても同様である。 

以上を踏まえ、次に掲げる事項を危険物事故防止に関する共通重点項目とし、事故防止

対策を推進するものとする。また、重点項目については、昨年度に引き続き推進するもの

とする。 

 

(1) 共通重点項目  

危険物施設及び少量危険物施設の法令に基づく点検、日常点検の推進  

(2) 重点項目  

ア 危険物施設における潜在的火災危険要因の把握とこれに基づく対策の推進  

イ 地下タンク、配管、屋外タンク等の腐食・劣化防止対策の推進  

ウ 「やや長周期地震動」に係る安全対策の推進と屋外タンク開放時等における事故防
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止対策の徹底  

エ 新たな火災危険性物質についての火災予防対策の徹底  

 

２ 推進主体別の主な重点項目  

 

各関係分野における危険物との関わりや組織・体制等に応じた役割分担を踏まえ、次

に掲げる事故防止に関する取り組みを自主的、積極的に実施することとする。  

 

(1) 危険物施設及び少量危険物施設の法令に基づく点検、日常点検の推進 (全団体・機関)  

(2) 危険物施設における潜在的火災危険要因の把握とこれに基づく対策の推進  

ア 製造所・一般取扱所における火災危険要因の把握と対策（化学品製造・流通業界）  

イ 危険物施設の自主保安対策推進の支援（危険物運送業界、危険物保安関係団体）  

ウ 設備・部品のリスク管理（危険物ユーザー）  

エ 危険物事故の実態調査と対策の検討（危険物輸送業界）  

オ 潜在的危険要因に応じた安全対策の推進支援（危険物保安関係団体）、(消防機関)  

カ 大規模危険物事業所に対する自主保安管理指導の推進（消防機関）  

(3) 地下タンク、配管、屋外タンク等の腐食・劣化防止対策の推進  

ア 屋外貯蔵タンクの維持基準の策定（石油精製・流通業界）  

イ 二重殻タンク及び二重配管の推進並びに一重殻タンクへの高精度測定漏洩検知シ

ステムや電気防食システムの導入（石油精製・流通業界）  

ウ 供用中の屋外貯蔵タンク側板直下のアニュラー裏面腐食検出について実機での実

証試験屋外貯蔵タンクの維持基準の策定（石油精製・流通業界）  

エ 地下タンク及び地下埋設配管等からの危険物の漏えい防止対策の推進（危険物保安

関係団体）  

オ 危険物施設の腐食防止・抑制対策、劣化した危険物施設を継続使用するための再利

用対策の確立（消防機関）  

(4) 「やや長周期地震動」に係る安全対策の推進と屋外タンク開放時等における事故防止対

策の徹底  

ア 大規模屋外貯蔵タンクの長周期地震動に対する調査研究（石油精製・流通業界）  

イ 浮き屋根のスロッシング挙動を踏まえた構造設計の共同調査研究（石油精製・流通

業界）  

ウ 大容量泡放水砲の広域配備の支援（石油精製・流通業界）  

エ 屋外貯蔵タンク開放時事故防止対策の徹底（石油精製・流通業界）  

オ 屋外タンク貯蔵所のやや長周期地震動に係る安全対策の推進（消防機関）  

(5) 新たな火災危険性物質について火災予防対策の徹底  

ア 危険物と同様の火災危険性を有する新規物質開発情報の把握（化学品製造・流通業
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界） 

イ 新たな火災危険性物質の早期把握と事故防止対策の確立（消防機関）  

(6) その他  

ア 事故等に関する情報の共有化及び類似事故の発生防止（石油精製・流通業界）、(化

学品製造・流通業界)、（危険物ユーザー)  

イ セルフスタンドにおける給油時の安全対策（静電気火災対策、吹きこぼれ対策）の

推進（石油精製・流通業界）  

ウ 危険物輸送の安全性向上（化学品製造・流通業界）  

エ 保安技術の普及推進及び安全意識の高揚（化学品製造・流通業界）  

オ 従業員への保安教育・訓練の徹底（危険物ユーザー）  

カ 危険物施設における所要の保安体制、マニュアル、自主管理点検表等の整備（危険

物ユーザー） 

キ 地震対策の強化（危険物ユーザー）  

ク ＧＨＳ関係法令（ＭＳＤＳ、ラベル表示）の厳守（危険物ユーザー）、（危険物輸

送業界）  

ケ 道路の旋回部分におけるセミトレーラーの横転防止対策の研究と対策の検討（危険

物輸送業界）  

コ 性能規定化された技術基準への対応の推進（消防機関）  

サ 廃棄物処理施設等に対する事故防止対策の推進（消防機関）  

シ 事故及び安全管理に関する情報の提供（消防機関）  

 

【参考】 

危険物等事故防止対策情報連絡会参画団体(順不同)  

 

石油連盟、（社）日本化学工業協会、石油化学工業協会、（社）日本鉄鋼連盟、電気事業連

合会、全国石油商業組合連合会、（社）全日本トラック協会、（社）日本損害保険協会、日

本危険物物流団体連絡会※、日本塗料商業組合※、（財）全国危険物安全協会、（財）消防

試験研究センター、危険物保安技術協会、東京消防庁、川崎市消防局、総務省消防庁 

 

※平成１８年度より参画の団体  
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参考資料５ 

油土壌汚染等調査対策に関するアンケート調査回答票 

[ご回答上の注意] 
1 回答は、設問ごとの回答欄にご記入下さい。記述の場合は該当する記述欄にご意見など
をご記入下さい。 

2 設問には、貴社全体の対策方針（全社単位）を概観してお答え下さい。 
3 本文中の鉱油類とは、油汚染対策ガイドラインの対象物質である、ガソリン、灯油、軽
油、重油等の燃料油と、切削油等の潤滑油を指します。 

 
設問 1 はじめに 
☆貴社の業種を 1つ選んで記号でお答え下さい（複数該当する場合は、主となる業種）。 

a  鉱業  b  建設業  c  紙、パルプ製造業  d  石油・石炭製品製造業   e  化学工業 
f  鉄鋼業  g  非鉄金属・金属製品製造  h  機械製造業  i  電気・ガス業 
j  食料品製造業  k  医薬品製造業  l  ガラス・土石製品製造業  m  出版・印刷業 
n  繊維製品製造業  o  ゴム製品製造業  p  その他 
 

回答欄      その他回答欄                   
 
設問 2 産業界における鉱油類由来の土壌汚染 
(1) 貴社の敷地内におきまして、土壌汚染対策法で対象とされる有害物質に限らず、鉱油類
由来の土壌汚染に関する防止措置を何らかの形でおこなっていますか。おこなっていると

答えた方は、具体的な措置の方法を選択肢よりお選び下さい（複数回答可）。 
・防止措置：a おこなっている b おこなっていない 
・措置方法：a 鉱油類保管設備自体の油漏洩防止対策  b 鉱油類保管設備の定期的な漏洩検

査  c 未然事故防止マニュアルの作成 d 防油堤やオイルフェンスの設置 
e 排水溝の設置 f 油水分離升の設置 g その他自社規定の管理手法 
 

回答欄 防止措置：      措置方法：                

    
 
その他回答欄： 
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(2)土壌汚染対策法施行以後（平成 15 年 2 月以降)に貴社の敷地内におきまして、鉱油類由
来の土壌汚染に関する調査対策（他の物質に対する汚染調査対策と並行しておこなった

場合を含めます）をおこないましたか。調査と対策のそれぞれ件数をお答え下さい。そ

のうち鉱油類由来のみの土壌汚染調査対策をおこなった場合はその件数を(   )内にお答
え下さい。 

回答欄 1 調査     件（うち鉱油類由来のみ         件） 
回答欄 2 対策     件（うち鉱油類由来のみ         件） 

 
※調査・対策をともにおこなっていない方は設問４に進んで下さい。 
(3) 鉱油類由来の土壌汚染調査をおこなった契機は何ですか（複数回答可）。 

a 土壌汚染対策法(鉱油類以外の物質)に基づく調査  b 条例・要綱に基づく調査  
c 自主的な調査  d 土地の売買  e 施設の更新・改築 f 自治体の要請・指導  
g 周辺住民からの苦情  h 近隣地下水の汚染 i その他  

回答欄        
設問 3 油汚染対策ガイドラインの普及状況 
(1) 平成 18年 3月に環境省において油汚染対策ガイドラインが策定されましたが、これま
でに油汚染調査・対策をおこなう際に油汚染対策ガイドラインを参考にしましたか。 
a はい  b いいえ 

回答欄    

 
(2) 貴社の敷地内においておこなわれた鉱油類由来の土壌汚染対策の達成に関わる基準を
お答え下さい（複数回答可）。eを選んだ方は、基準となる指標と基準値をお答え下さい。 
a 油臭または油膜の解消 b 土壌汚染対策法におけるベンゼン濃度の基準値 
c 油汚染対策ガイドラインにおける TPH濃度基準値 d 自治体が定める基準値 
e 自社で規定された値 f その他 

回答欄       その他回答欄                         
e 回答欄  ◎基準となる指標：                          

◎基準値：                              

 
 (3) 油汚染対策ガイドライン策定以前に、鉱油類由来の土壌汚染調査・対策をおこなった
ことがある方にお尋ねします。 
① 策定以前に貴社でおこなわれた鉱油類由来の土壌汚染調査・対策につきまして、油汚
染対策ガイドラインと類似していた項目はありましたか。次からお選び下さい（複数回

答可）。 
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a 油汚染の有無の判断 b 調査手法 c 油汚染範囲の絞り込み d 調査技術 
e 対策の流れ  f 対策手法 g その他  
回答欄      その他回答欄                   

 
② 油汚染の度合いを定量するのに次のうちどの指標を用いましたか。その指標を選択し
た理由を下の記述欄にご記入下さい（複数回答可）。 
a TPH濃度  b  臭気強度  c  相対感度(RFR)  d  ベンゼン質量濃度 
e  n-ヘキサン抽出物質質量濃度  f  油分全体の質量濃度 
g  油臭・油膜の有無による判断  h その他   
回答欄      その他回答欄                   

 

理由： 

 
 
(4) 貴社でおこなわれた油汚染土壌調査・対策ではどの調査手法および対策技術を用いまし
たか。油汚染対策ガイドライン資料 6および 7に記載されている調査手法および対策技術
を選択して下さい（複数回答可）。ただし選択肢以外を使用した場合は空欄にご記入下さ

い。 
調査手法 

a  GC-FID法 b  IR法 c  ノルマルヘキサン抽出法 d  検知管法 
e  ガスモニター法  f  ポータブル GC法 g  抽出比濁法 h  イムノアッセイ法 
i  蛍光センサー法  j  膜界面サンプリング分析法 k  リボン NAPLサンプラー法 
l その他 
対策技術 

a  盛土 b  舗装 c  遮水壁 d  バリア井戸 e  地下水揚水 f  掘削除去 
g  土壌ガス吸引 h  原位置バイオレメディエーション i  化学的酸化分解 
j  熱処理  k  土壌洗浄 l  掘削後バイオレメディエーション m  セメント原料化 
n その他  
 
回答欄 1 調査手法          その他手法名                       

回答欄 2 対策技術          その他技術名                       
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設問 4 油汚染対策調査・対策に関するご意見 
(1) 油汚染対策ガイドラインを参考にするとどのようなメリットがあると考えられますか
（複数回答可）。 
a 浄化対策の信頼度が高まる b 油汚染調査・対策の方針が立てやすくなる 
c 汚染範囲の絞込みをおこなうなどでコストが安くなる d 調査・対策期間を短くする 
e その他意見 

回答欄      

意見： 

 
 
 
 
(2) 鉱油類由来の土壌汚染調査・対策をおこなう際に、油汚染対策ガイドラインが現在貴社
の指針となっていますか。いずれかをお選び下さい。またその理由を選択肢よりお選び下

さい。 
A なっている 
理由: a  国（環境省）の方針であるため b 他に参考になる資料が存在しなかったため 

c  業界団体で採用されたため d  ガイドラインの手法を用いることが経済的に有
効であると考えられたため e  その他 

B なっていない 
理由: a  既に自社の規定があるため b  今後鉱油類由来の土壌汚染の心配がないため 

c  ガイドラインの内容が自社の方針に沿っていないため  
d ガイドラインを知らなかったため  e  その他  

回答欄       理由：       
その他回答欄            

                  

 
(3) 今後鉱油類由来の土壌汚染調査・対策をおこなう場合、貴社の方針は次のどれですか。

1つを選び回答欄にご記入下さい。 
a  油汚染対策ガイドラインを参考にする b  独自の方針に則って進める 
c  汚染の状況に応じた方針でおこなう e  未定 
f  鉱油類による土壌汚染の可能性がない  g  その他 
回答欄      その他回答欄                   
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(4) 今後鉱油類由来の土壌汚染調査・対策をおこなう場合、油汚染対策ガイドラインに記載
されている次の事項のうち、どの項目が参考になると考えられますか（複数回答可）。 
a  油汚染の有無の判断  b  調査手法  c  油汚染範囲の絞り込み  d  調査技術   
e  対策の流れ  f  対策技術  g  わからない h  その他 
回答欄      その他回答欄                   

 
(5) 鉱油類由来の土壌調査・対策全般の今後の方向性についてどのようにお考えですか。 

a  油汚染対策ガイドラインに沿って自主的に進めるべきである  
b  自主的に進めるべきだが、油汚染対策ガイドライン以外の方法を用いるべきである  
c  法規制をするべき  d  その他ご意見  
回答欄      その他回答欄                   

 
(6) 油汚染対策ガイドラインについて何かご意見やお気付きの点がありましたら下の
欄にご記入下さい。 
意見： 

 
 

 
設問 5 土壌汚染全般の対策技術について 
(1)土壌汚染対策技術（鉱油類以外も含みます）を選択する貴社の方針において、改善を求
める観点は何ですか。代表的な技術について該当する箇所にそれぞれの技術につき 3つま
で○をつけて下さい（施工頻度が高い技術を念頭に置いてお答え下さい）。 

技術名      観点 コスト 施工期間 リスク低減 施工条件 

掘削除去     

バイオレメディエーション     

化学的酸化分解     

土壌ガス吸引     

地下水揚水     

 

(2) 土壌汚染対策技術のうち、買い主の要望などにより掘削処理技術が最も多く使用されて
いますが、高コストであることや汚染土壌の搬出が課題となっております。掘削除去の問

題点を含め土壌汚染対策技術に関する課題やニーズについてご意見をお答え下さい。 

------------＜以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました＞---------- 

意見： 
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